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2022 年 6 月 9 日 

 

株式移転に係る事前備置書類 

 

名古屋市中区栄三丁目 14 番 12 号 

株式会社愛知銀行 

取締役頭取  伊藤 行記 

  

株式会社愛知銀行（以下、「当行」といいます。）と株式会社中京銀行（以下、「中京

銀行」といい、当行と中京銀行を総称して、以下、「両行」といいます。）は、両行の株

主総会の承認及び関係当局の許認可等が得られること、並びに、中京銀行が実施する自己

株式の公開買付け（以下、「本自己株公開買付け」といいます。）に対し、株式会社三菱

UFJ 銀行（以下、「三菱 UFJ 銀行」といいます。）がその保有する中京銀行株式

8,534,385 株の全てを本自己株公開買付けに応募の上、本自己株公開買付けの決済が適法

に完了していること等を前提に、共同株式移転の方式により、2022 年 10 月 3 日（以下、

「効力発生日」といいます。）をもって両行の完全親会社となる「株式会社あいちフィナ

ンシャルグループ」（以下、「共同持株会社」といいます。）を設立すること（以下、

「本株式移転」といいます。）といたしました。 

 本株式移転に際して、会社法第 803 条第 1 項及び会社法施行規則第 206 条に定める開示

事項は以下のとおりです。 

 

1. 株式移転計画書 

 

別添 1「株式移転計画書（写）」をご参照ください。 

 

2. 会社法第 773 条第 1 項第 5 号及び第 6 号に掲げる事項についての定めの相当性に関す

る事項 

 

(1) 株式移転対価の総数及び割当ての相当性に関する事項 

 

 両行は、本株式移転による共同持株会社の設立に際し、両行のそれぞれの株主

に対し割当交付する共同持株会社の普通株式の割当比率（以下、「株式移転比

率」といいます。）を以下のとおり決定し、これを相当であると判断いたしまし

た。 
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① 本株式移転に係る割当ての内容（株式移転比率） 

 

会社名 当行 中京銀行 

株式移転比率 3.33 1 

 

（注 1） 株式の割当比率 

 当行の普通株式 1 株に対して、共同持株会社の普通株式 3.33 株を、

中京銀行の普通株式 1 株に対して、共同持株会社の普通株式 1 株を割

当交付いたします。なお、共同持株会社の単元株式数は 100 株とする

予定です。 

 上記の株式移転比率は、第三者算定機関による算定・分析結果及び

リーガル・アドバイザーの助言を参考に、両行それぞれが相手方に対

して実施したデュー・ディリジェンスの結果等を踏まえて、両行の市

場株価、財務の状況、将来の見通し、本株式移転に先立ち実施される

本自己株公開買付け、2022 年 5 月 11 日に両行が「株式会社愛知銀行と

株式会社中京銀行の共同持株会社設立（共同株式移転）に関する 終

契約締結及び株式移転計画書の作成並びに剰余金の配当（特別配当）

について」において公表した中京銀行の一般株主の皆様への株主還元

策である中京銀行株式 1 株あたり 141 円（源泉徴収税額控除前、以下

同じとします。）の剰余金の配当（以下、「本特別配当」といいま

す。）等の要因を総合的に勘案した上で決定されたものです。 

 本株式移転により、両行の株主に交付しなければならない共同持株

会社の普通株式の数に 1 株に満たない端数が生じた場合には、会社法

第 234 条その他関連法令の規定に従い、当該株主に対し 1 株に満たな

い端数部分に応じた金額をお支払いいたします。 

 なお、上記株式移転比率は、両行間の 2022 年 5 月 11 日付経営統合

契約書の締結後、本株式移転の効力発生日までの間において、株式移

転比率に重大な影響を与える事由が新たに発見された場合又は当該事

由が生じた場合等においては、両行で協議のうえ、変更することがあ

ります。 

 

（注 2） 共同持株会社が交付する新株式数（予定） 

 普通株式：49,094,859 株 

 上記は、当行の 2022 年 3 月 31 日時点における普通株式の発行済株

式総数（10,943,240 株）及び中京銀行の 2022 年 3 月 31 日時点におけ

る普通株式の発行済株式総数（21,780,058 株）を前提として算出して

おります。但し、中京銀行は本自己株公開買付けにより三菱 UFJ 銀行
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が保有する普通株式 8,534,385 株を自己株式として取得する予定であ

ること、及び、共同持株会社が両行の発行済株式の全部を取得する時

点の直前時（以下、「基準時」といいます。）までに、それぞれが所

有する自己株式の全部を消却する予定であることに鑑み、当行の 2022

年 3 月 31 日時点における自己株式数（176,172 株）並びに中京銀行の

2022 年 3 月 31 日時点における自己株式数（5,150 株）及び中京銀行が

本自己株公開買付けにより取得する予定である三菱 UFJ 銀行が保有す

る普通株式 8,534,385 株は、上記の算出において、新株式交付の対象

から除外しております。 

 なお、本自己株公開買付けの結果、当行又は中京銀行の株主から株

式買取請求権の行使がなされた場合等、両行の 2022 年 3 月 31 日時点

における自己株式数が基準時までに変動した場合は、共同持株会社が

交付する新株式数が変動することがあります。 

 

（注 3） 単元未満株式の取扱い 

 本株式移転により、1 単元（100 株）未満の共同持株会社の普通株式

（以下、「単元未満株式」といいます。）の割当てを受ける両行の株

主の皆様につきましては、その所有する単元未満株式を株式会社東京

証券取引所（以下、「東京証券取引所」といいます。）、株式会社名

古屋証券取引所（以下、「名古屋証券取引所」といいます。）及びそ

の他の金融商品取引所において売却することはできません。そのよう

な単元未満株式を所有することとなる株主の皆様は、会社法第 192 条

第 1 項の規定に基づき、共同持株会社に対し、自己の所有する単元未

満株式を買い取ることを請求することが可能です。また、会社法第 194

条第 1 項及び共同持株会社の定款に定める予定の規定に基づき、共同

持株会社に対し、自己の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数

となる数の株式を売り渡すことを請求することも可能とする予定で

す。 

 

(2) 本株式移転に係る割当ての内容の根拠等 

 

① 割当ての内容の根拠及び理由 

  

 両行は、2021 年 12 月 10 日付で経営統合に向け協議・検討を進めていくこ

とについて基本合意し、本株式移転の効力発生日を 2022 年 10 月 3 日（予

定）として、本株式移転による共同持株会社の設立及び共同持株会社のもと

での将来的な両行の合併を基本方針とする経営統合を行うことに向け、統合
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準備委員会を設置して協議・検討を進めてまいりました。 

 当行は、下記④「公正性を担保するための措置」に記載のとおり、本株式

移転の対価の公正性その他の本株式移転の公正性を担保するため、当行の第

三者算定機関としてみずほ証券株式会社（以下、「みずほ証券」といいま

す。）を、リーガル・アドバイザーとして森・濱田松本法律事務所をそれぞ

れ選定のうえ、本株式移転に関する検討を開始し、第三者算定機関であるみ

ずほ証券から 2022 年 5 月 10 日付で受領した株式移転比率算定書及びリーガ

ル・アドバイザーである森・濱田松本法律事務所からの法的助言を参考に、

慎重に協議・検討した結果、上記（1）①「本株式移転に係る割当ての内容

（株式移転比率）」記載の株式移転比率により本株式移転を行うことが妥当

であると判断しました。 

 他方、中京銀行は、下記④「公正性を担保するための措置」に記載のとお

り、本株式移転の対価の公正性その他の本株式移転の公正性を担保するた

め、中京銀行の第三者算定機関として野村證券株式会社（以下、「野村證

券」といいます。）を、リーガル・アドバイザーとしてアンダーソン・毛

利・友常法律事務所外国法共同事業（以下、「アンダーソン・毛利・友常法

律事務所」といいます。）をそれぞれ選定のうえ、本株式移転に関する検討

を開始し、第三者算定機関である野村證券から 2022 年 5 月 10 日付で受領し

た株式移転比率算定書及びリーガル・アドバイザーであるアンダーソン・毛

利・友常法律事務所からの法的助言を参考に、慎重に協議・検討した結果、

上記（1）①「本株式移転に係る割当ての内容（株式移転比率）」記載の株

式移転比率により本株式移転を行うことが妥当であると判断しました。 

 このように、これらの第三者算定機関による算定・分析結果及びリーガ

ル・アドバイザーの助言を参考に、両行それぞれが相手方に対して実施した

デュー・ディリジェンスの結果等を踏まえて、両行の市場株価、財務の状

況、将来の見通し、本株式移転に先立ち実施される本自己株公開買付け、本

特別配当等の要因を総合的に勘案し、両行間で株式移転比率について慎重に

交渉・協議を重ねた結果、両行は、 終的に上記（1）①「本株式移転に係

る割当ての内容（株式移転比率）」記載の株式移転比率が妥当であるという

判断に至り、2022 年 5 月 11 日に開催された両行の取締役会において本株式

移転における株式移転比率を決定し、合意いたしました。 

 

② 算定に関する事項 

 

ア. 算定機関の名称及び両行との関係 

 

 当行のフィナンシャル・アドバイザー（第三者算定機関）であるみ
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ずほ証券及び中京銀行のフィナンシャル・アドバイザー（第三者算定

機関）である野村證券は、いずれも当行及び中京銀行の関連当事者に

は該当せず、本株式移転に関して記載すべき重要な利害関係を有して

おりません。 

 

イ. 算定の概要 

 

 本株式移転に用いられる株式移転比率の算定にあたって公正性を期

すため、当行はみずほ証券を第三者算定機関として選定し、中京銀行

は野村證券を第三者算定機関として選定し、それぞれ株式移転比率の

算定・分析を依頼しました。 

 みずほ証券は、両行の株式移転比率について、本自己株公開買付け

及び本特別配当の影響を勘案した上で、両行が東京証券取引所プライ

ム市場及び名古屋証券取引所プレミア市場に上場しており、市場株価

が存在することから市場株価基準法による算定を行うとともに、両行

とも比較可能な上場類似企業が複数存在し、類似企業比較による株式

価値の類推が可能であることから類似企業比較法による算定を行い、

更に、将来の事業活動の状況を評価に反映するため、一定の資本構成

を維持するために必要な内部留保等を考慮した後の株主に帰属するキ

ャッシュフローを資本コストで現在価値に割り引くことで株式価値を

分析する手法で、金融機関の評価に広く利用される配当割引モデル法

（以下、「ＤＤＭ法」といいます。）による算定を行いました。各手

法における算定結果は以下のとおりです。下記の株式移転比率の算定

レンジは、中京銀行の普通株式 1 株に対して共同持株会社の普通株式

を 1 株割り当てる場合に、当行の普通株式 1 株に対して割り当てる共

同持株会社の普通株式数の算定レンジを記載したものです。 

 

 採用手法 株式移転比率の算定レンジ 

1 市場株価基準法 2.80～2.89 

2 類似企業比較法 2.55～3.72 

3 ＤＤＭ法 2.72～4.65 

 

 なお、市場株価基準法では、2022 年 5 月 10 日（以下、「基準日」と

いいます。）を基準として、基準日の株価終値及び基準日までの 1 週

間、1ヶ月間、3ヶ月間の各株価終値平均に基づき算定いたしました。 

みずほ証券は、株式移転比率の算定に際して、両行から提供を受けた

情報及び公開情報を使用し、それらの資料、情報等が全て正確かつ完
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全なものであることを前提としており、独自にそれらの正確性及び完

全性の検証を行っておりません。また、両行及びそれらの関係会社の

資産又は負債（偶発債務を含みます。）について、個別の資産及び負

債の分析及び評価を含め、独自に評価、鑑定又は査定を行っておら

ず、第三者機関への依頼も行っておりません。みずほ証券の株式移転

比率の算定は、2022 年 5 月 10 日までの情報及び経済条件を反映したも

のであり、また、両行の財務予測（利益計画その他の情報を含みま

す。）については、両行の経営陣により、現時点で得られる 善の予

測及び判断に基づき合理的に作成されたものであることを前提として

おります。 

 なお、みずほ証券がＤＤＭ法において使用した算定の基礎となる両

行の将来の利益計画においては、大幅な増減益を見込んでおりませ

ん。 

 

 野村證券は、両行の株式移転比率について、本自己株公開買付け及

び本特別配当の影響を勘案した上で、両行がそれぞれ東京証券取引所

プライム市場及び名古屋証券取引所プレミア市場に上場しており、市

場株価が存在することから市場株価平均法を、両行とも比較可能な上

場類似会社が複数存在し、類似会社比較による株式価値の類推が可能

であることから類似会社比較法を、また、それに加えて将来の事業活

動の状況を評価に反映するため、一定の資本構成を維持するために必

要な内部留保等を考慮した後の株主に帰属する利益を資本コストで現

在価値に割り引くことで株式価値を分析する手法で、金融機関の評価

に広く利用されるＤＤＭ法を、それぞれ採用して算定を行いました。

各評価手法における中京銀行の普通株式 1 株に対して共同持株会社の

普通株式を 1 株割り当てる場合に、当行の普通株式 1 株に割り当てる

共同持株会社株式数の算定結果は、以下のとおりです。 

 

 採用手法 株式移転比率の算定結果 

1 市場株価平均法 2.64～3.34 

2 類似会社比較法 3.63～7.06 

3 ＤＤＭ法 3.10～3.67 

 

 なお、市場株価平均法においては、基本合意書の締結に関する観測

報道がなされた日である 2021 年 12 月 2 日を算定基準日（以下、「基

準日①」といいます。）として、両行の東京証券取引所プライム市場

における基準日①の終値、基準日①から遡る 5 営業日、1 ヶ月間、3 ヶ
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月間及び 6 ヶ月間の各期間の取引日における終値単純平均値を、並び

に 2022 年 5 月 10 日を算定基準日（以下、「基準日②」といいま

す。）として、両行の東京証券取引所プライム市場における基準日②

の終値、基準日②から遡る 5 営業日、1 ヶ月間、3 ヶ月間及び 6 ヶ月間

の各期間の取引日における終値単純平均値をそれぞれ採用しておりま

す。 

 野村證券は、株式移転比率の算定に際して、公開情報及び野村證券

に両行から提供された一切の情報が正確かつ完全なものであることを

前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性についての検証は

行っておりません。両行及びそれらの関係会社の資産又は負債（金融

派生商品、簿外資産及び負債、その他の偶発債務を含みます。）につ

いて、個別の資産及び負債の分析及び評価を含め、独自に評価、鑑定

又は査定を行っておらず、第三者機関への鑑定又は査定の依頼も行っ

ておりません。野村證券の株式移転比率の算定は、2022 年 5 月 10 日現

在までに野村證券が入手した情報及び経済条件を反映したものであ

り、また、両行の各々の財務予測（利益計画その他の情報を含みま

す。）については、両行の各々の経営陣により、現時点で得られる

善の予測及び判断に基づき合理的に作成されたことを前提としており

ます。 

 野村證券がＤＤＭ法の評価の基礎とした両行の将来の財務予測にお

いて、大幅な増減益を見込んでいる事業年度はありません。 

 

③ 共同持株会社の上場申請等に関する取扱い 

両行は、新たに設立する共同持株会社の株式について、東京証券取引所プ

ライム市場及び名古屋証券取引所プレミア市場に新規上場申請を行う予定で

す。上場日は、2022 年 10 月 3 日を予定しております。 

また、両行は、本株式移転により共同持株会社の子会社となりますので、

共同持株会社の上場に先立ち、2022 年 9 月 29 日にそれぞれ東京証券取引所

及び名古屋証券取引所を上場廃止となる予定です。 

なお、共同持株会社の株式上場日及び両行の上場廃止日につきましては、

東京証券取引所及び名古屋証券取引所の規則に従って決定されることとなり

ます。 
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④ 公正性を担保するための措置 

 

 当行は、本株式移転の公正性を担保するために、以下の措置を講じており

ます。 

 

ア. 独立した第三者算定機関からの株式移転比率算定書等の取得 

 

 当行は、本株式移転の公正性を担保するために、上記①「割当ての

内容の根拠及び理由」に記載のとおり、第三者算定機関としてみずほ

証券を選定し、本株式移転に用いる株式移転比率の合意の基礎とすべ

く株式移転比率算定書を取得しております。当行は、第三者算定機関

であるみずほ証券の分析及び意見を参考として中京銀行と交渉・協議

を行い、上記（1）①「本株式移転に係る割当ての内容（株式移転比

率）」記載の株式移転比率により本株式移転を行うことを 2022 年 5 月

11 日に開催された取締役会において決議いたしました。 

 また、当行はみずほ証券から 2022 年 5 月 10 日付にて、本株式移転

における株式移転比率は、当行にとって財務的見地から妥当である旨

の意見書（フェアネス・オピニオン）を取得しております。みずほ証

券のフェアネス・オピニオンに関する重要な前提条件等については別

添 2をご参照ください。 

 

イ. 独立した法律事務所からの助言 

 

 当行は、取締役会の意思決定の公正性及び適正性を担保するため

に、両行から独立したリーガル・アドバイザーである森・濱田松本法

律事務所から、当行の意思決定の方法、過程その他の本株式移転に係

る手続に関する法的助言を受けております。 

 

 他方、中京銀行は、本株式移転の公正性を担保するために、以下の措置を

講じております。 

 

ア. 独立した第三者算定機関からの株式移転比率算定書等の取得 

 

 中京銀行は、本株式移転の公正性を担保するために、上記①「割当

ての内容の根拠及び理由」に記載のとおり、第三者算定機関として野

村證券を選定し、本株式移転に用いる株式移転比率の合意の基礎とす

べく株式移転比率算定書を取得しております。中京銀行は、第三者算
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定機関である野村證券の分析及び意見を参考として当行と交渉・協議

を行い、上記（1）①「本株式移転に係る割当ての内容（株式移転比

率）」記載の株式移転比率により本株式移転を行うことを 2022 年 5 月

11 日に開催された取締役会において決議いたしました。 

また、中京銀行は野村證券から 2022 年 5 月 10 日付にて、本株式移

転における株式移転比率は、中京銀行の普通株主にとって財務的見地

から妥当である旨の意見書（フェアネス・オピニオン）を取得してお

ります。 

 

イ. 独立した法律事務所からの助言 

 

 中京銀行は、取締役会の意思決定の公正性及び適正性を担保するた

めに、両行から独立したリーガル・アドバイザーであるアンダーソ

ン・毛利・友常法律事務所から、中京銀行の意思決定の方法、過程そ

の他本株式移転に係る手続に関する法的助言を受けております。 

 

⑤ 利益相反を回避するための措置 

本株式移転にあたって、当行と中京銀行との間には特段の利益相反関係は

存しないことから、両行は、特別な措置は講じておりません。 

 

(3) 共同持株会社の資本金及び準備金の額に関する事項 

両行は、本株式移転による共同持株会社の設立に際し、共同持株会社の資本金及び

準備金の額を以下のとおり決定いたしました。 

   ① 資本金の額 20,000,000,000 円 

   ② 資本準備金の額 5,000,000,000 円 

   ③ 利益準備金の額   0 円 

これらの資本金及び準備金の額につきましては、共同持株会社の規模その他の諸事

情を総合的に勘案・検討し、両行が協議のうえ、会社計算規則第 52 条の規定の範囲

内で決定したものであります。 

 

3. 会社法第 773 条第 1 項第 9 号及び第 10 号に掲げる事項についての定めの相当性に関

する事項 

 

共同持株会社は、本株式移転に際して、基準時における以下の表の①から⑩までの第

1 欄に掲げる当行が発行している各新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権

の内容や株式移転比率を踏まえ、それぞれの所有する当行の新株予約権に代わり、基準

時における当該新株予約権の総数と同数の、第 2 欄に掲げる共同持株会社の新株予約権
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をそれぞれ交付いたします。これらの事項につきましては、本株式移転後も、当行が発

行している各新株予約権の新株予約権者に従前と可及的に同等の権利を維持していただ

くために、第 1 欄に掲げる当行が発行している各新株予約権の内容と、第 2 欄に掲げる

共同持株会社の各新株予約権の内容とが実質的に同等となるように定められたものであ

り、相当であると判断しております。なお、当行は、新株予約権付社債を発行しており

ません。 

 

 第 1 欄 第 2 欄 

 名称 内容 名称 内容 

① 
株式会社愛知銀行 
第 1 回新株予約権 

株式移転計

画書別紙 2-
①-1 記載 

株式会社あいちフィナンシャ

ルグループ 
第 1 回新株予約権 

株式移転計

画書別紙 2-
①-2 記載 

② 

株式会社愛知銀行 
第 2 回新株予約権 

同別紙 2-②-
1 記載 

株式会社あいちフィナンシャ

ルグループ 
第 2 回新株予約権 

同別紙 2-②-
2 記載 

③ 

株式会社愛知銀行 
第 3 回新株予約権 

同別紙 2-③-
1 記載 

株式会社あいちフィナンシャ

ルグループ 
第 3 回新株予約権 

同別紙 2-③-
2 記載 

④ 

株式会社愛知銀行 
第 4 回新株予約権 

同別紙 2-④-
1 記載 

株式会社あいちフィナンシャ

ルグループ 
第 4 回新株予約権 

同別紙 2-④-
2 記載 

⑤ 

株式会社愛知銀行 
第 5 回新株予約権 

同別紙 2-⑤-
1 記載 

株式会社あいちフィナンシャ

ルグループ 
第 5 回新株予約権 

同別紙 2-⑤-
2 記載 

⑥ 

株式会社愛知銀行 
第 6 回新株予約権 

同別紙 2-⑥-
1 記載 

株式会社あいちフィナンシャ

ルグループ 
第 6 回新株予約権 

同別紙 2-⑥-
2 記載 

⑦ 

株式会社愛知銀行 
第 7 回新株予約権 

同別紙 2-⑦-
1 記載 

株式会社あいちフィナンシャ

ルグループ 
第 7 回新株予約権 

同別紙 2-⑦-
2 記載 

⑧ 

株式会社愛知銀行 
第 8 回新株予約権 

同別紙 2-⑧-
1 記載 

株式会社あいちフィナンシャ

ルグループ 
第 8 回新株予約権 

同別紙 2-⑧-
2 記載 

⑨ 

株式会社愛知銀行 
第 9 回新株予約権 

同別紙 2-⑨-
1 記載 

株式会社あいちフィナンシャ

ルグループ 
第 9 回新株予約権 

同別紙 2-⑨-
2 記載 

⑩ 

株式会社愛知銀行 
第 10 回新株予約権 

同別紙 2-⑩-
1 記載 

株式会社あいちフィナンシャ

ルグループ 
第 10 回新株予約権 

同別紙 2-⑩-
2 記載 

 

共同持株会社は、本株式移転に際して、基準時における以下の表の①から⑨までの第 1

欄に掲げる中京銀行が発行している各新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権

の内容や株式移転比率を踏まえ、それぞれの所有する中京銀行の新株予約権に代わり、基

準時における当該新株予約権の総数と同数の、第 2 欄に掲げる共同持株会社の新株予約権

をそれぞれ交付いたします。これらの事項につきましては、本株式移転後も、中京銀行が

発行している各新株予約権の新株予約権者に従前と可及的に同等の権利を維持していただ

くために、第 1 欄に掲げる中京銀行が発行している各新株予約権の内容と、第 2 欄に掲げ
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る共同持株会社の各新株予約権の内容とが実質的に同等となるように定められたものであ

り、相当であると判断しております。なお、中京銀行は、新株予約権付社債を発行してお

りません。 

 

 第 1 欄 第 2 欄 

 名称 内容 名称 内容 

① 
株式会社中京銀行 
第 1 回新株予約権 

株式移転計

画書別紙 3-
①-1 記載 

株式会社あいちフィナンシャ

ルグループ 
第 11 回新株予約権 

株式移転計

画書別紙 3-
①-2 記載 

② 

株式会社中京銀行 
第 2 回新株予約権 

同別紙 3-②-
1 記載 

株式会社あいちフィナンシャ

ルグループ 
第 12 回新株予約権 

同別紙 3-②-
2 記載 

③ 

株式会社中京銀行 
第 3 回新株予約権 

同別紙 3-③-
1 記載 

株式会社あいちフィナンシャ

ルグループ 
第 13 回新株予約権 

同別紙 3-③-
2 記載 

④ 

株式会社中京銀行 
第 4 回新株予約権 

同別紙 3-④-
1 記載 

株式会社あいちフィナンシャ

ルグループ 
第 14 回新株予約権 

同別紙 3-④-
2 記載 

⑤ 

株式会社中京銀行 
第 5 回新株予約権 

同別紙 3-⑤-
1 記載 

株式会社あいちフィナンシャ

ルグループ 
第 15 回新株予約権 

同別紙 3-⑤-
2 記載 

⑥ 

株式会社中京銀行 
第 6 回新株予約権 

同別紙 3-⑥-
1 記載 

株式会社あいちフィナンシャ

ルグループ 
第 16 回新株予約権 

同別紙 3-⑥-
2 記載 

⑦ 

株式会社中京銀行 
第 7 回新株予約権 

同別紙 3-⑦-
1 記載 

株式会社あいちフィナンシャ

ルグループ 
第 17 回新株予約権 

同別紙 3-⑦-
2 記載 

⑧ 

株式会社中京銀行 
第 8 回新株予約権 

同別紙 3-⑧-
1 記載 

株式会社あいちフィナンシャ

ルグループ 
第 18 回新株予約権 

同別紙 3-⑧-
2 記載 

⑨ 

株式会社中京銀行 
第 9 回新株予約権 

同別紙 3-⑨-
1 記載 

株式会社あいちフィナンシャ

ルグループ 
第 19 回新株予約権 

同別紙 3-⑨-
2 記載 

 

 

4. 中京銀行に関する事項 

 

(1) 終事業年度（2021 年 4 月 1 日から 2022 年 3 月 31 日まで）に係る計算書類等の

内容 

 

 別添 3に記載のとおりであります。 

 

(2) 終事業年度の末日後に生じた会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

 

①  自己株公開買付け 

中京銀行は、2022 年 5 月 11 日付で三菱 UFJ 銀行との間で自社株公開買付応募契



13 
 

約書（以下、「本自社株公開買付応募契約書」といいます。）を、三菱 UFJ 銀行

と、当行、中京銀行及び共同持株会社との良好な協業関係を引き続き維持すること

を前提に締結し、中京銀行は、本自社株公開買付応募契約書の定めに従い、本自己

株公開買付けを実施し、三菱 UFJ 銀行はその保有する中京銀行株式 8,534,385 株の

全てを本自己株公開買付けに応募することを合意しております。本自己株公開買付

けに係る条件の概要は下表に記載のとおりですが、本自己株公開買付けの詳細、本

自己株公開買付けに係る中京銀行の意思決定の過程、並びに中京銀行が本自己株公

開買付けの公正性を担保するために実施した措置については、中京銀行が 2022 年 5

月 11 日付けで公表した「自己株式の取得及び自己株式の公開買付けの開始予定に

関するお知らせ」をご参照ください。 

 

1 公開買付者 中京銀行 

2 対象となる株券等 中京銀行の普通株式 

3 公開買付価格 中京銀行の普通株式 1株につき、1,195 円 

4 公開買付期間 

2022 年 7 月 1 日から 2022 年 8 月 1日までの 21 営

業日（又は中京銀行が法令等に基づき当該期間を延

長したときは、当該延長後の期間） 

5 買付予定数の下限 無し 

6 買付予定数の上限 8,534,385 株 

7 撤回事由 

中京銀行が金融商品取引法第 27 条の 22 の 2 第 2項

により準用される同法第 27 条の 11 第 1 項その他適

用のある法令等の範囲内で本自己株公開買付けに係

る公開買付届出書に記載するところによる。 

 

②  剰余金の配当 

中京銀行は、2022 年 5 月 11 日、特別配当と 

して、2022 年 9 月 30 日の 終の株主名簿に記載又は記録された中京銀行の普通

株式を有する株主又は登録株式質権者に対して、中京銀行株式 1 株あたり 141 円の

剰余金の配当を行うことを公表しております。本特別配当の詳細については、2022

年 5 月 11 日に両行が公表した「株式会社愛知銀行と株式会社中京銀行の共同持株

会社設立（共同株式移転）に関する 終契約締結及び株式移転計画書の作成並びに

剰余金の配当（特別配当）について」をご参照ください。 

 

5. 当行において 終事業年度の末日後に生じた会社財産の状況に重要な影響を与える事

象の内容 

 

 該当事項はありません。 
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以  上 
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別添 1 

株式移転計画書（写） 

 

株式会社愛知銀行（以下「甲」という。）及び株式会社中京銀行（以下「乙」とい

う。）は、共同株式移転の方法による株式移転を行うことにつき合意したので、以下のと

おり共同して株式移転計画書（以下「本計画」という。）を作成する。 

 

 

第１条（本株式移転） 

本計画の定めるところに従い、甲及び乙は、共同株式移転の方法により新たに設立する

株式移転設立完全親会社（以下「新会社」という。）の成立日（第７条に定義する。以下

同じ。）において、甲及び乙の発行済株式の全部を新会社に取得させる株式移転（以下

「本株式移転」という。）を行うものとし、これにより甲及び乙は新会社の完全子会社と

なる。 

 

第２条（新会社の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数その他定款で定める事

項） 

１. 新会社の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数は、次の各号に掲げるとお

りとする。 

(１) 目的 

新会社の目的は、別紙１の定款第２条記載のとおりとする。 

(２) 商号 

新会社の商号は、株式会社あいちフィナンシャルグループとし、英文では Aichi 

Financial Group，Inc．と表示する。 

(３) 本店所在地 

新会社の本店の所在地は愛知県名古屋市とし、本店の所在場所は愛知県名古屋

市中区栄三丁目 14 番 12 号とする。 

(４) 発行可能株式総数 

新会社の発行可能株式総数は、150,000,000 株とする。 

２. 前項に掲げるもののほか、新会社の定款で定める事項は、別紙１の定款記載のとおり

とする。 

 

第３条（新会社の設立時取締役の氏名及び設立時会計監査人の名称） 

１. 新会社の設立時取締役（設立時監査等委員である設立時取締役を除く。）の氏名は、

次のとおりとする。 

 取締役（代表取締役社長に選定予定）  伊藤 行記 

 取締役（代表取締役副社長に選定予定） 小林 秀夫 

 取締役 藏冨 宣彦 
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 取締役 松野 裕泰 

 取締役 𠮷川 浩明 

 取締役 早川 誠 

 取締役 鈴木 規正 

 取締役 伊藤 謙二 

 取締役 瀬林 寿志 

２． 新会社の設立時監査等委員である設立時取締役の氏名は、次のとおりとする。 

 取締役 加藤 政宏 

 社外取締役 江本 𣳾敏 

 社外取締役 柴田 雄己 

 社外取締役 村田 知英子 

 社外取締役 栗本 幸子 

 社外取締役 我妻 巧 

３． 新会社の設立時会計監査人の名称は、次のとおりとする。 

 有限責任あずさ監査法人 

 

第４条（本株式移転に際して交付する株式及びその割当て） 

１. 新会社は、本株式移転に際して、甲及び乙の発行済株式の全部を取得する時点の直前

時（以下「基準時」という。）における甲及び乙の株主に対し、それぞれその所有す

る甲及び乙の普通株式に代わり、(i)甲が基準時に発行している普通株式数の合計に

3.33 を乗じた数、及び(ii)乙が基準時に発行している普通株式数の合計に 1を乗じた

数を合計した数と同数の新会社の普通株式（以下「交付株式」という。）を交付する。 

２. 新会社は、前項の定めにより交付される交付株式を、基準時における甲及び乙の株主

に対し、以下の割合（以下「株式移転比率」という。）をもって割り当てる。 

(１) 甲の株主に対しては、その所有する甲の普通株式１株に対して新会社の普通株式

3.33 株 

(２) 乙の株主に対しては、その所有する乙の普通株式１株に対して新会社の普通株式 1

株 

３. 前二項の計算において、１株に満たない端数が生じる場合には、会社法（平成 17 年

７月 26 日法律第 86 号。その後の改正を含む。以下同じ。）第 234 条その他関係法令

の規定に従い処理するものとする。 

 

第５条（新会社の資本金及び準備金の額） 

新会社の成立日における新会社の資本金及び準備金の額は、次のとおりとする。 

(１)資本金の額 20,000,000,000 円 

(２)資本準備金の額 5,000,000,000 円 

(３)利益準備金の額 ０円 

(４) 資本剰余金の額 会社計算規則第 52 条第１項に定める株主資本変動額から上

記(１)及び(２)の額の合計額を減じて得た額 

 

第６条（本株式移転に際して交付する新株予約権及びその割当て） 

１. 新株予約権の交付 

(1) 新会社は、本株式移転に際して、基準時における以下の表の①から⑩までの第１欄に
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掲げる甲が発行している各新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれその所有する

甲の新株予約権に代わり、基準時における当該新株予約権の総数と同数の、第２欄に

掲げる新会社の新株予約権をそれぞれ交付する。 

 

 第 1欄 第 2欄 

 名称 内容 名称 内容 

① 

株式会社愛知銀行 

第 1回新株予約権 

別紙 2-①-1

記載 

株式会社あいちフィナンシャ

ルグループ 

第 1回新株予約権 

別紙 2-①-2

記載 

② 

株式会社愛知銀行 

第 2回新株予約権 

別紙 2-②-1

記載 

株式会社あいちフィナンシャ

ルグループ 

第 2回新株予約権 

別紙 2-②-2

記載 

③ 

株式会社愛知銀行 

第 3回新株予約権 

別紙 2-③-1

記載 

株式会社あいちフィナンシャ

ルグループ 

第 3回新株予約権 

別紙 2-③-2

記載 

④ 

株式会社愛知銀行 

第 4回新株予約権 

別紙 2-④-1

記載 

株式会社あいちフィナンシャ

ルグループ 

第 4回新株予約権 

別紙 2-④-2

記載 

⑤ 

株式会社愛知銀行 

第 5回新株予約権 

別紙 2-⑤-1

記載 

株式会社あいちフィナンシャ

ルグループ 

第 5回新株予約権 

別紙 2-⑤-2

記載 

⑥ 

株式会社愛知銀行 

第 6回新株予約権 

別紙 2-⑥-1

記載 

株式会社あいちフィナンシャ

ルグループ 

第 6回新株予約権 

別紙 2-⑥-2

記載 

⑦ 

株式会社愛知銀行 

第 7回新株予約権 

別紙 2-⑦-1

記載 

株式会社あいちフィナンシャ

ルグループ 

第 7回新株予約権 

別紙 2-⑦-2

記載 

⑧ 

株式会社愛知銀行 

第 8回新株予約権 

別紙 2-⑧-1

記載 

株式会社あいちフィナンシャ

ルグループ 

第 8回新株予約権 

別紙 2-⑧-2

記載 

⑨ 

株式会社愛知銀行 

第 9回新株予約権 

別紙 2-⑨-1

記載 

株式会社あいちフィナンシャ

ルグループ 

第 9回新株予約権 

別紙 2-⑨-2

記載 

⑩ 

株式会社愛知銀行 

第 10 回新株予約権 

別紙 2-⑩-1

記載 

株式会社あいちフィナンシャ

ルグループ 

第 10 回新株予約権 

別紙 2-⑩-2

記載 

 

(2) 新会社は、本株式移転に際して、基準時における以下の表の①から⑨までの第１欄に

掲げる乙が発行している各新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれその所有する

乙の新株予約権に代わり、基準時における当該新株予約権の総数と同数の、第２欄に

掲げる新会社の新株予約権をそれぞれ交付する。 

 

 第 1欄 第 2欄 

 名称 内容 名称 内容 

① 

株式会社中京銀行 

第 1回新株予約権 

別紙 3-①-1

記載 

株式会社あいちフィナンシャ

ルグループ 

第 11 回新株予約権 

別紙 3-①-2

記載 

② 

株式会社中京銀行 

第 2回新株予約権 

別紙 3-②-1

記載 

株式会社あいちフィナンシャ

ルグループ 

第 12 回新株予約権 

別紙 3-②-2

記載 

③ 

株式会社中京銀行 

第 3回新株予約権 

別紙 3-③-1

記載 

株式会社あいちフィナンシャ

ルグループ 

第 13 回新株予約権 

別紙 3-③-2

記載 
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 第 1 欄 第 2欄 

 名称 内容 名称 内容 

④ 

株式会社中京銀行 

第 4回新株予約権 

別紙 3-④-1

記載 

株式会社あいちフィナンシャ

ルグループ 

第 14 回新株予約権 

別紙 3-④-2

記載 

⑤ 

株式会社中京銀行 

第 5回新株予約権 

別紙 3-⑤-1

記載 

株式会社あいちフィナンシャ

ルグループ 

第 15 回新株予約権 

別紙 3-⑤-2

記載 

⑥ 

株式会社中京銀行 

第 6回新株予約権 

別紙 3-⑥-1

記載 

株式会社あいちフィナンシャ

ルグループ 

第 16 回新株予約権 

別紙 3-⑥-2

記載 

⑦ 

株式会社中京銀行 

第 7回新株予約権 

別紙 3-⑦-1

記載 

株式会社あいちフィナンシャ

ルグループ 

第 17 回新株予約権 

別紙 3-⑦-2

記載 

⑧ 

株式会社中京銀行 

第 8回新株予約権 

別紙 3-⑧-1

記載 

株式会社あいちフィナンシャ

ルグループ 

第 18 回新株予約権 

別紙 3-⑧-2

記載 

⑨ 

株式会社中京銀行 

第 9回新株予約権 

別紙 3-⑨-1

記載 

株式会社あいちフィナンシャ

ルグループ 

第 19 回新株予約権 

別紙 3-⑨-2

記載 

 

２. 新株予約権の割当て 

(1) 新会社は、本株式移転に際し、基準時における甲の新株予約権者に対し、その所有す

る前項第(1)号の表①から⑩までの第１欄に掲げる新株予約権１個につき、それぞれ

第２欄に掲げる新株予約権１個を割り当てる。 

(2) 新会社は、本株式移転に際し、基準時における乙の新株予約権者に対し、その所有す

る前項第(2)号の表の①から⑨までの第１欄に掲げる新株予約権１個につき、それぞ

れ第２欄に掲げる新株予約権１個を割り当てる。 

 

第７条（新会社の成立日） 

新会社の設立の登記をすべき日（本計画において「成立日」という。）は、2022 年 10

月３日とする。但し、本株式移転の手続進行上の必要性その他の事由により必要な場合

は、甲乙協議の上、合意によりこれを変更することができる。 

 

第８条（株式移転計画承認株主総会） 

１. 甲は、2022 年６月 24 日を開催日として定時株主総会を招集し、本計画の承認及び本

株式移転に必要な事項に関する決議を求めるものとする。 

２. 乙は、2022 年６月 24 日を開催日として定時株主総会を招集し、本計画の承認及び本

株式移転に必要な事項に関する決議を求めるものとする。 

３. 本株式移転の手続進行上の必要性その他の事由により必要な場合は、甲乙協議の上、

合意により、前二項に定める本計画の承認及び本株式移転に必要な事項に関する決議

を求める各株主総会の開催日を変更することができる。 

 

第９条（株式上場、株主名簿管理人） 

１. 新会社は、成立日において、その発行する普通株式の株式会社東京証券取引所（以下

「東京証券取引所」という。）のプライム市場及び株式会社名古屋証券取引所（以下

「名古屋証券取引所」という。）のプレミア市場への上場を予定するものとし、甲乙

協議の上、可能な限り相互に協力して当該上場に必要な手続を行う。 
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２. 甲及び乙は、新会社が発行する普通株式について、東京証券取引所のプライム市場及

び名古屋証券取引所のプレミア市場での上場が維持されるよう、相互に協力して必要

な手続を行う。 

３. 新会社の設立時における株主名簿管理人は、三菱 UFJ 信託銀行株式会社とする。 

 

第 10 条（剰余金の配当） 

１. 甲は、①2022 年３月 31 日の 終の株主名簿に記載又は記録された甲の普通株主又は

普通株式の登録株式質権者に対し、普通株式１株あたり 220 円を限度として、②2022

年９月 30 日の 終の株主名簿に記載又は記録された甲の普通株主又は普通株式の登

録株式質権者に対し、普通株式１株あたり 150 円を限度として、それぞれ剰余金の配

当を行うことができる。 

２. 乙は、①2022 年３月 31 日の 終の株主名簿に記載又は記録された乙の普通株主又は

普通株式の登録株式質権者に対し、普通株式１株あたり 35 円を限度として、②2022

年９月 30 日の 終の株主名簿に記載又は記録された乙の普通株主又は普通株式の登

録株式質権者に対し、普通株式１株あたり 141 円を限度として、それぞれ剰余金の配

当を行うことができる。 

３. 甲及び乙は、前二項に定める場合を除き、本計画作成後新会社の成立日までの間、新

会社の成立日以前を基準日とする剰余金の配当決議を行ってはならない。但し、甲及

び乙にて協議の上、合意をした場合についてはこの限りでない。 

 

第 11 条（自己株式の消却） 

甲及び乙は、新会社の成立日の前日までに開催されるそれぞれの取締役会の決議によ

り、それぞれが基準時において保有する自己株式（本株式移転に際して行使される会社法

第 806 条第１項に定める反対株主の株式買取請求に応じて取得する自己株式を含む。）の

全部を消却するものとする。 

 

第 12 条（会社財産の管理等） 

１. 甲及び乙は、本計画作成後新会社の成立日までの間、それぞれ善良な管理者の注意を

もって自らの業務の遂行並びに財産の管理及び運営を行い、かつ、それぞれの子会社

をして善良なる管理者の注意をもって自らの業務の遂行並びに財産の管理及び運営を

行わせるものとし、それぞれの財産又は権利義務に重大な影響を及ぼし得る行為につ

いては、本計画において別途定める場合を除き、あらかじめ甲及び乙が協議し、合意

の上、これを行い、又はこれを行わせる。 

２. 甲及び乙は、本計画作成後新会社の成立日までの間、本株式移転の実行若しくは本株

式移転比率の合理性に重大な悪影響を与えるおそれのある事由若しくは事象が判明し

た場合には、相手方に対し、速やかにその旨を書面で通知するものとし、甲及び乙は、

その取扱いについて誠実に協議するものとする。 

 

第 13 条（本計画の効力） 

本計画は、第８条に定める甲若しくは乙の株主総会のいずれかにおいて、本計画の承認

及び本株式移転に必要な事項に関する決議が得られなかった場合、新会社の成立日までに

本株式移転を行うにあたり必要な関係当局の許認可等（本株式移転に関する銀行法第 52

条の 17 第１項に規定される認可を含むがこれに限らない。）が得られなかった場合、又
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は、次条に基づき本株式移転を中止する場合には、その効力を失うものとする。 

 

第 14 条（株式移転条件の変更及び本株式移転の中止） 

本計画の作成後新会社成立日までの間において、甲若しくは乙の財産状態若しくは経営

状態に重大な変更が発生した場合若しくは重大な影響を与える事由があることが判明した

場合、又は本株式移転の実行に重大な支障となる事態が生じ若しくは明らかとなった場

合、その他本計画の目的の達成が著しく困難となった場合には、甲及び乙は協議の上、合

意により、本株式移転の条件その他本計画の内容を変更し、又は本株式移転を中止するこ

とができる。 

 

第 15 条（協議事項） 

本計画に定める事項のほか、本計画に定めがない事項、その他本株式移転に必要な事項

は、本計画の趣旨に従い、甲及び乙が別途協議し、合意の上定める。 
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以上、本計画の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有

する。 

 

 

 

2022 年５月 11 日 

 

甲： 愛知県名古屋市中区栄三丁目 14 番 12 号 

                     株式会社 愛知銀行 

                     取締役頭取 伊藤 行記   印 

 

 

乙： 愛知県名古屋市中区栄三丁目 33 番 13 号 

                     株式会社 中京銀行 

取締役頭取 小林 秀夫   印 
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別紙 1 

 

株式会社あいちフィナンシャルグループ 定款 

 

第１章 総   則 
 
（商号） 
第１条 当会社は､株式会社あいちフィナンシャルグループと称する。英文では､Aichi Fi

nancial Group，Inc．と表示する。 
 
（目的） 
第２条 当会社は、銀行持株会社として、次の業務を営むことを目的とする。 
   (1) 銀行および銀行法により子会社とすることのできる会社の経営管理 
   (2) 前号に掲げる業務に付帯関連する一切の業務 
   (3) 前２号に掲げる業務のほか、銀行法により銀行持株会社が営むことができる業務 
 
（本店の所在地） 
第３条 当会社は、本店を名古屋市に置く。 
 
（公告方法） 
第４条 当会社の公告は、電子公告により行う。 
２ やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞およ

び中日新聞に掲載する方法により行う。 
 

第２章 株   式 
 
（発行可能株式総数） 
第５条 当会社の発行可能株式総数は、150,000,000株とする。 
 
（自己株式の取得） 
第６条 当会社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって市場取引

等により自己株式を取得することができる。 
 
（単元株式数） 
第７条 当会社の１単元の株式数は、100株とする。 
 
（単元未満株主の売渡請求） 
第８条 当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式の数と併せて単

元株式数となる数の株式を売り渡すこと（以下「買増し」という。）を当会社に請求す

ることができる。 
 
（単元未満株主の権利制限）  
第９条  当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができな
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い。 
   (1) 会社法第189条第２項各号に掲げる権利 
   (2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利 
   (3) 募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利 
   (4) 前条に規定する単元未満株式の買増しを請求することができる権利 
 
（株主名簿管理人） 
第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 
２ 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定し、公告す

る。 
 
（株式取扱規程） 
第11条 株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、単元未満株式の買取り・買

増し、その他株式または新株予約権に関する取扱いおよび手数料、株主の権利行使に際

しての手続等については、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定め

る株式取扱規程による。 
 
（基準日） 
第12条 当会社は、毎年３月31日の 終の株主名簿に記載または記録された議決権を有す

る株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することがで

きる株主とする。 
２ 前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告し

て、一定の日の 終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者をも

って、その権利を行使することができる株主または登録株式質権者とすることができる。 
 

第３章 株 主 総 会 
 
（招集） 
第13条 定時株主総会は毎年６月に招集し、臨時株主総会は必要がある場合に招集する。 
 
（招集地） 
第14条 当会社の株主総会は、本店所在地およびその隣接地において招集する。 
 
（招集権者および議長） 
第15条  株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、取

締役社長が招集する。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定

めた順序により、他の取締役が招集する。 
２  株主総会においては、取締役社長が議長となる。取締役社長に事故があるときは、あ

らかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が議長となる。 
 
（電子提供措置等）  

第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報につい

て、電子提供措置をとるものとする。 

２  当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部に
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ついて、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しな

いことができる。 
 
（議決権の代理行使） 
第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主１名を代理人として、議決権を行使す

ることができる。 
２ 前項の場合には、株主または代理人は代理権を証明する書面を、株主総会ごとに当会

社に提出しなければならない。 
 
（決議の方法） 
第18条 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議

決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 
２  会社法第309条第２項の定めによる決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決

権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議

決権の３分の２以上をもって行う。 
 
（議事録） 
第19条 株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める

事項は、議事録に記載または記録する。 
 

第４章 取締役および取締役会 
 
（取締役会の設置） 
第20条  当会社は取締役会を置く。 
 
（取締役の員数） 
第21条 当会社の取締役は、20名以内とする。 
２ 前項の取締役のうち、監査等委員である取締役（以下、「監査等委員」という。）は、

10名以内とする。 
 
（取締役の選任） 
第22条  取締役は、監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して株主総会の決議によって

選任する。 
２  取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を

有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 
３  取締役の選任決議は、累積投票によらない。 
 
（取締役の任期） 
第23条 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち 終のものに関する

定時株主総会終結の時までとする。 
２ 前項の規定にかかわらず、監査等委員の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度

 のうち 終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 
３ 補欠として選任された監査等委員の任期は、退任した監査等委員の任期の満了する時
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までとする。 
 
（代表取締役および役付取締役） 
第24条 当会社は、取締役会の決議によって、代表取締役を選定する。 
２ 代表取締役は会社を代表する。 
３ 取締役会は、その決議によって、取締役社長１名を選定し、また必要に応じ、取締役

会長１名および取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができ

る。 

 
（取締役会の招集権者および議長） 
第25条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き取締役社長が招集し、議長とな

る。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、

他の取締役が招集し、議長となる。 
 
（取締役会の招集通知） 
第26条 取締役会の招集通知は、各取締役に対し、会日の３日前までに発する。ただし、

緊急の場合には、この期間を短縮することができる。 
２ 取締役会は、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことがで

きる。 
 
（取締役会の決議の方法） 
第27条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって

行う。 
 
（取締役会の決議の省略） 
第28条 当会社は取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録によ

り同意した場合には、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみな

す。 
 
（業務執行の決定の取締役への委任） 
第29条 当会社は会社法第399条の13第６項の規定により、取締役会の決議によって重要な

業務執行（同条第５項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を取締役に委

任することができる。 

 
（取締役会の議事録） 
第30条 取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令で定める

事項は、議事録に記載または記録し、出席した取締役がこれに記名押印または電子署名

する。 
 
（取締役会規程） 
第31条  取締役会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、取締役会におい

て定める取締役会規程による。 
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（取締役の報酬等） 
第32条 取締役の報酬等は、株主総会の決議によって監査等委員とそれ以外の取締役とを区

別して定める。 
 
（取締役との責任限定契約） 
第33条 当会社は会社法第427条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等であるも

のを除く。）との間に、同法第423条第１項の行為による賠償責任を限定する契約を締結

することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する

低責任限度額とする。 
 

第５章 監査等委員会 
 
（監査等委員会の設置） 
第34条 当会社は監査等委員会を置く。 
 
（監査等委員会の招集通知） 
第35条  監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対し､会日の３日前までに発する。 

  ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。 
２ 監査等委員会は、監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くこ

とができる。 
 
（監査等委員会の決議の方法） 
第36条 監査等委員会の決議は、監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う｡ 

 
（監査等委員会の議事録） 
第37条 監査等委員会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令で定

める事項は議事録に記載または記録し、出席した監査等委員がこれに記名押印または電

子署名する。 
 
（監査等委員会規程） 
第38条  監査等委員会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、監査等委員

会において定める監査等委員会規程による。 
 

第６章 会 計 監 査 人 
 
（会計監査人の設置） 
第39条 当会社は会計監査人を置く。 
 
（会計監査人の選任） 
第40条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 
 
（会計監査人の任期） 
第41条 会計監査人の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち 終のものに関

する定時株主総会終結の時までとする。 
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２ 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該

定時株主総会において再任されたものとみなす。 
 
（会計監査人の報酬等） 
第42条  会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。 
 

第７章 計   算 
 
（事業年度） 
第43条 当会社の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月31日までとする。 
 
（期末配当金） 
第44条  当会社は株主総会の決議によって毎年３月31日の 終の株主名簿に記載または記

録された株主または登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当（以下、「期末配

当金」という。）を支払う。 
 
（中間配当金） 
第45条  当会社は、取締役会の決議によって、毎年９月30日の 終の株主名簿に記載また

は記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第５項に定める剰余金の

配当（以下、「中間配当金」という。）をすることができる。 
 
（配当金等の除斥期間） 
第46条 期末配当金および中間配当金が、支払開始の日から満５年を経過しても受領され

ないときは、当会社はその支払の義務を免れる。 
２  未払の期末配当金および中間配当金には利息をつけない。 
 

附   則 

 

( 初の事業年度)  

第１条 第43条の規定にかかわらず、当会社の 初の事業年度は、当会社の成立の日から

2023年３月31日までとする。 
 

( 初の取締役の報酬等)  

第２条 第32条の規定にかかわらず、当会社の成立の日から 初の定時株主総会終結の時

までの取締役（監査等委員を除く）の報酬等の総額は年額260百万円以内とする。 

２ 第32条の規定にかかわらず、当会社の成立の日から 初の定時株主総会終結の時まで

の監査等委員の報酬等の総額は年額90百万円以内とする。 

 
(本附則の削除)  

第３条 本附則は、当会社の成立後 初の定時株主総会終結の時をもって、削

除する。 
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別紙2-①-1 

株式会社愛知銀行第１回新株予約権の内容 

 

１．新株予約権の名称   株式会社愛知銀行 第１回新株予約権 

２．新株予約権の目的である株式の種類および数 

新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、新株予約権１個当たりの

目的である株式の数（以下、「付与株式数」という）は 100 株とする。ただし、新株

予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という）以降、当行が当行普通株式の株式

分割（当行普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ）また

は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生

じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を

定めないときはその効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、こ

れを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が

株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主

総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数

は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用す

る。 

また、割当日以降、当行が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準

じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当行は、合理的な範囲で付与株式数を

適切に調整することができる。 

付与株式数の調整を行うときは、当行は調整後付与株式数を適用する日の前日まで

に、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下、

「新株予約権者」という）に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日まで

に通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告す

る。 

３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使す

ることにより交付を受けることができる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これ

に付与株式数を乗じた金額とする。 

４．新株予約権の払込金額の算定方法 

新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック･ショールズ･モデ

ルにより算定した１株当たりのオプション価格（１円未満の端数は四捨五入）に付与

株式数を乗じた金額とする。 

また、割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当行に対して有する

報酬債権と新株予約権の払込金額の債務とを相殺するものとする。 

５．新株予約権を行使することができる期間 

2012 年７月 21 日から 2042 年７月 20 日までとする。 

６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備
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金に関する事項 

（１）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社

計算規則第 17 条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、

計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。 

（２）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、

上記（１）記載の資本金等増加限度額から上記（１）に定める増加する資本金の額を

減じた額とする。 

７．新株予約権の譲渡制限 

譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の決議による承認を要す

る。 

８．新株予約権の取得条項 

以下の（１）、（２）、（３）、（４）または（５）の議案につき当行株主総会で

承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当行の取締役会決議がなされた場

合）は、当行取締役会が別途定める日に、当行は無償で新株予約権を取得することが

できる。 

（１）当行が消滅会社となる合併契約承認の議案 

（２）当行が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案 

（３）当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案 

（４）当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の

承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 

（５）新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得

について当行の承認を要することもしくは当該種類の株式について当行が株主総会の

決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 

９．組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針 

当行が、合併（当行が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割もしくは新設分

割（それぞれ当行が分割会社となる場合に限る）または株式交換もしくは株式移転

（それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る）（以上を総称して以下、「組織再編

行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合

併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分

割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成

立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移

転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前において残存する新株予約権

（以下、「残存新株予約権」という）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場

合につき、会社法第 236 条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再

編対象会社」という）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の

各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契

約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定める

ことを条件とする。 

（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 
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（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記２.に準じて決定する。 

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定めら

れる再編後行使価額に上記（３）に従って決定される当該新株予約権の目的である再

編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される

各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１

株当たり１円とする。 

（５）新株予約権を行使することができる期間 

上記５.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為

の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記５.に定める新株予約権を行使するこ

とができる期間の満了日までとする。 

（６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準

備金に関する事項 

上記６.に準じて決定する。 

（７）新株予約権の譲渡制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による

承認を要する。 

（８）新株予約権の取得条項 

上記８.に準じて決定する。 

（９）その他の新株予約権の行使の条件 

下記 11.に準じて決定する。 

10．新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取決め 

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数があ

る場合には、これを切り捨てる。 

11．その他の新株予約権の行使の条件 

（１）新株予約権者は、上記５.の期間内において、当行の取締役および監査役のいずれの

地位をも喪失した日（以下、「地位喪失日」という）の翌日以降、新株予約権を行使

することができる。 

（２）上記（１）にかかわらず、新株予約権者は、上記５.の期間内において、以下の①ま

たは②に定める場合（ただし、②については、上記９.に従って新株予約権者に再編対

象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画

において定められている場合を除く）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約

権を行使できる。 

① 新株予約権者が 2041 年７月 20 日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合 

2041 年７月 21 日から 2042 年７月 20 日 

② 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案または当行が完全子会社となる株式交
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換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総

会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合） 

当該承認日の翌日から 15 日間 

（３）上記（１）および（２）①は、新株予約権を相続により承継した者については適用

しない。 

（４）新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができ

ない。 

12．新株予約権の割当日           2012 年７月 20 日 

 

以  上 
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別紙2-①-2 

株式会社あいちフィナンシャルグループ第１回新株予約権の内容 

 

１．新株予約権の名称  株式会社あいちフィナンシャルグループ 第１回新株予約権 

２．新株予約権の目的である株式の種類および数 

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個当たりの

目的である株式の数（以下、「付与株式数」という）は 333 株とする。ただし、新株

予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という）以降、当社が当社普通株式の株式

分割（当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ）また

は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生

じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を

定めないときはその効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、こ

れを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が

株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主

総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数

は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用す

る。 

また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準

じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を

適切に調整することができる。 

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日まで

に、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下、

「新株予約権者」という）に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日まで

に通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告す

る。 

３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使す

ることにより交付を受けることができる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これ

に付与株式数を乗じた金額とする。 

４．新株予約権を行使することができる期間 

2022 年 10 月３日から 2042 年７月 20 日までとする。 

５．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備

金に関する事項 

（１）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社

計算規則第 17 条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、

計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。 

（２）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、

上記（１）記載の資本金等増加限度額から上記（１）に定める増加する資本金の額を
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減じた額とする。 

６．新株予約権の譲渡制限 

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要す

る。 

７．新株予約権の取得条項 

以下の（１）、（２）、（３）、（４）または（５）の議案につき当社株主総会で

承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場

合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することが

できる。 

（１）当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 

（２）当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案 

（３）当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案 

（４）当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の

承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 

（５）新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得

について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の

決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 

８．組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針 

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割もしくは新設分

割（それぞれ当社が分割会社となる場合に限る）または株式交換もしくは株式移転

（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る）（以上を総称して以下、「組織再編

行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合

併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分

割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成

立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移

転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前において残存する新株予約権

（以下、「残存新株予約権」という）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場

合につき、会社法第 236 条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再

編対象会社」という）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の

各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契

約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定める

ことを条件とする。 

（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 

（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記２.に準じて決定する。 

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定めら
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れる再編後行使価額に上記（３）に従って決定される当該新株予約権の目的である再

編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される

各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１

株当たり１円とする。 

（５）新株予約権を行使することができる期間 

上記４.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為

の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記４.に定める新株予約権を行使するこ

とができる期間の満了日までとする。 

（６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準

備金に関する事項 

上記５.に準じて決定する。 

（７）新株予約権の譲渡制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による

承認を要する。 

（８）新株予約権の取得条項 

上記７.に準じて決定する。 

（９）その他の新株予約権の行使の条件 

下記 10.に準じて決定する。 

９．新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取決め 

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数があ

る場合には、これを切り捨てる。 

10．その他の新株予約権の行使の条件 

（１）新株予約権者は、上記４.の期間内において、当社、株式会社愛知銀行または株式会

社中京銀行の取締役および監査役のいずれの地位をも喪失した日（以下、「地位喪失

日」という）の翌日以降、新株予約権を行使することができる。 

（２）上記（１）にかかわらず、新株予約権者は、上記４.の期間内において、以下の①ま

たは②に定める場合（ただし、②については、上記８.に従って新株予約権者に再編対

象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画

において定められている場合を除く）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約

権を行使できる。 

① 新株予約権者が 2041 年７月 20 日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合 

2041 年７月 21 日から 2042 年７月 20 日 

② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交

換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総

会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合） 

当該承認日の翌日から 15 日間 

（３）上記（１）および（２）①は、新株予約権を相続により承継した者については適用

しない。 

（４）新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができ
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ない。 

11．新株予約権の割当日           2022 年 10 月３日 

 

 

以  上 

 

 



36 
 

 

別紙2-②-1 

株式会社愛知銀行第２回新株予約権の内容 

 

１．新株予約権の名称   株式会社愛知銀行 第２回新株予約権 

２．新株予約権の目的である株式の種類および数 

新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、新株予約権１個当たりの

目的である株式の数（以下、「付与株式数」という）は 100 株とする。ただし、新株

予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という）以降、当行が当行普通株式の株式

分割（当行普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ）また

は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生

じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を

定めないときはその効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、こ

れを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が

株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主

総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数

は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用す

る。 

また、割当日以降、当行が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準

じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当行は、合理的な範囲で付与株式数を

適切に調整することができる。 

付与株式数の調整を行うときは、当行は調整後付与株式数を適用する日の前日まで

に、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下、

「新株予約権者」という）に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日まで

に通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告す

る。 

３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使す

ることにより交付を受けることができる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これ

に付与株式数を乗じた金額とする。 

４．新株予約権の払込金額の算定方法 

新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック･ショールズ･モデ

ルにより算定した１株当たりのオプション価格（１円未満の端数は四捨五入）に付与

株式数を乗じた金額とする。 

また、割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当行に対して有する

報酬債権と新株予約権の払込金額の債務とを相殺するものとする。 

５．新株予約権を行使することができる期間 

2013 年７月 20 日から 2043 年７月 19 日までとする。 

６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備
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金に関する事項 

（１）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社

計算規則第 17 条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、

計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。 

（２）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、

上記（１）記載の資本金等増加限度額から上記（１）に定める増加する資本金の額を

減じた額とする。 

７．新株予約権の譲渡制限 

譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の決議による承認を要す

る。 

８．新株予約権の取得条項 

以下の（１）、（２）、（３）、（４）または（５）の議案につき当行株主総会で

承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当行の取締役会決議がなされた場

合）は、当行取締役会が別途定める日に、当行は無償で新株予約権を取得することが

できる。 

（１）当行が消滅会社となる合併契約承認の議案 

（２）当行が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案 

（３）当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案 

（４）当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の

承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 

（５）新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得

について当行の承認を要することもしくは当該種類の株式について当行が株主総会の

決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 

９．組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針 

当行が、合併（当行が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割もしくは新設分

割（それぞれ当行が分割会社となる場合に限る）または株式交換もしくは株式移転

（それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る）（以上を総称して以下、「組織再編

行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合

併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分

割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成

立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移

転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前において残存する新株予約権

（以下、「残存新株予約権」という）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場

合につき、会社法第 236 条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再

編対象会社」という）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の

各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契

約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定める

ことを条件とする。 

（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 
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（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記２.に準じて決定する。 

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定めら

れる再編後行使価額に上記（３）に従って決定される当該新株予約権の目的である再

編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される

各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１

株当たり１円とする。 

（５）新株予約権を行使することができる期間 

上記５.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為

の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記５.に定める新株予約権を行使するこ

とができる期間の満了日までとする。 

（６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準

備金に関する事項 

上記６.に準じて決定する。 

（７）新株予約権の譲渡制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による

承認を要する。 

（８）新株予約権の取得条項 

上記８.に準じて決定する。 

（９）その他の新株予約権の行使の条件 

下記 11.に準じて決定する。 

10．新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取決め 

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数があ

る場合には、これを切り捨てる。 

11．その他の新株予約権の行使の条件 

（１）新株予約権者は、上記５.の期間内において、当行の取締役および監査役のいずれの

地位をも喪失した日（以下、「地位喪失日」という）の翌日以降、新株予約権を行使

することができる。 

（２）上記（１）にかかわらず、新株予約権者は、上記５.の期間内において、以下の①ま

たは②に定める場合（ただし、②については、上記９.に従って新株予約権者に再編対

象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画

において定められている場合を除く）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約

権を行使できる。 

① 新株予約権者が 2042 年７月 19 日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合 

2042 年７月 20 日から 2043 年７月 19 日 

② 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案または当行が完全子会社となる株式交



39 
 

換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総

会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合） 

当該承認日の翌日から 15 日間 

（３）上記（１）および（２）①は、新株予約権を相続により承継した者については適用

しない。 

（４）新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができ

ない。 

12．新株予約権の割当日           2013 年７月 19 日 

 

以  上 
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別紙2-②-2 

株式会社あいちフィナンシャルグループ第２回新株予約権の内容 

 

１．新株予約権の名称  株式会社あいちフィナンシャルグループ 第２回新株予約権 

２．新株予約権の目的である株式の種類および数 

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個当たりの

目的である株式の数（以下、「付与株式数」という）は 333 株とする。ただし、新株

予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という）以降、当社が当社普通株式の株式

分割（当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ）また

は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生

じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を

定めないときはその効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、こ

れを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が

株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主

総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数

は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用す

る。 

また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準

じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を

適切に調整することができる。 

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日まで

に、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下、

「新株予約権者」という）に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日まで

に通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告す

る。 

３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使す

ることにより交付を受けることができる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これ

に付与株式数を乗じた金額とする。 

４．新株予約権を行使することができる期間 

2022 年 10 月３日から 2043 年７月 19 日までとする。 

５．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備

金に関する事項 

（１）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社

計算規則第 17 条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、

計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。 

（２）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、

上記（１）記載の資本金等増加限度額から上記（１）に定める増加する資本金の額を
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減じた額とする。 

６．新株予約権の譲渡制限 

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要す

る。 

７．新株予約権の取得条項 

以下の（１）、（２）、（３）、（４）または（５）の議案につき当社株主総会で

承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場

合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することが

できる。 

（１）当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 

（２）当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案 

（３）当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案 

（４）当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の

承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 

（５）新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得

について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の

決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 

８．組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針 

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割もしくは新設分

割（それぞれ当社が分割会社となる場合に限る）または株式交換もしくは株式移転

（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る）（以上を総称して以下、「組織再編

行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合

併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分

割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成

立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移

転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前において残存する新株予約権

（以下、「残存新株予約権」という）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場

合につき、会社法第 236 条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再

編対象会社」という）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の

各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契

約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定める

ことを条件とする。 

（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 

（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記２.に準じて決定する。 

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定めら
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れる再編後行使価額に上記（３）に従って決定される当該新株予約権の目的である再

編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される

各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１

株当たり１円とする。 

（５）新株予約権を行使することができる期間 

上記４.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為

の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記４.に定める新株予約権を行使するこ

とができる期間の満了日までとする。 

（６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準

備金に関する事項 

上記５.に準じて決定する。 

（７）新株予約権の譲渡制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による

承認を要する。 

（８）新株予約権の取得条項 

上記７.に準じて決定する。 

（９）その他の新株予約権の行使の条件 

下記 10.に準じて決定する。 

９．新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取決め 

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数があ

る場合には、これを切り捨てる。 

10．その他の新株予約権の行使の条件 

（１）新株予約権者は、上記４.の期間内において、当社、株式会社愛知銀行または株式会

社中京銀行の取締役および監査役のいずれの地位をも喪失した日（以下、「地位喪失

日」という）の翌日以降、新株予約権を行使することができる。 

（２）上記（１）にかかわらず、新株予約権者は、上記４.の期間内において、以下の①ま

たは②に定める場合（ただし、②については、上記８.に従って新株予約権者に再編対

象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画

において定められている場合を除く）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約

権を行使できる。 

① 新株予約権者が 2042 年７月 19 日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合 

2042 年７月 20 日から 2043 年７月 19 日 

② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交

換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総

会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合） 

当該承認日の翌日から 15 日間 

（３）上記（１）および（２）①は、新株予約権を相続により承継した者については適用

しない。 

（４）新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができ
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ない。 

11．新株予約権の割当日           2022 年 10 月３日 

 

以  上 
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別紙2-③-1 

株式会社愛知銀行第３回新株予約権の内容 

 

１．新株予約権の名称   株式会社愛知銀行 第３回新株予約権 

２．新株予約権の目的である株式の種類および数 

新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、新株予約権１個当たりの

目的である株式の数（以下、「付与株式数」という）は 100 株とする。ただし、新株

予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という）以降、当行が当行普通株式の株式

分割（当行普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ）また

は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生

じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を

定めないときはその効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、こ

れを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が

株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主

総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数

は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用す

る。 

また、割当日以降、当行が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準

じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当行は、合理的な範囲で付与株式数を

適切に調整することができる。 

付与株式数の調整を行うときは、当行は調整後付与株式数を適用する日の前日まで

に、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下、

「新株予約権者」という）に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日まで

に通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告す

る。 

３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使す

ることにより交付を受けることができる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これ

に付与株式数を乗じた金額とする。 

４．新株予約権の払込金額の算定方法 

新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック･ショールズ･モデ

ルにより算定した１株当たりのオプション価格（１円未満の端数は四捨五入）に付与

株式数を乗じた金額とする。 

また、割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当行に対して有する

報酬債権と新株予約権の払込金額の債務とを相殺するものとする。 

５．新株予約権を行使することができる期間 

2014 年７月 26 日から 2044 年７月 25 日までとする。 

６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備
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金に関する事項 

（１）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社

計算規則第 17 条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、

計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。 

（２）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、

上記（１）記載の資本金等増加限度額から上記（１）に定める増加する資本金の額を

減じた額とする。 

７．新株予約権の譲渡制限 

譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の決議による承認を要す

る。 

８．新株予約権の取得条項 

以下の（１）、（２）、（３）、（４）または（５）の議案につき当行株主総会で

承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当行の取締役会決議がなされた場

合）は、当行取締役会が別途定める日に、当行は無償で新株予約権を取得することが

できる。 

（１）当行が消滅会社となる合併契約承認の議案 

（２）当行が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案 

（３）当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案 

（４）当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の

承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 

（５）新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得

について当行の承認を要することもしくは当該種類の株式について当行が株主総会の

決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 

９．組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針 

当行が、合併（当行が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割もしくは新設分

割（それぞれ当行が分割会社となる場合に限る）または株式交換もしくは株式移転

（それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る）（以上を総称して以下、「組織再編

行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合

併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分

割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成

立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移

転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前において残存する新株予約権

（以下、「残存新株予約権」という）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場

合につき、会社法第 236 条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再

編対象会社」という）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の

各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契

約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定める

ことを条件とする。 

（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 



46 
 

（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記２.に準じて決定する。 

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定めら

れる再編後行使価額に上記（３）に従って決定される当該新株予約権の目的である再

編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される

各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１

株当たり１円とする。 

（５）新株予約権を行使することができる期間 

上記５.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為

の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記５.に定める新株予約権を行使するこ

とができる期間の満了日までとする。 

（６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準

備金に関する事項 

上記６.に準じて決定する。 

（７）新株予約権の譲渡制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による

承認を要する。 

（８）新株予約権の取得条項 

上記８.に準じて決定する。 

（９）その他の新株予約権の行使の条件 

下記 11.に準じて決定する。 

10．新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取決め 

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数があ

る場合には、これを切り捨てる。 

11．その他の新株予約権の行使の条件 

（１）新株予約権者は、上記５.の期間内において、当行の取締役および監査役のいずれの

地位をも喪失した日（以下、「地位喪失日」という）の翌日以降、新株予約権を行使

することができる。 

（２）上記（１）にかかわらず、新株予約権者は、上記５.の期間内において、以下の①ま

たは②に定める場合（ただし、②については、上記９.に従って新株予約権者に再編対

象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画

において定められている場合を除く）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約

権を行使できる。 

① 新株予約権者が 2043 年７月 25 日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合 

2043 年７月 26 日から 2044 年７月 25 日 

② 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案または当行が完全子会社となる株式交
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換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総

会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合） 

当該承認日の翌日から 15 日間 

（３）上記（１）および（２）①は、新株予約権を相続により承継した者については適用

しない。 

（４）新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができ

ない。 

12．新株予約権の割当日           2014 年７月 25 日 

 

以  上 
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別紙2-③-2 

株式会社あいちフィナンシャルグループ第３回新株予約権の内容 

 

１．新株予約権の名称  株式会社あいちフィナンシャルグループ 第３回新株予約権 

２．新株予約権の目的である株式の種類および数 

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個当たりの

目的である株式の数（以下、「付与株式数」という）は 333 株とする。ただし、新株

予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という）以降、当社が当社普通株式の株式

分割（当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ）また

は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生

じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を

定めないときはその効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、こ

れを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が

株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主

総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数

は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用す

る。 

また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準

じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を

適切に調整することができる。 

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日まで

に、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下、

「新株予約権者」という）に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日まで

に通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告す

る。 

３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使す

ることにより交付を受けることができる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これ

に付与株式数を乗じた金額とする。 

４．新株予約権を行使することができる期間 

2022 年 10 月３日から 2044 年７月 25 日までとする。 

５．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備

金に関する事項 

（１）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社

計算規則第 17 条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、

計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。 

（２）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、

上記（１）記載の資本金等増加限度額から上記（１）に定める増加する資本金の額を
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減じた額とする。 

６．新株予約権の譲渡制限 

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要す

る。 

７．新株予約権の取得条項 

以下の（１）、（２）、（３）、（４）または（５）の議案につき当社株主総会で

承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場

合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することが

できる。 

（１）当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 

（２）当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案 

（３）当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案 

（４）当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の

承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 

（５）新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得

について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の

決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 

８．組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針 

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割もしくは新設分

割（それぞれ当社が分割会社となる場合に限る）または株式交換もしくは株式移転

（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る）（以上を総称して以下、「組織再編

行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合

併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分

割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成

立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移

転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前において残存する新株予約権

（以下、「残存新株予約権」という）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場

合につき、会社法第 236 条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再

編対象会社」という）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の

各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契

約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定める

ことを条件とする。 

（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 

（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記２.に準じて決定する。 

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定めら
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れる再編後行使価額に上記（３）に従って決定される当該新株予約権の目的である再

編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される

各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１

株当たり１円とする。 

（５）新株予約権を行使することができる期間 

上記４.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為

の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記４.に定める新株予約権を行使するこ

とができる期間の満了日までとする。 

（６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準

備金に関する事項 

上記５.に準じて決定する。 

（７）新株予約権の譲渡制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による

承認を要する。 

（８）新株予約権の取得条項 

上記７.に準じて決定する。 

（９）その他の新株予約権の行使の条件 

下記 10.に準じて決定する。 

９．新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取決め 

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数があ

る場合には、これを切り捨てる。 

10．その他の新株予約権の行使の条件 

（１）新株予約権者は、上記４.の期間内において、当社、株式会社愛知銀行または株式会

社中京銀行の取締役および監査役のいずれの地位をも喪失した日（以下、「地位喪失

日」という）の翌日以降、新株予約権を行使することができる。 

（２）上記（１）にかかわらず、新株予約権者は、上記４.の期間内において、以下の①ま

たは②に定める場合（ただし、②については、上記８.に従って新株予約権者に再編対

象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画

において定められている場合を除く）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約

権を行使できる。 

① 新株予約権者が 2043 年７月 25 日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合 

2043 年７月 26 日から 2044 年７月 25 日 

② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交

換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総

会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合） 

当該承認日の翌日から 15 日間 

（３）上記（１）および（２）①は、新株予約権を相続により承継した者については適用

しない。 

（４）新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができ
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ない。 

11．新株予約権の割当日           2022 年 10 月３日 

 

以  上 
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別紙2-④-1 

株式会社愛知銀行第４回新株予約権の内容 

 

１．新株予約権の名称   株式会社愛知銀行 第４回新株予約権 

２．新株予約権の目的である株式の種類および数 

新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、新株予約権１個当たりの

目的である株式の数（以下、「付与株式数」という）は 100 株とする。ただし、新株

予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という）以降、当行が当行普通株式の株式

分割（当行普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ）また

は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生

じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を

定めないときはその効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、こ

れを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が

株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主

総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数

は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用す

る。 

また、割当日以降、当行が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準

じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当行は、合理的な範囲で付与株式数を

適切に調整することができる。 

付与株式数の調整を行うときは、当行は調整後付与株式数を適用する日の前日まで

に、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下、

「新株予約権者」という）に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日まで

に通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告す

る。 

３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使す

ることにより交付を受けることができる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これ

に付与株式数を乗じた金額とする。 

４．新株予約権の払込金額の算定方法 

新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック･ショールズ･モデ

ルにより算定した１株当たりのオプション価格（１円未満の端数は四捨五入）に付与

株式数を乗じた金額とする。 

また、割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当行に対して有する

報酬債権と新株予約権の払込金額の債務とを相殺するものとする。 

５．新株予約権を行使することができる期間 

2015 年７月 25 日から 2045 年７月 24 日までとする。 

６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備
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金に関する事項 

（１）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社

計算規則第 17 条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、

計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。 

（２）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、

上記（１）記載の資本金等増加限度額から上記（１）に定める増加する資本金の額を

減じた額とする。 

７．新株予約権の譲渡制限 

譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の決議による承認を要す

る。 

８．新株予約権の取得条項 

以下の（１）、（２）、（３）、（４）または（５）の議案につき当行株主総会で

承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当行の取締役会決議がなされた場

合）は、当行取締役会が別途定める日に、当行は無償で新株予約権を取得することが

できる。 

（１）当行が消滅会社となる合併契約承認の議案 

（２）当行が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案 

（３）当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案 

（４）当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の

承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 

（５）新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得

について当行の承認を要することもしくは当該種類の株式について当行が株主総会の

決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 

９．組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針 

当行が、合併（当行が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割もしくは新設分

割（それぞれ当行が分割会社となる場合に限る）または株式交換もしくは株式移転

（それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る）（以上を総称して以下、「組織再編

行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合

併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分

割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成

立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移

転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前において残存する新株予約権

（以下、「残存新株予約権」という）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場

合につき、会社法第 236 条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再

編対象会社」という）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の

各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契

約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定める

ことを条件とする。 

（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 
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（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記２.に準じて決定する。 

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定めら

れる再編後行使価額に上記（３）に従って決定される当該新株予約権の目的である再

編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される

各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１

株当たり１円とする。 

（５）新株予約権を行使することができる期間 

上記５.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為

の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記５.に定める新株予約権を行使するこ

とができる期間の満了日までとする。 

（６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準

備金に関する事項 

上記６.に準じて決定する。 

（７）新株予約権の譲渡制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による

承認を要する。 

（８）新株予約権の取得条項 

上記８.に準じて決定する。 

（９）その他の新株予約権の行使の条件 

下記 11.に準じて決定する。 

10．新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取決め 

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数があ

る場合には、これを切り捨てる。 

11．その他の新株予約権の行使の条件 

（１）新株予約権者は、上記５.の期間内において、当行の取締役および監査役のいずれの

地位をも喪失した日（以下、「地位喪失日」という）の翌日以降、新株予約権を行使

することができる。 

（２）上記（１）にかかわらず、新株予約権者は、上記５.の期間内において、以下の①ま

たは②に定める場合（ただし、②については、上記９.に従って新株予約権者に再編対

象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画

において定められている場合を除く）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約

権を行使できる。 

① 新株予約権者が 2044 年７月 24 日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合 

2044 年７月 25 日から 2045 年７月 24 日 

② 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案または当行が完全子会社となる株式交
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換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総

会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合） 

当該承認日の翌日から 15 日間 

（３）上記（１）および（２）①は、新株予約権を相続により承継した者については適用

しない。 

（４）新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができ

ない。 

12．新株予約権の割当日           2015 年７月 24 日 

 

以  上 

 

 



56 
 

 

別紙2-④-2 

株式会社あいちフィナンシャルグループ第４回新株予約権の内容 

 

１．新株予約権の名称  株式会社あいちフィナンシャルグループ 第４回新株予約権 

２．新株予約権の目的である株式の種類および数 

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個当たりの

目的である株式の数（以下、「付与株式数」という）は 333 株とする。ただし、新株

予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という）以降、当社が当社普通株式の株式

分割（当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ）また

は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生

じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を

定めないときはその効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、こ

れを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が

株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主

総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数

は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用す

る。 

また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準

じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を

適切に調整することができる。 

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日まで

に、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下、

「新株予約権者」という）に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日まで

に通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告す

る。 

３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使す

ることにより交付を受けることができる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これ

に付与株式数を乗じた金額とする。 

４．新株予約権を行使することができる期間 

2022 年 10 月３日から 2045 年７月 24 日までとする。 

５．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備

金に関する事項 

（１）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社

計算規則第 17 条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、

計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。 

（２）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、

上記（１）記載の資本金等増加限度額から上記（１）に定める増加する資本金の額を
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減じた額とする。 

６．新株予約権の譲渡制限 

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要す

る。 

７．新株予約権の取得条項 

以下の（１）、（２）、（３）、（４）または（５）の議案につき当社株主総会で

承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場

合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することが

できる。 

（１）当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 

（２）当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案 

（３）当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案 

（４）当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の

承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 

（５）新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得

について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の

決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 

８．組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針 

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割もしくは新設分

割（それぞれ当社が分割会社となる場合に限る）または株式交換もしくは株式移転

（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る）（以上を総称して以下、「組織再編

行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合

併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分

割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成

立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移

転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前において残存する新株予約権

（以下、「残存新株予約権」という）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場

合につき、会社法第 236 条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再

編対象会社」という）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の

各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契

約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定める

ことを条件とする。 

（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 

（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記２.に準じて決定する。 

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定めら
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れる再編後行使価額に上記（３）に従って決定される当該新株予約権の目的である再

編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される

各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１

株当たり１円とする。 

（５）新株予約権を行使することができる期間 

上記４.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為

の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記４.に定める新株予約権を行使するこ

とができる期間の満了日までとする。 

（６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準

備金に関する事項 

上記５.に準じて決定する。 

（７）新株予約権の譲渡制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による

承認を要する。 

（８）新株予約権の取得条項 

上記７.に準じて決定する。 

（９）その他の新株予約権の行使の条件 

下記 10.に準じて決定する。 

９．新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取決め 

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数があ

る場合には、これを切り捨てる。 

10．その他の新株予約権の行使の条件 

（１）新株予約権者は、上記４.の期間内において、当社、株式会社愛知銀行または株式会

社中京銀行の取締役および監査役のいずれの地位をも喪失した日（以下、「地位喪失

日」という）の翌日以降、新株予約権を行使することができる。 

（２）上記（１）にかかわらず、新株予約権者は、上記４.の期間内において、以下の①ま

たは②に定める場合（ただし、②については、上記８.に従って新株予約権者に再編対

象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画

において定められている場合を除く）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約

権を行使できる。 

① 新株予約権者が 2044 年７月 24 日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合 

2044 年７月 25 日から 2045 年７月 24 日 

② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交

換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総

会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合） 

当該承認日の翌日から 15 日間 

（３）上記（１）および（２）①は、新株予約権を相続により承継した者については適用

しない。 

（４）新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができ



59 
 

ない。 

11．新株予約権の割当日           2022 年 10 月３日 

 

以  上 
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別紙2-⑤-1 

株式会社愛知銀行第５回新株予約権の内容 

 

１．新株予約権の名称   株式会社愛知銀行 第５回新株予約権 

２．新株予約権の目的である株式の種類および数 

新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、新株予約権１個当たりの

目的である株式の数（以下、「付与株式数」という）は 100 株とする。ただし、新株

予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という）以降、当行が当行普通株式の株式

分割（当行普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ）また

は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生

じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を

定めないときはその効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、こ

れを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が

株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主

総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数

は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用す

る。 

また、割当日以降、当行が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準

じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当行は、合理的な範囲で付与株式数を

適切に調整することができる。 

付与株式数の調整を行うときは、当行は調整後付与株式数を適用する日の前日まで

に、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下、

「新株予約権者」という）に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日まで

に通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告す

る。 

３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使す

ることにより交付を受けることができる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これ

に付与株式数を乗じた金額とする。 

４．新株予約権の払込金額の算定方法 

新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック･ショールズ･モデ

ルにより算定した１株当たりのオプション価格（１円未満の端数は四捨五入）に付与

株式数を乗じた金額とする。 

また、割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当行に対して有する

報酬債権と新株予約権の払込金額の債務とを相殺するものとする。 

５．新株予約権を行使することができる期間 

2016 年７月 23 日から 2046 年７月 22 日までとする。 

６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備
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金に関する事項 

（１）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社

計算規則第 17 条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、

計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。 

（２）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、

上記（１）記載の資本金等増加限度額から上記（１）に定める増加する資本金の額を

減じた額とする。 

７．新株予約権の譲渡制限 

譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の決議による承認を要す

る。 

８．新株予約権の取得条項 

以下の（１）、（２）、（３）、（４）または（５）の議案につき当行株主総会で

承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当行の取締役会決議がなされた場

合）は、当行取締役会が別途定める日に、当行は無償で新株予約権を取得することが

できる。 

（１）当行が消滅会社となる合併契約承認の議案 

（２）当行が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案 

（３）当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案 

（４）当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の

承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 

（５）新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得

について当行の承認を要することもしくは当該種類の株式について当行が株主総会の

決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 

９．組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針 

当行が、合併（当行が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割もしくは新設分

割（それぞれ当行が分割会社となる場合に限る）または株式交換もしくは株式移転

（それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る）（以上を総称して以下、「組織再編

行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合

併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分

割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成

立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移

転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前において残存する新株予約権

（以下、「残存新株予約権」という）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場

合につき、会社法第 236 条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再

編対象会社」という）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の

各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契

約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定める

ことを条件とする。 

（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 
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（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記２.に準じて決定する。 

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定めら

れる再編後行使価額に上記（３）に従って決定される当該新株予約権の目的である再

編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される

各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１

株当たり１円とする。 

（５）新株予約権を行使することができる期間 

上記５.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為

の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記５.に定める新株予約権を行使するこ

とができる期間の満了日までとする。 

（６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準

備金に関する事項 

上記６.に準じて決定する。 

（７）新株予約権の譲渡制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による

承認を要する。 

（８）新株予約権の取得条項 

上記８.に準じて決定する。 

（９）その他の新株予約権の行使の条件 

下記 11.に準じて決定する。 

10．新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取決め 

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数があ

る場合には、これを切り捨てる。 

11．その他の新株予約権の行使の条件 

（１）新株予約権者は、上記５.の期間内において、当行の取締役（監査等委員である取締

役を含む）の地位を喪失した日（以下、「地位喪失日」という）の翌日以降、新株予

約権を行使することができる。 

（２）上記（１）にかかわらず、新株予約権者は、上記５.の期間内において、以下の①ま

たは②に定める場合（ただし、②については、上記９.に従って新株予約権者に再編対

象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画

において定められている場合を除く）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約

権を行使できる。 

① 新株予約権者が 2045 年７月 22 日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合 

2045 年７月 23 日から 2046 年７月 22 日 

② 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案または当行が完全子会社となる株式交
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換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総

会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合） 

当該承認日の翌日から 15 日間 

（３）上記（１）および（２）①は、新株予約権を相続により承継した者については適用

しない。 

（４）新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができ

ない。 

12．新株予約権の割当日           2016 年７月 22 日 

 

以  上 
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別紙2-⑤-2 

株式会社あいちフィナンシャルグループ第５回新株予約権の内容 

 

１．新株予約権の名称  株式会社あいちフィナンシャルグループ 第５回新株予約権 

２．新株予約権の目的である株式の種類および数 

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個当たりの

目的である株式の数（以下、「付与株式数」という）は 333 株とする。ただし、新株

予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という）以降、当社が当社普通株式の株式

分割（当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ）また

は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生

じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を

定めないときはその効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、こ

れを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が

株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主

総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数

は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用す

る。 

また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準

じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を

適切に調整することができる。 

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日まで

に、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下、

「新株予約権者」という）に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日まで

に通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告す

る。 

３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使す

ることにより交付を受けることができる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これ

に付与株式数を乗じた金額とする。 

４．新株予約権を行使することができる期間 

2022 年 10 月３日から 2046 年７月 22 日までとする。 

５．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備

金に関する事項 

（１）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社

計算規則第 17 条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、

計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。 

（２）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、

上記（１）記載の資本金等増加限度額から上記（１）に定める増加する資本金の額を



65 
 

減じた額とする。 

６．新株予約権の譲渡制限 

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要す

る。 

７．新株予約権の取得条項 

以下の（１）、（２）、（３）、（４）または（５）の議案につき当社株主総会で

承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場

合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することが

できる。 

（１）当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 

（２）当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案 

（３）当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案 

（４）当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の

承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 

（５）新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得

について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の

決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 

８．組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針 

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割もしくは新設分

割（それぞれ当社が分割会社となる場合に限る）または株式交換もしくは株式移転

（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る）（以上を総称して以下、「組織再編

行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合

併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分

割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成

立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移

転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前において残存する新株予約権

（以下、「残存新株予約権」という）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場

合につき、会社法第 236 条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再

編対象会社」という）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の

各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契

約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定める

ことを条件とする。 

（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 

（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記２.に準じて決定する。 

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定めら
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れる再編後行使価額に上記（３）に従って決定される当該新株予約権の目的である再

編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される

各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１

株当たり１円とする。 

（５）新株予約権を行使することができる期間 

上記４.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為

の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記４.に定める新株予約権を行使するこ

とができる期間の満了日までとする。 

（６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準

備金に関する事項 

上記５.に準じて決定する。 

（７）新株予約権の譲渡制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による

承認を要する。 

（８）新株予約権の取得条項 

上記７.に準じて決定する。 

（９）その他の新株予約権の行使の条件 

下記 10.に準じて決定する。 

９．新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取決め 

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数があ

る場合には、これを切り捨てる。 

10．その他の新株予約権の行使の条件 

（１）新株予約権者は、上記４.の期間内において、当社、株式会社愛知銀行または株式会

社中京銀行の取締役（監査等委員である取締役を含む）の地位を喪失した日（以下、

「地位喪失日」という）の翌日以降、新株予約権を行使することができる。 

（２）上記（１）にかかわらず、新株予約権者は、上記４.の期間内において、以下の①ま

たは②に定める場合（ただし、②については、上記８.に従って新株予約権者に再編対

象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画

において定められている場合を除く）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約

権を行使できる。 

① 新株予約権者が 2045 年７月 22 日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合 

2045 年７月 23 日から 2046 年７月 22 日 

② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交

換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総

会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合） 

当該承認日の翌日から 15 日間 

（３）上記（１）および（２）①は、新株予約権を相続により承継した者については適用

しない。 

（４）新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができ
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ない。 

11．新株予約権の割当日           2022 年 10 月３日 

 

以  上 
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別紙2-⑥-1 

株式会社愛知銀行第６回新株予約権の内容 

 

１．新株予約権の名称   株式会社愛知銀行 第６回新株予約権 

２．新株予約権の目的である株式の種類および数 

新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、新株予約権１個当たりの

目的である株式の数（以下、「付与株式数」という）は 100 株とする。ただし、新株

予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という）以降、当行が当行普通株式の株式

分割（当行普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ）また

は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生

じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を

定めないときはその効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、こ

れを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が

株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主

総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数

は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用す

る。 

また、割当日以降、当行が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準

じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当行は、合理的な範囲で付与株式数を

適切に調整することができる。 

付与株式数の調整を行うときは、当行は調整後付与株式数を適用する日の前日まで

に、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下、

「新株予約権者」という）に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日まで

に通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告す

る。 

３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使す

ることにより交付を受けることができる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これ

に付与株式数を乗じた金額とする。 

４．新株予約権の払込金額の算定方法 

新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック･ショールズ･モデ

ルにより算定した１株当たりのオプション価格（１円未満の端数は四捨五入）に付与

株式数を乗じた金額とする。 

また、割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当行に対して有する

報酬債権と新株予約権の払込金額の債務とを相殺するものとする。 

５．新株予約権を行使することができる期間 

2017 年７月 22 日から 2047 年７月 21 日までとする。 

６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備
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金に関する事項 

（１）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社

計算規則第 17 条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、

計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。 

（２）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、

上記（１）記載の資本金等増加限度額から上記（１）に定める増加する資本金の額を

減じた額とする。 

７．新株予約権の譲渡制限 

譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の決議による承認を要す

る。 

８．新株予約権の取得条項 

以下の（１）、（２）、（３）、（４）または（５）の議案につき当行株主総会で

承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当行の取締役会決議がなされた場

合）は、当行取締役会が別途定める日に、当行は無償で新株予約権を取得することが

できる。 

（１）当行が消滅会社となる合併契約承認の議案 

（２）当行が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案 

（３）当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案 

（４）当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の

承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 

（５）新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得

について当行の承認を要することもしくは当該種類の株式について当行が株主総会の

決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 

９．組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針 

当行が、合併（当行が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割もしくは新設分

割（それぞれ当行が分割会社となる場合に限る）または株式交換もしくは株式移転

（それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る）（以上を総称して以下、「組織再編

行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合

併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分

割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成

立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移

転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前において残存する新株予約権

（以下、「残存新株予約権」という）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場

合につき、会社法第 236 条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再

編対象会社」という）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の

各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契

約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定める

ことを条件とする。 

（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 
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（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記２.に準じて決定する。 

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定めら

れる再編後行使価額に上記（３）に従って決定される当該新株予約権の目的である再

編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される

各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１

株当たり１円とする。 

（５）新株予約権を行使することができる期間 

上記５.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為

の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記５.に定める新株予約権を行使するこ

とができる期間の満了日までとする。 

（６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準

備金に関する事項 

上記６.に準じて決定する。 

（７）新株予約権の譲渡制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による

承認を要する。 

（８）新株予約権の取得条項 

上記８.に準じて決定する。 

（９）その他の新株予約権の行使の条件 

下記 11.に準じて決定する。 

10．新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取決め 

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数があ

る場合には、これを切り捨てる。 

11．その他の新株予約権の行使の条件 

（１）新株予約権者は、上記５.の期間内において、当行の取締役（監査等委員である取締

役を含む）の地位を喪失した日（以下、「地位喪失日」という）の翌日以降、新株予

約権を行使することができる。 

（２）上記（１）にかかわらず、新株予約権者は、上記５.の期間内において、以下の①ま

たは②に定める場合（ただし、②については、上記９.に従って新株予約権者に再編対

象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画

において定められている場合を除く）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約

権を行使できる。 

① 新株予約権者が 2046 年７月 21 日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合 

2046 年７月 22 日から 2047 年７月 21 日 

② 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案または当行が完全子会社となる株式交
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換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総

会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合） 

当該承認日の翌日から 15 日間 

（３）上記（１）および（２）①は、新株予約権を相続により承継した者については適用

しない。 

（４）新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができ

ない。 

12．新株予約権の割当日           2017 年７月 21 日 

 

以  上 
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別紙2-⑥-2 

株式会社あいちフィナンシャルグループ第６回新株予約権の内容 

 

１．新株予約権の名称  株式会社あいちフィナンシャルグループ 第６回新株予約権 

２．新株予約権の目的である株式の種類および数 

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個当たりの

目的である株式の数（以下、「付与株式数」という）は 333 株とする。ただし、新株

予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という）以降、当社が当社普通株式の株式

分割（当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ）また

は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生

じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を

定めないときはその効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、こ

れを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が

株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主

総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数

は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用す

る。 

また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準

じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を

適切に調整することができる。 

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日まで

に、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下、

「新株予約権者」という）に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日まで

に通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告す

る。 

３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使す

ることにより交付を受けることができる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これ

に付与株式数を乗じた金額とする。 

４．新株予約権を行使することができる期間 

2022 年 10 月３日から 2047 年７月 21 日までとする。 

５．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備

金に関する事項 

（１）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社

計算規則第 17 条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、

計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。 

（２）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、

上記（１）記載の資本金等増加限度額から上記（１）に定める増加する資本金の額を
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減じた額とする。 

６．新株予約権の譲渡制限 

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要す

る。 

７．新株予約権の取得条項 

以下の（１）、（２）、（３）、（４）または（５）の議案につき当社株主総会で

承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場

合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することが

できる。 

（１）当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 

（２）当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案 

（３）当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案 

（４）当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の

承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 

（５）新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得

について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の

決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 

８．組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針 

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割もしくは新設分

割（それぞれ当社が分割会社となる場合に限る）または株式交換もしくは株式移転

（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る）（以上を総称して以下、「組織再編

行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合

併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分

割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成

立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移

転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前において残存する新株予約権

（以下、「残存新株予約権」という）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場

合につき、会社法第 236 条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再

編対象会社」という）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の

各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契

約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定める

ことを条件とする。 

（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 

（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記２.に準じて決定する。 

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定めら
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れる再編後行使価額に上記（３）に従って決定される当該新株予約権の目的である再

編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される

各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１

株当たり１円とする。 

（５）新株予約権を行使することができる期間 

上記４.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為

の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記４.に定める新株予約権を行使するこ

とができる期間の満了日までとする。 

（６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準

備金に関する事項 

上記５.に準じて決定する。 

（７）新株予約権の譲渡制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による

承認を要する。 

（８）新株予約権の取得条項 

上記７.に準じて決定する。 

（９）その他の新株予約権の行使の条件 

下記 10.に準じて決定する。 

９．新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取決め 

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数があ

る場合には、これを切り捨てる。 

10．その他の新株予約権の行使の条件 

（１）新株予約権者は、上記４.の期間内において、当社、株式会社愛知銀行または株式会

社中京銀行の取締役（監査等委員である取締役を含む）の地位を喪失した日（以下、

「地位喪失日」という）の翌日以降、新株予約権を行使することができる。 

（２）上記（１）にかかわらず、新株予約権者は、上記４.の期間内において、以下の①ま

たは②に定める場合（ただし、②については、上記８.に従って新株予約権者に再編対

象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画

において定められている場合を除く）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約

権を行使できる。 

① 新株予約権者が 2046 年７月 21 日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合 

2046 年７月 22 日から 2047 年７月 21 日 

② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交

換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総

会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合） 

当該承認日の翌日から 15 日間 

（３）上記（１）および（２）①は、新株予約権を相続により承継した者については適用

しない。 

（４）新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができ
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ない。 

11．新株予約権の割当日           2022 年 10 月３日 

 

以  上 
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別紙2-⑦-1 

株式会社愛知銀行第７回新株予約権の内容 

 

１．新株予約権の名称   株式会社愛知銀行 第７回新株予約権 

２．新株予約権の目的である株式の種類および数 

新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、新株予約権１個当たりの

目的である株式の数（以下、「付与株式数」という）は 100 株とする。ただし、新株

予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という）以降、当行が当行普通株式の株式

分割（当行普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ）また

は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生

じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を

定めないときはその効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、こ

れを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が

株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主

総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数

は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用す

る。 

また、割当日以降、当行が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準

じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当行は、合理的な範囲で付与株式数を

適切に調整することができる。 

付与株式数の調整を行うときは、当行は調整後付与株式数を適用する日の前日まで

に、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下、

「新株予約権者」という）に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日まで

に通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告す

る。 

３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使す

ることにより交付を受けることができる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これ

に付与株式数を乗じた金額とする。 

４．新株予約権の払込金額の算定方法 

新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック･ショールズ･モデ

ルにより算定した１株当たりのオプション価格（１円未満の端数は四捨五入）に付与

株式数を乗じた金額とする。 

また、割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当行に対して有する

報酬債権と新株予約権の払込金額の債務とを相殺するものとする。 

５．新株予約権を行使することができる期間 

2018 年７月 21 日から 2048 年７月 20 日までとする。 

６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備
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金に関する事項 

（１）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社

計算規則第 17 条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、

計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。 

（２）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、

上記（１）記載の資本金等増加限度額から上記（１）に定める増加する資本金の額を

減じた額とする。 

７．新株予約権の譲渡制限 

譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の決議による承認を要す

る。 

８．新株予約権の取得条項 

以下の（１）、（２）、（３）、（４）または（５）の議案につき当行株主総会で

承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当行の取締役会決議がなされた場

合）は、当行取締役会が別途定める日に、当行は無償で新株予約権を取得することが

できる。 

（１）当行が消滅会社となる合併契約承認の議案 

（２）当行が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案 

（３）当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案 

（４）当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の

承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 

（５）新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得

について当行の承認を要することもしくは当該種類の株式について当行が株主総会の

決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 

９．組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針 

当行が、合併（当行が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割もしくは新設分

割（それぞれ当行が分割会社となる場合に限る）または株式交換もしくは株式移転

（それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る）（以上を総称して以下、「組織再編

行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合

併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分

割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成

立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移

転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前において残存する新株予約権

（以下、「残存新株予約権」という）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場

合につき、会社法第 236 条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再

編対象会社」という）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の

各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契

約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定める

ことを条件とする。 

（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 
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（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記２.に準じて決定する。 

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定めら

れる再編後行使価額に上記（３）に従って決定される当該新株予約権の目的である再

編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される

各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１

株当たり１円とする。 

（５）新株予約権を行使することができる期間 

上記５.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為

の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記５.に定める新株予約権を行使するこ

とができる期間の満了日までとする。 

（６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準

備金に関する事項 

上記６.に準じて決定する。 

（７）新株予約権の譲渡制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による

承認を要する。 

（８）新株予約権の取得条項 

上記８.に準じて決定する。 

（９）その他の新株予約権の行使の条件 

下記 11.に準じて決定する。 

10．新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取決め 

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数があ

る場合には、これを切り捨てる。 

11．その他の新株予約権の行使の条件 

（１）新株予約権者は、上記５.の期間内において、当行の取締役（監査等委員である取締

役を含む）の地位を喪失した日（以下、「地位喪失日」という）の翌日以降、新株予

約権を行使することができる。 

（２）上記（１）にかかわらず、新株予約権者は、上記５.の期間内において、以下の①ま

たは②に定める場合（ただし、②については、上記９.に従って新株予約権者に再編対

象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画

において定められている場合を除く）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約

権を行使できる。 

① 新株予約権者が 2047 年７月 20 日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合 

2047 年７月 21 日から 2048 年７月 20 日 

② 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案または当行が完全子会社となる株式交
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換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総

会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合） 

当該承認日の翌日から 15 日間 

（３）上記（１）および（２）①は、新株予約権を相続により承継した者については適用

しない。 

（４）新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができ

ない。 

12．新株予約権の割当日           2018 年７月 20 日 

 

以  上 
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別紙2-⑦-2 

株式会社あいちフィナンシャルグループ第７回新株予約権の内容 

 

１．新株予約権の名称  株式会社あいちフィナンシャルグループ 第７回新株予約権 

２．新株予約権の目的である株式の種類および数 

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個当たりの

目的である株式の数（以下、「付与株式数」という）は 333 株とする。ただし、新株

予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という）以降、当社が当社普通株式の株式

分割（当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ）また

は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生

じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を

定めないときはその効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、こ

れを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が

株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主

総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数

は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用す

る。 

また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準

じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を

適切に調整することができる。 

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日まで

に、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下、

「新株予約権者」という）に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日まで

に通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告す

る。 

３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使す

ることにより交付を受けることができる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これ

に付与株式数を乗じた金額とする。 

４．新株予約権を行使することができる期間 

2022 年 10 月３日から 2048 年７月 20 日までとする。 

５．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備

金に関する事項 

（１）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社

計算規則第 17 条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、

計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。 

（２）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、

上記（１）記載の資本金等増加限度額から上記（１）に定める増加する資本金の額を
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減じた額とする。 

６．新株予約権の譲渡制限 

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要す

る。 

７．新株予約権の取得条項 

以下の（１）、（２）、（３）、（４）または（５）の議案につき当社株主総会で

承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場

合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することが

できる。 

（１）当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 

（２）当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案 

（３）当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案 

（４）当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の

承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 

（５）新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得

について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の

決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 

８．組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針 

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割もしくは新設分

割（それぞれ当社が分割会社となる場合に限る）または株式交換もしくは株式移転

（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る）（以上を総称して以下、「組織再編

行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合

併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分

割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成

立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移

転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前において残存する新株予約権

（以下、「残存新株予約権」という）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場

合につき、会社法第 236 条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再

編対象会社」という）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の

各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契

約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定める

ことを条件とする。 

（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 

（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記２.に準じて決定する。 

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定めら
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れる再編後行使価額に上記（３）に従って決定される当該新株予約権の目的である再

編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される

各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１

株当たり１円とする。 

（５）新株予約権を行使することができる期間 

上記４.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為

の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記４.に定める新株予約権を行使するこ

とができる期間の満了日までとする。 

（６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準

備金に関する事項 

上記５.に準じて決定する。 

（７）新株予約権の譲渡制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による

承認を要する。 

（８）新株予約権の取得条項 

上記７.に準じて決定する。 

（９）その他の新株予約権の行使の条件 

下記 10.に準じて決定する。 

９．新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取決め 

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数があ

る場合には、これを切り捨てる。 

10．その他の新株予約権の行使の条件 

（１）新株予約権者は、上記４.の期間内において、当社、株式会社愛知銀行または株式会

社中京銀行の取締役（監査等委員である取締役を含む）の地位を喪失した日（以下、

「地位喪失日」という）の翌日以降、新株予約権を行使することができる。 

（２）上記（１）にかかわらず、新株予約権者は、上記４.の期間内において、以下の①ま

たは②に定める場合（ただし、②については、上記８.に従って新株予約権者に再編対

象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画

において定められている場合を除く）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約

権を行使できる。 

① 新株予約権者が 2047 年７月 20 日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合 

2047 年７月 21 日から 2048 年７月 20 日 

② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交

換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総

会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合） 

当該承認日の翌日から 15 日間 

（３）上記（１）および（２）①は、新株予約権を相続により承継した者については適用

しない。 

（４）新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができ
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ない。 

11．新株予約権の割当日           2022 年 10 月３日 

 

以  上 
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別紙2-⑧-1 

株式会社愛知銀行第８回新株予約権の内容 

 

１．新株予約権の名称   株式会社愛知銀行 第８回新株予約権 

２．新株予約権の目的である株式の種類および数 

新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、新株予約権１個当たりの

目的である株式の数（以下、「付与株式数」という）は 100 株とする。ただし、新株

予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という）以降、当行が当行普通株式の株式

分割（当行普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ）また

は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生

じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を

定めないときはその効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、こ

れを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が

株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主

総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数

は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用す

る。 

また、割当日以降、当行が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準

じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当行は、合理的な範囲で付与株式数を

適切に調整することができる。 

付与株式数の調整を行うときは、当行は調整後付与株式数を適用する日の前日まで

に、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下、

「新株予約権者」という）に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日まで

に通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告す

る。 

３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使す

ることにより交付を受けることができる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これ

に付与株式数を乗じた金額とする。 

４．新株予約権の払込金額の算定方法 

新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック･ショールズ･モデ

ルにより算定した１株当たりのオプション価格（１円未満の端数は四捨五入）に付与

株式数を乗じた金額とする。 

また、割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当行に対して有する

報酬債権と新株予約権の払込金額の債務とを相殺するものとする。 

５．新株予約権を行使することができる期間 

2019 年７月 20 日から 2049 年７月 19 日までとする。 

６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備
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金に関する事項 

（１）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社

計算規則第 17 条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、

計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。 

（２）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、

上記（１）記載の資本金等増加限度額から上記（１）に定める増加する資本金の額を

減じた額とする。 

７．新株予約権の譲渡制限 

譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の決議による承認を要す

る。 

８．新株予約権の取得条項 

以下の（１）、（２）、（３）、（４）または（５）の議案につき当行株主総会で

承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当行の取締役会決議がなされた場

合）は、当行取締役会が別途定める日に、当行は無償で新株予約権を取得することが

できる。 

（１）当行が消滅会社となる合併契約承認の議案 

（２）当行が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案 

（３）当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案 

（４）当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の

承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 

（５）新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得

について当行の承認を要することもしくは当該種類の株式について当行が株主総会の

決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 

９．組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針 

当行が、合併（当行が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割もしくは新設分

割（それぞれ当行が分割会社となる場合に限る）または株式交換もしくは株式移転

（それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る）（以上を総称して以下、「組織再編

行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合

併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分

割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成

立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移

転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前において残存する新株予約権

（以下、「残存新株予約権」という）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場

合につき、会社法第 236 条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再

編対象会社」という）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の

各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契

約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定める

ことを条件とする。 

（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 
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（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記２.に準じて決定する。 

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定めら

れる再編後行使価額に上記（３）に従って決定される当該新株予約権の目的である再

編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される

各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１

株当たり１円とする。 

（５）新株予約権を行使することができる期間 

上記５.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為

の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記５.に定める新株予約権を行使するこ

とができる期間の満了日までとする。 

（６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準

備金に関する事項 

上記６.に準じて決定する。 

（７）新株予約権の譲渡制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による

承認を要する。 

（８）新株予約権の取得条項 

上記８.に準じて決定する。 

（９）その他の新株予約権の行使の条件 

下記 11.に準じて決定する。 

10．新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取決め 

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数があ

る場合には、これを切り捨てる。 

11．その他の新株予約権の行使の条件 

（１）新株予約権者は、上記５.の期間内において、当行の取締役（監査等委員である取締

役を含む）の地位を喪失した日（以下、「地位喪失日」という）の翌日以降、新株予

約権を行使することができる。 

（２）上記（１）にかかわらず、新株予約権者は、上記５.の期間内において、以下の①ま

たは②に定める場合（ただし、②については、上記９.に従って新株予約権者に再編対

象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画

において定められている場合を除く）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約

権を行使できる。 

① 新株予約権者が 2048 年７月 19 日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合 

2048 年７月 20 日から 2049 年７月 19 日 

② 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案または当行が完全子会社となる株式交
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換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総

会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合） 

当該承認日の翌日から 15 日間 

（３）上記（１）および（２）①は、新株予約権を相続により承継した者については適用

しない。 

（４）新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができ

ない。 

12．新株予約権の割当日           2019 年７月 19 日 

 

以  上 
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別紙2-⑧-2 

株式会社あいちフィナンシャルグループ第８回新株予約権の内容 

 

１．新株予約権の名称  株式会社あいちフィナンシャルグループ 第８回新株予約権 

２．新株予約権の目的である株式の種類および数 

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個当たりの

目的である株式の数（以下、「付与株式数」という）は 333 株とする。ただし、新株

予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という）以降、当社が当社普通株式の株式

分割（当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ）また

は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生

じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を

定めないときはその効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、こ

れを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が

株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主

総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数

は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用す

る。 

また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準

じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を

適切に調整することができる。 

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日まで

に、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下、

「新株予約権者」という）に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日まで

に通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告す

る。 

３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使す

ることにより交付を受けることができる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これ

に付与株式数を乗じた金額とする。 

４．新株予約権を行使することができる期間 

2022 年 10 月３日から 2049 年７月 19 日までとする。 

５．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備

金に関する事項 

（１）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社

計算規則第 17 条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、

計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。 

（２）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、

上記（１）記載の資本金等増加限度額から上記（１）に定める増加する資本金の額を
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減じた額とする。 

６．新株予約権の譲渡制限 

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要す

る。 

７．新株予約権の取得条項 

以下の（１）、（２）、（３）、（４）または（５）の議案につき当社株主総会で

承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場

合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することが

できる。 

（１）当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 

（２）当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案 

（３）当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案 

（４）当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の

承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 

（５）新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得

について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の

決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 

８．組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針 

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割もしくは新設分

割（それぞれ当社が分割会社となる場合に限る）または株式交換もしくは株式移転

（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る）（以上を総称して以下、「組織再編

行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合

併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分

割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成

立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移

転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前において残存する新株予約権

（以下、「残存新株予約権」という）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場

合につき、会社法第 236 条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再

編対象会社」という）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の

各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契

約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定める

ことを条件とする。 

（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 

（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記２.に準じて決定する。 

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定めら
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れる再編後行使価額に上記（３）に従って決定される当該新株予約権の目的である再

編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される

各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１

株当たり１円とする。 

（５）新株予約権を行使することができる期間 

上記４.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為

の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記４.に定める新株予約権を行使するこ

とができる期間の満了日までとする。 

（６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準

備金に関する事項 

上記５.に準じて決定する。 

（７）新株予約権の譲渡制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による

承認を要する。 

（８）新株予約権の取得条項 

上記７.に準じて決定する。 

（９）その他の新株予約権の行使の条件 

下記 10.に準じて決定する。 

９．新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取決め 

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数があ

る場合には、これを切り捨てる。 

10．その他の新株予約権の行使の条件 

（１）新株予約権者は、上記４.の期間内において、当社、株式会社愛知銀行または株式会

社中京銀行の取締役（監査等委員である取締役を含む）の地位を喪失した日（以下、

「地位喪失日」という）の翌日以降、新株予約権を行使することができる。 

（２）上記（１）にかかわらず、新株予約権者は、上記４.の期間内において、以下の①ま

たは②に定める場合（ただし、②については、上記８.に従って新株予約権者に再編対

象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画

において定められている場合を除く）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約

権を行使できる。 

① 新株予約権者が 2048 年７月 19 日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合 

2048 年７月 20 日から 2049 年７月 19 日 

② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交

換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総

会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合） 

当該承認日の翌日から 15 日間 

（３）上記（１）および（２）①は、新株予約権を相続により承継した者については適用

しない。 

（４）新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができ



91 
 

ない。 

11．新株予約権の割当日           2022 年 10 月３日 

 

以  上 
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別紙2-⑨-1 

株式会社愛知銀行第９回新株予約権の内容 

 

１．新株予約権の名称   株式会社愛知銀行 第９回新株予約権 

２．新株予約権の目的である株式の種類および数 

新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、新株予約権１個当たりの

目的である株式の数（以下、「付与株式数」という）は 100 株とする。ただし、新株

予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という）以降、当行が当行普通株式の株式

分割（当行普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ）また

は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生

じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を

定めないときはその効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、こ

れを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が

株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主

総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数

は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用す

る。 

また、割当日以降、当行が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準

じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当行は、合理的な範囲で付与株式数を

適切に調整することができる。 

付与株式数の調整を行うときは、当行は調整後付与株式数を適用する日の前日まで

に、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下、

「新株予約権者」という）に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日まで

に通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告す

る。 

３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使す

ることにより交付を受けることができる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これ

に付与株式数を乗じた金額とする。 

４．新株予約権の払込金額の算定方法 

新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック･ショールズ･モデ

ルにより算定した１株当たりのオプション価格（１円未満の端数は四捨五入）に付与

株式数を乗じた金額とする。 

また、割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当行に対して有する

報酬債権と新株予約権の払込金額の債務とを相殺するものとする。 

５．新株予約権を行使することができる期間 

2020 年７月 23 日から 2050 年７月 22 日までとする。 

６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備
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金に関する事項 

（１）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社

計算規則第 17 条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、

計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。 

（２）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、

上記（１）記載の資本金等増加限度額から上記（１）に定める増加する資本金の額を

減じた額とする。 

７．新株予約権の譲渡制限 

譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の決議による承認を要す

る。 

８．新株予約権の取得条項 

以下の（１）、（２）、（３）、（４）または（５）の議案につき当行株主総会で

承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当行の取締役会決議がなされた場

合）は、当行取締役会が別途定める日に、当行は無償で新株予約権を取得することが

できる。 

（１）当行が消滅会社となる合併契約承認の議案 

（２）当行が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案 

（３）当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案 

（４）当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の

承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 

（５）新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得

について当行の承認を要することもしくは当該種類の株式について当行が株主総会の

決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 

９．組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針 

当行が、合併（当行が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割もしくは新設分

割（それぞれ当行が分割会社となる場合に限る）または株式交換もしくは株式移転

（それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る）（以上を総称して以下、「組織再編

行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合

併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分

割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成

立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移

転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前において残存する新株予約権

（以下、「残存新株予約権」という）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場

合につき、会社法第 236 条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再

編対象会社」という）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の

各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契

約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定める

ことを条件とする。 

（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 
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（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記２.に準じて決定する。 

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定めら

れる再編後行使価額に上記（３）に従って決定される当該新株予約権の目的である再

編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される

各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１

株当たり１円とする。 

（５）新株予約権を行使することができる期間 

上記５.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為

の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記５.に定める新株予約権を行使するこ

とができる期間の満了日までとする。 

（６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準

備金に関する事項 

上記６.に準じて決定する。 

（７）新株予約権の譲渡制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による

承認を要する。 

（８）新株予約権の取得条項 

上記８.に準じて決定する。 

（９）その他の新株予約権の行使の条件 

下記 11.に準じて決定する。 

10．新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取決め 

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数があ

る場合には、これを切り捨てる。 

11．その他の新株予約権の行使の条件 

（１）新株予約権者は、上記５.の期間内において、当行の取締役（監査等委員である取締

役を含む）の地位を喪失した日（以下、「地位喪失日」という）の翌日以降、新株予

約権を行使することができる。 

（２）上記（１）にかかわらず、新株予約権者は、上記５.の期間内において、以下の①ま

たは②に定める場合（ただし、②については、上記９.に従って新株予約権者に再編対

象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画

において定められている場合を除く）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約

権を行使できる。 

① 新株予約権者が 2049 年７月 22 日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合 

2049 年７月 23 日から 2050 年７月 22 日 

② 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案または当行が完全子会社となる株式交
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換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総

会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合） 

当該承認日の翌日から 15 日間 

（３）上記（１）および（２）①は、新株予約権を相続により承継した者については適用

しない。 

（４）新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができ

ない。 

12．新株予約権の割当日           2020 年７月 22 日 

 

以  上 
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別紙2-⑨-2 

株式会社あいちフィナンシャルグループ第９回新株予約権の内容 

 

１．新株予約権の名称  株式会社あいちフィナンシャルグループ 第９回新株予約権 

２．新株予約権の目的である株式の種類および数 

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個当たりの

目的である株式の数（以下、「付与株式数」という）は 333 株とする。ただし、新株

予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という）以降、当社が当社普通株式の株式

分割（当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ）また

は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生

じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を

定めないときはその効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、こ

れを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が

株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主

総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数

は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用す

る。 

また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準

じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を

適切に調整することができる。 

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日まで

に、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下、

「新株予約権者」という）に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日まで

に通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告す

る。 

３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使す

ることにより交付を受けることができる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これ

に付与株式数を乗じた金額とする。 

４．新株予約権を行使することができる期間 

2022 年 10 月３日から 2050 年７月 22 日までとする。 

５．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備

金に関する事項 

（１）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社

計算規則第 17 条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、

計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。 

（２）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、

上記（１）記載の資本金等増加限度額から上記（１）に定める増加する資本金の額を
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減じた額とする。 

６．新株予約権の譲渡制限 

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要す

る。 

７．新株予約権の取得条項 

以下の（１）、（２）、（３）、（４）または（５）の議案につき当社株主総会で

承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場

合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することが

できる。 

（１）当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 

（２）当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案 

（３）当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案 

（４）当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の

承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 

（５）新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得

について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の

決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 

８．組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針 

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割もしくは新設分

割（それぞれ当社が分割会社となる場合に限る）または株式交換もしくは株式移転

（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る）（以上を総称して以下、「組織再編

行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合

併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分

割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成

立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移

転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前において残存する新株予約権

（以下、「残存新株予約権」という）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場

合につき、会社法第 236 条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再

編対象会社」という）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の

各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契

約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定める

ことを条件とする。 

（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 

（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記２.に準じて決定する。 

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定めら
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れる再編後行使価額に上記（３）に従って決定される当該新株予約権の目的である再

編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される

各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１

株当たり１円とする。 

（５）新株予約権を行使することができる期間 

上記４.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為

の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記４.に定める新株予約権を行使するこ

とができる期間の満了日までとする。 

（６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準

備金に関する事項 

上記５.に準じて決定する。 

（７）新株予約権の譲渡制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による

承認を要する。 

（８）新株予約権の取得条項 

上記７.に準じて決定する。 

（９）その他の新株予約権の行使の条件 

下記 10.に準じて決定する。 

９．新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取決め 

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数があ

る場合には、これを切り捨てる。 

10．その他の新株予約権の行使の条件 

（１）新株予約権者は、上記４.の期間内において、当社、株式会社愛知銀行または株式会

社中京銀行の取締役（監査等委員である取締役を含む）の地位を喪失した日（以下、

「地位喪失日」という）の翌日以降、新株予約権を行使することができる。 

（２）上記（１）にかかわらず、新株予約権者は、上記４.の期間内において、以下の①ま

たは②に定める場合（ただし、②については、上記８.に従って新株予約権者に再編対

象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画

において定められている場合を除く）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約

権を行使できる。 

① 新株予約権者が 2049 年７月 22 日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合 

2049 年７月 23 日から 2050 年７月 22 日 

② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交

換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総

会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合） 

当該承認日の翌日から 15 日間 

（３）上記（１）および（２）①は、新株予約権を相続により承継した者については適用

しない。 

（４）新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができ
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ない。 

11．新株予約権の割当日           2022 年 10 月３日 

 

以  上 
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別紙 2-⑩-1 

株式会社愛知銀行第10回新株予約権の内容 

 

１．新株予約権の名称   株式会社愛知銀行 第 10 回新株予約権 

２．新株予約権の目的である株式の種類および数 

新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、新株予約権１個当たりの

目的である株式の数（以下、「付与株式数」という）は 100 株とする。ただし、新株

予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という）以降、当行が当行普通株式の株式

分割（当行普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ）また

は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生

じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を

定めないときはその効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、こ

れを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が

株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主

総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数

は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用す

る。 

また、割当日以降、当行が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準

じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当行は、合理的な範囲で付与株式数を

適切に調整することができる。 

付与株式数の調整を行うときは、当行は調整後付与株式数を適用する日の前日まで

に、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下、

「新株予約権者」という）に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日まで

に通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告す

る。 

３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使す

ることにより交付を受けることができる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これ

に付与株式数を乗じた金額とする。 

４．新株予約権の払込金額の算定方法 

新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック･ショールズ･モデ

ルにより算定した１株当たりのオプション価格（１円未満の端数は四捨五入）に付与

株式数を乗じた金額とする。 

また、割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当行に対して有する

報酬債権と新株予約権の払込金額の債務とを相殺するものとする。 

５．新株予約権を行使することができる期間 

2021 年７月 22 日から 2051 年７月 21 日までとする。 

６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備

金に関する事項 
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（１）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社

計算規則第 17 条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、

計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。 

（２）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、

上記（１）記載の資本金等増加限度額から上記（１）に定める増加する資本金の額を

減じた額とする。 

７．新株予約権の譲渡制限 

譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の決議による承認を要す

る。 

８．新株予約権の取得条項 

以下の（１）、（２）、（３）、（４）または（５）の議案につき当行株主総会で

承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当行の取締役会決議がなされた場

合）は、当行取締役会が別途定める日に、当行は無償で新株予約権を取得することが

できる。 

（１）当行が消滅会社となる合併契約承認の議案 

（２）当行が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案 

（３）当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案 

（４）当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の

承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 

（５）新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得

について当行の承認を要することもしくは当該種類の株式について当行が株主総会の

決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 

９．組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針 

当行が、合併（当行が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割もしくは新設分

割（それぞれ当行が分割会社となる場合に限る）または株式交換もしくは株式移転

（それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る）（以上を総称して以下、「組織再編

行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合

併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分

割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成

立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移

転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前において残存する新株予約権

（以下、「残存新株予約権」という）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場

合につき、会社法第 236 条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再

編対象会社」という）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の

各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契

約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定める

ことを条件とする。 

（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 

（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 
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再編対象会社の普通株式とする。 

（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記２.に準じて決定する。 

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定めら

れる再編後行使価額に上記（３）に従って決定される当該新株予約権の目的である再

編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される

各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１

株当たり１円とする。 

（５）新株予約権を行使することができる期間 

上記５.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為

の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記５.に定める新株予約権を行使するこ

とができる期間の満了日までとする。 

（６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準

備金に関する事項 

上記６.に準じて決定する。 

（７）新株予約権の譲渡制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による

承認を要する。 

（８）新株予約権の取得条項 

上記８.に準じて決定する。 

（９）その他の新株予約権の行使の条件 

下記 11.に準じて決定する。 

10．新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取決め 

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数があ

る場合には、これを切り捨てる。 

11．その他の新株予約権の行使の条件 

（１）新株予約権者は、上記５.の期間内において、当行の取締役（監査等委員である取締

役を含む）の地位を喪失した日（以下、「地位喪失日」という）の翌日以降、新株予

約権を行使することができる。 

（２）上記（１）にかかわらず、新株予約権者は、上記５.の期間内において、以下の①ま

たは②に定める場合（ただし、②については、上記９.に従って新株予約権者に再編対

象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画

において定められている場合を除く）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約

権を行使できる。 

① 新株予約権者が 2050 年７月 21 日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合 

2050 年７月 22 日から 2051 年７月 21 日 

② 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案または当行が完全子会社となる株式交

換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総
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会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合） 

当該承認日の翌日から 15 日間 

（３）上記（１）および（２）①は、新株予約権を相続により承継した者については適用

しない。 

（４）新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができ

ない。 

12．新株予約権の割当日           2021 年７月 21 日 

 

以  上 
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別紙2-⑩-2 

株式会社あいちフィナンシャルグループ第10回新株予約権の内容 

 

１．新株予約権の名称  株式会社あいちフィナンシャルグループ 第 10 回新株予約

権 

２．新株予約権の目的である株式の種類および数 

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個当たりの

目的である株式の数（以下、「付与株式数」という）は 333 株とする。ただし、新株

予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という）以降、当社が当社普通株式の株式

分割（当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ）また

は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生

じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を

定めないときはその効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、こ

れを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が

株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主

総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数

は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用す

る。 

また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準

じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を

適切に調整することができる。 

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日まで

に、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下、

「新株予約権者」という）に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日まで

に通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告す

る。 

３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使す

ることにより交付を受けることができる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これ

に付与株式数を乗じた金額とする。 

４．新株予約権を行使することができる期間 

2022 年 10 月３日から 2051 年７月 21 日までとする。 

５．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備

金に関する事項 

（１）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社

計算規則第 17 条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、

計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。 

（２）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、
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上記（１）記載の資本金等増加限度額から上記（１）に定める増加する資本金の額を

減じた額とする。 

６．新株予約権の譲渡制限 

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要す

る。 

７．新株予約権の取得条項 

以下の（１）、（２）、（３）、（４）または（５）の議案につき当社株主総会で

承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場

合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することが

できる。 

（１）当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 

（２）当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案 

（３）当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案 

（４）当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の

承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 

（５）新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得

について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の

決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 

８．組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針 

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割もしくは新設分

割（それぞれ当社が分割会社となる場合に限る）または株式交換もしくは株式移転

（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る）（以上を総称して以下、「組織再編

行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合

併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分

割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成

立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移

転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前において残存する新株予約権

（以下、「残存新株予約権」という）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場

合につき、会社法第 236 条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再

編対象会社」という）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の

各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契

約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定める

ことを条件とする。 

（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 

（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記２.に準じて決定する。 

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
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交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定めら

れる再編後行使価額に上記（３）に従って決定される当該新株予約権の目的である再

編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される

各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１

株当たり１円とする。 

（５）新株予約権を行使することができる期間 

上記４.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為

の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記４.に定める新株予約権を行使するこ

とができる期間の満了日までとする。 

（６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準

備金に関する事項 

上記５.に準じて決定する。 

（７）新株予約権の譲渡制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による

承認を要する。 

（８）新株予約権の取得条項 

上記７.に準じて決定する。 

（９）その他の新株予約権の行使の条件 

下記 10.に準じて決定する。 

９．新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取決め 

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数があ

る場合には、これを切り捨てる。 

10．その他の新株予約権の行使の条件 

（１）新株予約権者は、上記４.の期間内において、当社、株式会社愛知銀行または株式会

社中京銀行の取締役（監査等委員である取締役を含む）の地位を喪失した日（以下、

「地位喪失日」という）の翌日以降、新株予約権を行使することができる。 

（２）上記（１）にかかわらず、新株予約権者は、上記４.の期間内において、以下の①ま

たは②に定める場合（ただし、②については、上記８.に従って新株予約権者に再編対

象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画

において定められている場合を除く）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約

権を行使できる。 

① 新株予約権者が 2050 年７月 21 日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合 

2050 年７月 22 日から 2051 年７月 21 日 

② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交

換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総

会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合） 

当該承認日の翌日から 15 日間 

（３）上記（１）および（２）①は、新株予約権を相続により承継した者については適用

しない。 
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（４）新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができ

ない。 

11．新株予約権の割当日           2022 年 10 月３日 

 

以  上 
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別紙 3-①-1 
株式会社中京銀行第１回新株予約権の内容 

 
１．新株予約権の名称 
  株式会社中京銀行 第１回 新株予約権 
 
２．新株予約権の総数 

    351 個とする。 
    上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当て

る新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する

新株予約権の総数とする。 
 
３．新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 
  当行取締役  ７名  218 個 
  当行執行役員 ７名  133 個 
 
４．新株予約権の目的である株式の種類及び数 

    新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、各新株予約権の目的である

株式の数（以下、「付与株式数」という。）は 1,000 株（平成 28 年 10 ⽉１⽇を効⼒発
⽣⽇とする株式併合による調整後付与株式数（調整⽅法は以下に定める。）は 100 株）
とする。 

    なお、下記１４．に定める新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）

後、当行が当行普通株式につき、株式分割（当行普通株式の株式無償割当てを含む。以

下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式

数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使

されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる１株
未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

   調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率 
 調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定

めないときは、その効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これ

を適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当行株

主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会

の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当

該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。 
 また、上記の他、割当日後、当行が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその

他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当行は、当行取締役会に

おいて必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。 
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５．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使する

ことにより交付を受けることができる株式１株あたりの行使価額を１円とし、これに付

与株式数を乗じた金額とする。 
 
６．新株予約権の払込金額の算定方法 
 各新株予約権の払込金額は、以下の算式及び②から⑦の基礎数値に基づき算出した 
1 株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額（１円未満の端数は切り上げ）

とする。 
    21 dXNedNSeC rtt     
 ここで、 
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 ① １株当たりのオプション価格（C ） 
 ② 株価（ S ）：平成 25 年７⽉ 31 日の東京証券取引所における当行普通株式の

普通取引の終値（終値がない場合は、翌取引日の基準値段） 
 ③ 行使価格（ X ）：上記５のとおり 
 ④ 予想残存期間（ t ）：2.9 年 
 ⑤ ボラティリティ（ ）：2.9 年間（平成 22 年９⽉６⽇から平成 25 年７⽉

31 日まで）の各取引日における当行普通株式の普通取引の終値に基づき算

出 
⑥ 無リスクの利子率（ r）：残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率 
⑦ 配当利回り（）：直近年度の１株当りの配当金÷上記②で定める株価 
⑧ 標準正規分布の累積分布関数（  N ） 

なお、上記により算出される金額は新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当

しない。また、割当てを受ける者が、当行に対して有する報酬請求権と新株予約権の

払込金額の債務とを相殺する。 
 
７．新株予約権を行使することができる期間 
  平成 25 年８⽉１⽇から平成 55 年７⽉ 31 日までとする。 
 
８．新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権者は、当行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日

の翌日から 10 日間以内（10 日目が休日に当たる場合には翌営業日）に限

り、新株予約権を行使することができる。 
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② 上記①にかかわらず、当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、当行が分

割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当行が完全子会社とな

る株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当行株主総会で承

認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当行取締役会決議または会社

法第 416 条第４項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合）、

当該承認日の翌日から 30 日間に限り新株予約権を行使できるものとする。

ただし、１２．に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く

ものとする。 
③ その他の条件については、当行と新株予約権者との間で締結する「新株予約

権割当契約」に定めるところによる。 
 

９．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

に関する事項 
 ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額

は、会社計算規則第 17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の２分
の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り上

げるものとする。 
 ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の

額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金

の額を減じた額とする。 
 

１０．新株予約権の取得条項 
 当行は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当行株主総会で承認された場合

（株主総会決議が不要の場合は、当行取締役会決議又は会社法第 416 条第４項の規定に

従い委任された執行役の決定がなされた場合）は、当行取締役会が別途定める日に、新

株予約権を無償で取得することができる。 
 ① 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案 
 ② 当行が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案 
 ③ 当行が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案 
 ④ 当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について

当行の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 
 ⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式

の取得について当行の承認を要すること又は当該種類の株式について当行が

株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定

款の変更承認の議案 
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１１．譲渡による新株予約権の取得の制限 
 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要するも

のとする。 
 
１２．組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 
 当行が合併（当行が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割

（それぞれ当行が分割会社となる場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（それぞ

れ当行が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以下「組織再編行為」とい

う。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がそ

の効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸

収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交

換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社

の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新

株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法

第 236 条第 1 項第 8 号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編

対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、

新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。 
 ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数 
 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するも

のとする。 
 ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 
 再編対象会社の普通株式とする。 
 ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 
 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、４．に準じて決定する。 
 ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定め

る再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である

再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交

付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対

象会社の株式１株当たり１円とする。 
 ⑤ 新株予約権を行使することができる期間 
 ７．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為

の効力発生日のうちいずれか遅い日から、７．に定める新株予約権を行使する

ことができる期間の満了日までとする。 
 ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資

本準備金に関する事項 
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 ９．に準じて決定する 
 ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限 
 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議によ

る承認を要するものとする。 
 ⑧ 新株予約権の行使の条件 
 ８．に準じて決定する。 
 ⑨ 新株予約権の取得条項 
 １０．に準じて決定する。 

 
１３．新株予約権を行使した際に生ずる 1 株に満たない端数の取決め 
 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある

場合には、これを切り捨てるものとする。 
 

１４．新株予約権を割り当てる日 
 平成 25 年７⽉ 31 日  

 
１５．新株予約権の行使請求及び払込みの方法 

 ① 新株予約権を行使する場合には、当行が定める様式による「新株予約権行使

請求書」に必要事項を記入し、記名押印又は署名のうえ、これを１６．に定

める新株予約権の行使請求受付場所に提出するものとする。 
 ② 前①の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各新株予約権の行使に際

して出資される財産の価額に行使に係る新株予約権数を乗じた金額の全額

を、会社法第 281 条第１項の規定に従い、現金にて１７．に定める払込取扱

場所の当行の指定する口座に当行の指定する日時までに振り込むものとす

る。 
 
１６．新株予約権の行使請求受付場所 
 当行人事部（又はその時々における当該業務担当部署） 
 

１７．新株予約権の行使に際して出資される金銭の払込取扱場所 
 当行本店営業部（又はその時々における当該銀行の承継銀行若しくは当該支店の承継

支店） 
 

１８．新株予約権の行使後の取扱い 
 当行は、行使手続終了後速やかに、新株予約権者が予め当行の指定する金融商品取引

業者等に開設した新株予約権者名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が

取得する株式について記載又は記録をするために必要な手続を行なう。 
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１９．本要項の規定の読み替えその他の措置に伴う取扱い 
 本要項の規定の読み替えその他の措置が必要となるときは、会社法の規定及び新株予

約権の趣旨に従い、これに関連する事項の取扱いについて、当行が適切と考える方法に

より、本要項を変更できるものとし、かかる変更は本要項と一体をなすものとする。 
 
２０．発行要項の公示 
 当行は、その本店に新株予約権の発行要項の謄本を備え置き、その営業時間中、新株

予約権者の閲覧に供するものとする。 
 

２１．その他 
 新株予約権の発行及び割当てに関する細目の決定、並びに新株予約権の発行に必要な

諸手続の履行等、新株予約権の発行のために必要な事務については、当行人事部に一任

する。 
 

以上 
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別紙3-①-2 
株式会社あいちフィナンシャルグループ第11回新株予約権の内容 

 
１．新株予約権の名称 
  株式会社あいちフィナンシャルグループ 第 11 回 新株予約権 
 
２．新株予約権の目的である株式の種類及び数 

    新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である

株式の数（以下、「付与株式数」という。）は 100 株とする。 
    なお、下記 11．に定める新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）

後、当社が当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以

下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式

数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使

されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる１株
未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

   調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率 
 調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定

めないときは、その効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これ

を適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株

主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会

の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当

該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。 
 また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその

他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会に

おいて必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。 
  
３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使する

ことにより交付を受けることができる株式１株あたりの行使価額を１円とし、これに付

与株式数を乗じた金額とする。 
 
４．新株予約権を行使することができる期間 
  2022 年 10 月３日から 2043 年７⽉ 31 日までとする。 
 
５．新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権者は、当社、株式会社愛知銀行又は株式会社中京銀行の取締役及
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び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から 10 日間以内（10 日目

が休日に当たる場合には翌営業日）に限り、新株予約権を行使することがで

きる。 
② 上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分

割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社とな

る株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承

認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた

場合）、当該承認日の翌日から 30 日間に限り新株予約権を行使できるもの

とする。ただし、９．に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合

を除くものとする。 
③ その他の条件については、株式会社中京銀行と新株予約権者との間で締結済

みの「株式会社中京銀行第１回新株予約権（株式報酬型ストックオプショ

ン）割当契約書」に定めるところによる。この場合において、当該契約書の

うち、「株式会社中京銀行」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャル

グループ」と読み替え、「株式会社中京銀行 第１回新株予約権（株式報酬

型ストックオプション）」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャルグ

ループ第 11 回新株予約権」と読み替えるものとする。 
 

６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

に関する事項 
 ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額

は、会社計算規則第 17 条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分
の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り上

げるものとする。 
 ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の

額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金

の額を減じた額とする。 
 

７．新株予約権の取得条項 
 当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合

（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会

が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。 
 ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 
 ② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案 
 ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案 
 ④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について
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当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 
 ⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式

の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が

株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定

款の変更承認の議案 
 

８．譲渡による新株予約権の取得の制限 
 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するも

のとする。 
 
９．組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 
 当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割

（それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（それぞ

れ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以下「組織再編行為」とい

う。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がそ

の効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸

収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交

換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社

の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新

株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法

第 236 条第 1 項第 8 号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編

対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、

新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。 
 ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数 
 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するも

のとする。 
 ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 
 再編対象会社の普通株式とする。 
 ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 
 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、２．に準じて決定する。 
 ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定め

る再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である

再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交

付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対

象会社の株式１株当たり１円とする。 
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 ⑤ 新株予約権を行使することができる期間 
 ４．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為

の効力発生日のうちいずれか遅い日から、４．に定める新株予約権を行使する

ことができる期間の満了日までとする。 
 ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資

本準備金に関する事項 
 ６．に準じて決定する 
 ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限 
 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議によ

る承認を要するものとする。 
 ⑧ 新株予約権の行使の条件 
 ５．に準じて決定する。 
 ⑨ 新株予約権の取得条項 
 ７．に準じて決定する。 

 
１０．新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取決め 
 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある

場合には、これを切り捨てるものとする。 
 

１１．新株予約権を割り当てる日 
 2022 年 10 月３日  

 
以上 
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別紙3-②-1 

株式会社中京銀行第２回新株予約権の内容 
 

１．新株予約権の名称 
  株式会社中京銀行 第２回 新株予約権 
 
２．新株予約権の総数 

    321 個とする。 
    上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当て

る新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する

新株予約権の総数とする。 
 
３．新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 
  当行取締役  ７名  195 個 
  当行執行役員 ７名  126 個 
 
４．新株予約権の目的である株式の種類及び数 

    新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、各新株予約権の目的である

株式の数（以下、「付与株式数」という。）は 1,000 株（平成 28 年 10 ⽉１⽇を効⼒発
⽣⽇とする株式併合による調整後付与株式数（調整⽅法は以下に定める。）は 100 株）
とする。 

    なお、下記１４．に定める新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）

後、当行が当行普通株式につき、株式分割（当行普通株式の株式無償割当てを含む。以

下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式

数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使

されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる１株
未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

   調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率 
 調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定

めないときは、その効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これ

を適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当行株

主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会

の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当

該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。 
 また、上記の他、割当日後、当行が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその

他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当行は、当行取締役会に
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おいて必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。 
  
５．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使する

ことにより交付を受けることができる株式１株あたりの行使価額を１円とし、これに付

与株式数を乗じた金額とする。 
 
６．新株予約権の払込金額の算定方法 
 各新株予約権の払込金額は、以下の算式及び②から⑦の基礎数値に基づき算出した 
１株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額（１円未満の端数は切り上げ）

とする。 
    21 dXNedNSeC rtt     
 ここで、 
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 ① １株当たりのオプション価格（C ） 
 ② 株価（ S ）：平成 26 年 7 月 30 日の東京証券取引所における当行普通株式

の普通取引の終値（終値がない場合は、翌取引日の基準値段） 
 ③ 行使価格（ X ）：上記５のとおり 
 ④ 予想残存期間（ t ）：2.8 年 
 ⑤ ボラティリティ（ ）：2.8 年間（平成 23 年 10 月 12 日から平成 26 年 7 月

30 日まで）の各取引日における当行普通株式の普通取引の終値に基づき算

出 
⑥ 無リスクの利子率（ r ）：残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率 
⑦ 配当利回り（）：直近年度の１株当りの配当金÷上記②で定める株価 
⑧ 標準正規分布の累積分布関数（  N ） 

なお、上記により算出される金額は新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当

しない。また、割当てを受ける者が、当行に対して有する報酬請求権と新株予約権の

払込金額の債務とを相殺する。 
 
７．新株予約権を行使することができる期間 
  平成 26 年７⽉ 31 日から平成 56 年７⽉ 30 日までとする。 
 
８．新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権者は、当行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日

の翌日から 10 日間以内（10 日目が休日に当たる場合には翌営業日）に限
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り、新株予約権を行使することができる。 
② 上記①にかかわらず、当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、当行が分

割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当行が完全子会社とな

る株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当行株主総会で承

認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当行取締役会決議または会社

法第 416 条第４項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合）、

当該承認日の翌日から 30 日間に限り新株予約権を行使できるものとする。

ただし、１２．に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く

ものとする。 
③ その他の条件については、当行と新株予約権者との間で締結する「新株予約

権割当契約」に定めるところによる。 
 

９．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

に関する事項 
 ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額

は、会社計算規則第 17 条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分
の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り上

げるものとする。 
 ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の

額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金

の額を減じた額とする。 
 

１０．新株予約権の取得条項 
 当行は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当行株主総会で承認された場合

（株主総会決議が不要の場合は、当行取締役会決議又は会社法第 416 条第４項の規定に

従い委任された執行役の決定がなされた場合）は、当行取締役会が別途定める日に、新

株予約権を無償で取得することができる。 
 ① 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案 
 ② 当行が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案 
 ③ 当行が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案 
 ④ 当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について

当行の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 
 ⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式

の取得について当行の承認を要すること又は当該種類の株式について当行が

株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定

款の変更承認の議案 
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１１．譲渡による新株予約権の取得の制限 

 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要するも

のとする。 
 
１２．組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 
 当行が合併（当行が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割

（それぞれ当行が分割会社となる場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（それぞ

れ当行が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以下「組織再編行為」とい

う。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がそ

の効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸

収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交

換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社

の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新

株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法

第 236 条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編

対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、

新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。 
 ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数 
 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するも

のとする。 
 ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 
 再編対象会社の普通株式とする。 
 ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 
 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、４．に準じて決定する。 
 ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定め

る再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である

再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交

付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対

象会社の株式１株当たり１円とする。 
 ⑤ 新株予約権を行使することができる期間 
 ７．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為

の効力発生日のうちいずれか遅い日から、７．に定める新株予約権を行使する

ことができる期間の満了日までとする。 
 ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資
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本準備金に関する事項 
 ９．に準じて決定する 
 ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限 
 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議によ

る承認を要するものとする。 
 ⑧ 新株予約権の行使の条件 
 ８．に準じて決定する。 
 ⑨ 新株予約権の取得条項 
 １０．に準じて決定する。 

 
１３．新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取決め 
 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある

場合には、これを切り捨てるものとする。 
 

１４．新株予約権を割り当てる日 
 平成 26 年 7 月 30 日  

 
１５．新株予約権の行使請求及び払込みの方法 

 ① 新株予約権を行使する場合には、当行が定める様式による「新株予約権行使

請求書」に必要事項を記入し、記名押印又は署名のうえ、これを１６．に定

める新株予約権の行使請求受付場所に提出するものとする。 
 ② 前①の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各新株予約権の行使に際

して出資される財産の価額に行使に係る新株予約権数を乗じた金額の全額

を、会社法第 281 条第１項の規定に従い、現金にて１７．に定める払込取扱

場所の当行の指定する口座に当行の指定する日時までに振り込むものとす

る。 
 
１６．新株予約権の行使請求受付場所 
 当行人事部（又はその時々における当該業務担当部署） 
 

１７．新株予約権の行使に際して出資される金銭の払込取扱場所 
 当行本店営業部（又はその時々における当該銀行の承継銀行若しくは当該支店の承継

支店） 
 

１８．新株予約権の行使後の取扱い 
 当行は、行使手続終了後速やかに、新株予約権者が予め当行の指定する金融商品取引

業者等に開設した新株予約権者名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が
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取得する株式について記載又は記録をするために必要な手続を行なう。 
 
１９．本要項の規定の読み替えその他の措置に伴う取扱い 
 本要項の規定の読み替えその他の措置が必要となるときは、会社法の規定及び新株予

約権の趣旨に従い、これに関連する事項の取扱いについて、当行が適切と考える方法に

より、本要項を変更できるものとし、かかる変更は本要項と一体をなすものとする。 
 
２０．発行要項の公示 
 当行は、その本店に新株予約権の発行要項の謄本を備え置き、その営業時間中、新株

予約権者の閲覧に供するものとする。 
 

２１．その他 
 新株予約権の発行及び割当てに関する細目の決定、並びに新株予約権の発行に必要な

諸手続の履行等、新株予約権の発行のために必要な事務については、当行人事部に一任

する。 
 

以上 
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別紙3-②-2 

株式会社あいちフィナンシャルグループ第12回新株予約権の内容 
 

１．新株予約権の名称 
  株式会社あいちフィナンシャルグループ 第 12 回 新株予約権 
 
２．新株予約権の目的である株式の種類及び数 

    新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である

株式の数（以下、「付与株式数」という。）は 100 株とする。 
    なお、下記 11．に定める新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）

後、当社が当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以

下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式

数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使

されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる１株
未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

   調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率 
 調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定

めないときは、その効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これ

を適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株

主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会

の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当

該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。 
 また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその

他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会に

おいて必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。 
  
３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使する

ことにより交付を受けることができる株式１株あたりの行使価額を１円とし、これに付

与株式数を乗じた金額とする。 
 
４．新株予約権を行使することができる期間 
  2022 年 10 月３日から 2044 年７⽉ 30 日までとする。 
 
５．新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権者は、当社、株式会社愛知銀行又は株式会社中京銀行の取締役及



125 
 

び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から 10 日間以内（10 日目

が休日に当たる場合には翌営業日）に限り、新株予約権を行使することがで

きる。 
② 上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分

割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社とな

る株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承

認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた

場合）、当該承認日の翌日から 30 日間に限り新株予約権を行使できるもの

とする。ただし、９．に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合

を除くものとする。 
③ その他の条件については、株式会社中京銀行と新株予約権者との間で締結済

みの「株式会社中京銀行第２回新株予約権（株式報酬型ストックオプショ

ン）割当契約書」に定めるところによる。この場合において、当該契約書の

うち、「株式会社中京銀行」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャル

グループ」と読み替え、「株式会社中京銀行 第２回新株予約権（株式報酬

型ストックオプション）」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャルグ

ループ第 12 回新株予約権」と読み替えるものとする。 
 

６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

に関する事項 
 ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額

は、会社計算規則第 17 条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分
の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り上

げるものとする。 
 ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の

額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金

の額を減じた額とする。 
 

７．新株予約権の取得条項 
 当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合

（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会

が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。 
 ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 
 ② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案 
 ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案 
 ④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について
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当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 
 ⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式

の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が

株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定

款の変更承認の議案 
 

８．譲渡による新株予約権の取得の制限 
 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するも

のとする。 
 
９．組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 
 当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割

（それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（それぞ

れ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以下「組織再編行為」とい

う。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がそ

の効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸

収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交

換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社

の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新

株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法

第 236 条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編

対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、

新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。 
 ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数 
 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するも

のとする。 
 ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 
 再編対象会社の普通株式とする。 
 ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 
 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、２．に準じて決定する。 
 ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定め

る再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である

再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交

付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対

象会社の株式１株当たり１円とする。 
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 ⑤ 新株予約権を行使することができる期間 
 ４．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為

の効力発生日のうちいずれか遅い日から、４．に定める新株予約権を行使する

ことができる期間の満了日までとする。 
 ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資

本準備金に関する事項 
 ６．に準じて決定する 
 ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限 
 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議によ

る承認を要するものとする。 
 ⑧ 新株予約権の行使の条件 
 ５．に準じて決定する。 
 ⑨ 新株予約権の取得条項 
 ７．に準じて決定する。 

 
１０．新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取決め 
 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある

場合には、これを切り捨てるものとする。 
 

１１．新株予約権を割り当てる日 
 2022 年 10 月３日  

 
以上 

 



128 
 

 
別紙3-③-1 

株式会社中京銀行第３回新株予約権の内容 
 

１．新株予約権の名称 
  株式会社中京銀行 第３回 新株予約権 
 
２．新株予約権の総数 

    291 個とする。 
    上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当て

る新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する

新株予約権の総数とする。 
 
３．新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 
  当行取締役  ８名  207 個 
  当行執行役員 ６名   84 個 
 
４．新株予約権の目的である株式の種類及び数 

    新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、各新株予約権の目的である

株式の数（以下、「付与株式数」という。）は 1,000 株（平成 28 年 10 ⽉１⽇を効⼒発
⽣⽇とする株式併合による調整後付与株式数（調整⽅法は以下に定める。）は 100 株）
とする。 

    なお、下記１４．に定める新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）

後、当行が当行普通株式につき、株式分割（当行普通株式の株式無償割当てを含む。以

下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式

数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使

されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる１株
未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

   調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率 
 調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定

めないときは、その効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これ

を適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当行株

主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会

の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当

該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。 
 また、上記の他、割当日後、当行が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその

他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当行は、当行取締役会に
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おいて必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。 
  
５．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使する

ことにより交付を受けることができる株式１株あたりの行使価額を１円とし、これに付

与株式数を乗じた金額とする。 
 
６．新株予約権の払込金額の算定方法 
 各新株予約権の払込金額は、以下の算式及び②から⑦の基礎数値に基づき算出した 
１株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額（１円未満の端数は切り上げ）

とする。 
    21 dXNedNSeC rtt     
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① １株当たりのオプション価格（C ） 
② 株価（ S ）：平成 27 年７⽉ 30 日の東京証券取引所における当行普通株式

の   
 普通取引の終値（終値がない場合は、翌取引日の基準値段） 

③ 行使価格（ X ）：上記５のとおり 
④ 予想残存期間（ t ）：3.4 年 
⑤  ボラティリティ（ ）：3.4 年間（平成 24 年３⽉６⽇から平成 27 年７⽉

30 日まで）の各取引日における当行普通株式の普通取引の終値に基づき算

出 
⑥  無リスクの利子率（ r ）：残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子

率 
⑦  配当利回り（）：直近年度の１株当りの配当金÷上記②で定める株価 
⑧  標準正規分布の累積分布関数（  N ） 

なお、上記により算出される金額は新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当

しない。また、割当てを受ける者が、当行に対して有する報酬請求権と新株予約権の

払込金額の債務とを相殺する。 
 
７．新株予約権を行使することができる期間 
  平成 27 年７⽉ 31 日から平成 57 年７⽉ 30 日までとする。 
 
８．新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権者は、当行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日
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の翌日から 10 日間以内（10 日目が休日に当たる場合には翌営業日）に限

り、新株予約権を行使することができる。 
② 上記①にかかわらず、当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、当行が分

割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当行が完全子会社とな

る株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当行株主総会で承

認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当行取締役会決議または会社

法第 416 条第４項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合）、

当該承認日の翌日から 30 日間に限り新株予約権を行使できるものとする。

ただし、１２．に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く

ものとする。 
③ その他の条件については、当行と新株予約権者との間で締結する「新株予約

権割当契約」に定めるところによる。 
 

９．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

に関する事項 
 ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額

は、会社計算規則第 17 条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分
の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り上

げるものとする。 
 ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の

額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金

の額を減じた額とする。 
 

１０．新株予約権の取得条項 
 当行は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当行株主総会で承認された場合

（株主総会決議が不要の場合は、当行取締役会決議又は会社法第 416 条第４項の規定に

従い委任された執行役の決定がなされた場合）は、当行取締役会が別途定める日に、新

株予約権を無償で取得することができる。 
 ① 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案 
 ② 当行が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案 
 ③ 当行が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案 
 ④ 当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について

当行の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 
 ⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式

の取得について当行の承認を要すること又は当該種類の株式について当行が

株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定
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款の変更承認の議案 
 

１１．譲渡による新株予約権の取得の制限 
 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要するも

のとする。 
 
１２．組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 
 当行が合併（当行が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割

（それぞれ当行が分割会社となる場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（それぞ

れ当行が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以下「組織再編行為」とい

う。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がそ

の効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸

収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交

換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社

の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新

株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法

第 236 条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編

対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、

新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。 
 ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数 
 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するも

のとする。 
 ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 
 再編対象会社の普通株式とする。 
 ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 
 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、４．に準じて決定する。 
 ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定め

る再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である

再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交

付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対

象会社の株式１株当たり１円とする。 
 ⑤ 新株予約権を行使することができる期間 
 ７．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為

の効力発生日のうちいずれか遅い日から、７．に定める新株予約権を行使する

ことができる期間の満了日までとする。 
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 ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資

本準備金に関する事項 
 ９．に準じて決定する 
 ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限 
 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議によ

る承認を要するものとする。 
 ⑧ 新株予約権の行使の条件 
 ８．に準じて決定する。 
 ⑨ 新株予約権の取得条項 
 １０．に準じて決定する。 

 
１３．新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取決め 
 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある

場合には、これを切り捨てるものとする。 
 

１４．新株予約権を割り当てる日 
 平成 27 年７⽉ 30 日  

 
１５．新株予約権の行使請求及び払込みの方法 

 ① 新株予約権を行使する場合には、当行が定める様式による「新株予約権行使

請求書」に必要事項を記入し、記名押印又は署名のうえ、これを１６．に定

める新株予約権の行使請求受付場所に提出するものとする。 
 ② 前①の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各新株予約権の行使に際

して出資される財産の価額に行使に係る新株予約権数を乗じた金額の全額

を、会社法第 281 条第１項の規定に従い、現金にて１７．に定める払込取扱

場所の当行の指定する口座に当行の指定する日時までに振り込むものとす

る。 
 
１６．新株予約権の行使請求受付場所 
 当行人事部（又はその時々における当該業務担当部署） 
 

１７．新株予約権の行使に際して出資される金銭の払込取扱場所 
 当行本店営業部（又はその時々における当該銀行の承継銀行若しくは当該支店の承継

支店） 
 

１８．新株予約権の行使後の取扱い 
 当行は、行使手続終了後速やかに、新株予約権者が予め当行の指定する金融商品取引
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業者等に開設した新株予約権者名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が

取得する株式について記載又は記録をするために必要な手続を行なう。 
 
１９．本要項の規定の読み替えその他の措置に伴う取扱い 
 本要項の規定の読み替えその他の措置が必要となるときは、会社法の規定及び新株予

約権の趣旨に従い、これに関連する事項の取扱いについて、当行が適切と考える方法に

より、本要項を変更できるものとし、かかる変更は本要項と一体をなすものとする。 
 
２０．発行要項の公示 
 当行は、その本店に新株予約権の発行要項の謄本を備え置き、その営業時間中、新株

予約権者の閲覧に供するものとする。 
 

２１．その他 
 新株予約権の発行及び割当てに関する細目の決定、並びに新株予約権の発行に必要な

諸手続の履行等、新株予約権の発行のために必要な事務については、当行人事部に一任

する。 
 

以上 
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別紙3-③-2 

株式会社あいちフィナンシャルグループ第13回新株予約権の内容 
 

１．新株予約権の名称 
  株式会社あいちフィナンシャルグループ 第 13 回 新株予約権 
 
２．新株予約権の目的である株式の種類及び数 

    新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である

株式の数（以下、「付与株式数」という。）は 100 株とする。 
    なお、下記 11．に定める新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）

後、当社が当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以

下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式

数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使

されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる１株
未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

   調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率 
 調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定

めないときは、その効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これ

を適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株

主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会

の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当

該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。 
 また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその

他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会に

おいて必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。 
  
３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使する

ことにより交付を受けることができる株式１株あたりの行使価額を１円とし、これに付

与株式数を乗じた金額とする。 
 
４．新株予約権を行使することができる期間 
  2022 年 10 月３日から 2045 年７⽉ 30 日までとする。 
 
５．新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権者は、当社、株式会社愛知銀行又は株式会社中京銀行の取締役及
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び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から 10 日間以内（10 日目

が休日に当たる場合には翌営業日）に限り、新株予約権を行使することがで

きる。 
② 上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分

割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社とな

る株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承

認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた

場合）、当該承認日の翌日から 30 日間に限り新株予約権を行使できるもの

とする。ただし、９．に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合

を除くものとする。 
③ その他の条件については、株式会社中京銀行と新株予約権者との間で締結済

みの「株式会社中京銀行第３回新株予約権（株式報酬型ストックオプショ

ン）割当契約書」に定めるところによる。この場合において、当該契約書の

うち、「株式会社中京銀行」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャル

グループ」と読み替え、「株式会社中京銀行 第３回新株予約権（株式報酬

型ストックオプション）」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャルグ

ループ第 13 回新株予約権」と読み替えるものとする。 
 

６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

に関する事項 
 ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額

は、会社計算規則第 17 条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分
の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り上

げるものとする。 
 ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の

額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金

の額を減じた額とする。 
 

７．新株予約権の取得条項 
 当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合

（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会

が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。 
 ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 
 ② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案 
 ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案 
 ④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について
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当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 
 ⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式

の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が

株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定

款の変更承認の議案 
 

８．譲渡による新株予約権の取得の制限 
 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するも

のとする。 
 
９．組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 
 当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割

（それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（それぞ

れ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以下「組織再編行為」とい

う。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がそ

の効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸

収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交

換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社

の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新

株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法

第 236 条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編

対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、

新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。 
 ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数 
 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するも

のとする。 
 ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 
 再編対象会社の普通株式とする。 
 ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 
 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、２．に準じて決定する。 
 ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定め

る再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である

再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交

付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対

象会社の株式１株当たり１円とする。 
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 ⑤ 新株予約権を行使することができる期間 
 ４．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為

の効力発生日のうちいずれか遅い日から、４．に定める新株予約権を行使する

ことができる期間の満了日までとする。 
 ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資

本準備金に関する事項 
 ６．に準じて決定する 
 ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限 
 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議によ

る承認を要するものとする。 
 ⑧ 新株予約権の行使の条件 
 ５．に準じて決定する。 
 ⑨ 新株予約権の取得条項 
 ７．に準じて決定する。 

 
１０．新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取決め 
 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある

場合には、これを切り捨てるものとする。 
 

１１．新株予約権を割り当てる日 
 2022 年 10 月３日  

 
以上 
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別紙3-④-1 

株式会社中京銀行第４回新株予約権の内容 
 

１．新株予約権の名称 
  株式会社中京銀行 第４回 新株予約権 
 
２．新株予約権の総数 

    283 個とする。 
    上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当て

る新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する

新株予約権の総数とする。 
 
３．新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 
  当行取締役  ８名  191 個 
  当行執行役員 ７名   92 個 
 
４．新株予約権の目的である株式の種類及び数 

    新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、各新株予約権の目的である

株式の数（以下、「付与株式数」という。）は 1,000 株（平成 28 年 10 ⽉ 1 ⽇を効⼒発
⽣⽇とする株式併合による調整後付与株式数（調整⽅法は以下に定める。）は 100 株）
とする。 

    なお、下記１４．に定める新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）

後、当行が当行普通株式につき、株式分割（当行普通株式の株式無償割当てを含む。以

下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式

数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使

されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる１株
未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

   調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率 
 調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定

めないときは、その効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これ

を適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当行株

主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会

の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当

該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。 
 また、上記の他、割当日後、当行が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその

他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当行は、当行取締役会に
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おいて必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。 
  
５．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使する

ことにより交付を受けることができる株式１株あたりの行使価額を１円とし、これに付

与株式数を乗じた金額とする。 
 
６．新株予約権の払込金額の算定方法 
 各新株予約権の払込金額は、以下の算式及び②から⑦の基礎数値に基づき算出した 
１株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額（１円未満の端数は切り上げ）

とする。 
    21 dXNedNSeC rtt     
 ここで、 
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① １株当たりのオプション価格（C ） 
② 株価（ S ）：平成 28 年７⽉ 27 日の東京証券取引所における当行普通株式

の   
普通取引の終値（終値がない場合は、翌取引日の基準値段） 

③ 行使価格（ X ）：上記５のとおり 
④ 予想残存期間（ t ）：3.4 年 
⑤  ボラティリティ（ ）：3.4 年間（平成 25 年３⽉４⽇から平成 28 年７⽉

27 日まで）の各取引日における当行普通株式の普通取引の終値に基づき算

出 
⑥  無リスクの利子率（ r ）：残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子

率 
⑦  配当利回り（）：直近年度の１株当りの配当金÷上記②で定める株価 
⑧  標準正規分布の累積分布関数（  N ） 

なお、上記により算出される金額は新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当

しない。また、割当てを受ける者が、当行に対して有する報酬請求権と新株予約権の

払込金額の債務とを相殺する。 
 
７．新株予約権を行使することができる期間 
  平成 28 年７⽉ 28 日から平成 58 年７⽉ 27 日までとする。 
 
８．新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権者は、当行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日
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の翌日から 10 日間以内（10 日目が休日に当たる場合には翌営業日）に限

り、新株予約権を行使することができる。 
② 上記①にかかわらず、当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、当行が分

割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当行が完全子会社とな

る株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当行株主総会で承

認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当行取締役会決議または会社

法第 416 条第４項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合）、

当該承認日の翌日から 30 日間に限り新株予約権を行使できるものとする。

ただし、１２．に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事

項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除

くものとする。 
③ その他の条件については、当行と新株予約権者との間で締結する「新株予約

権割当契約」に定めるところによる。 
 

９．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

に関する事項 
 ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額

は、会社計算規則第 17 条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分
の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り上

げるものとする。 
 ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の

額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金

の額を減じた額とする。 
 

１０．新株予約権の取得条項 
 当行は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当行株主総会で承認された場合

（株主総会決議が不要の場合は、当行取締役会決議又は会社法第 416 条第４項の規定に

従い委任された執行役の決定がなされた場合）は、当行取締役会が別途定める日に、新

株予約権を無償で取得することができる。 
 ① 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案 
 ② 当行が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案 
 ③ 当行が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案 
 ④ 当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について

当行の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 
 ⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式

の取得について当行の承認を要すること又は当該種類の株式について当行が

株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定
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款の変更承認の議案 
 

１１．譲渡による新株予約権の取得の制限 
 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要するも

のとする。 
 
１２．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 
 当行が合併（当行が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割

（それぞれ当行が分割会社となる場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（それぞ

れ当行が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以下「組織再編行為」とい

う。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がそ

の効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸

収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交

換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社

の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新

株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法

第 236 条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編

対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、

新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。 
 ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数 
 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するも

のとする。 
 ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 
 再編対象会社の普通株式とする。 
 ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 
 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、４．に準じて決定する。 
 ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定め

る再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である

再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交

付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対

象会社の株式１株当たり１円とする。 
 ⑤ 新株予約権を行使することができる期間 
 ７．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為

の効力発生日のうちいずれか遅い日から、７．に定める新株予約権を行使する

ことができる期間の満了日までとする。 
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 ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資

本準備金に関する事項 
 ９．に準じて決定する 
 ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限 
 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議によ

る承認を要するものとする。 
 ⑧ 新株予約権の行使の条件 
 ８．に準じて決定する。 
 ⑨ 新株予約権の取得条項 
 １０．に準じて決定する。 

 
１３．新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取決め 
 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある

場合には、これを切り捨てるものとする。 
 

１４．新株予約権を割り当てる日 
 平成 28 年７⽉ 27 日  

 
１５．新株予約権の行使請求及び払込みの方法 

 ① 新株予約権を行使する場合には、当行が定める様式による「新株予約権行使

請求書」に必要事項を記入し、記名押印又は署名のうえ、これを１６．に定

める新株予約権の行使請求受付場所に提出するものとする。 
 ② 前①の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各新株予約権の行使に際

して出資される財産の価額に行使に係る新株予約権数を乗じた金額の全額

を、会社法第 281 条第１項の規定に従い、現金にて１７．に定める払込取扱

場所の当行の指定する口座に当行の指定する日時までに振り込むものとす

る。 
 
１６．新株予約権の行使請求受付場所 
 当行人事部（又はその時々における当該業務担当部署） 
 

１７．新株予約権の行使に際して出資される金銭の払込取扱場所 
 当行本店営業部（又はその時々における当該銀行の承継銀行若しくは当該支店の承継

支店） 
 

１８．新株予約権の行使後の取扱い 
 当行は、行使手続終了後速やかに、新株予約権者が予め当行の指定する金融商品取引
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業者等に開設した新株予約権者名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が

取得する株式について記載又は記録をするために必要な手続を行なう。 
 
１９．本要項の規定の読み替えその他の措置に伴う取扱い 
 本要項の規定の読み替えその他の措置が必要となるときは、会社法の規定及び新株予

約権の趣旨に従い、これに関連する事項の取扱いについて、当行が適切と考える方法に

より、本要項を変更できるものとし、かかる変更は本要項と一体をなすものとする。 
 
２０．発行要項の公示 
 当行は、その本店に新株予約権の発行要項の謄本を備え置き、その営業時間中、新株

予約権者の閲覧に供するものとする。 
 

２１．その他 
 新株予約権の発行及び割当てに関する細目の決定、並びに新株予約権の発行に必要な

諸手続の履行等、新株予約権の発行のために必要な事務については、当行人事部に一任

する。 
 

以上 
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別紙3-④-2 

株式会社あいちフィナンシャルグループ第14回新株予約権の内容 
 

１．新株予約権の名称 
  株式会社あいちフィナンシャルグループ 第 14 回 新株予約権 
 
２．新株予約権の目的である株式の種類及び数 

    新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である

株式の数（以下、「付与株式数」という。）は 100 株とする。 
    なお、下記 11．に定める新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）

後、当社が当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以

下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式

数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使

されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる１株
未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

   調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率 
 調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定

めないときは、その効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これ

を適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株

主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会

の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当

該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。 
 また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその

他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会に

おいて必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。 
  
３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使する

ことにより交付を受けることができる株式１株あたりの行使価額を１円とし、これに付

与株式数を乗じた金額とする。 
 
４．新株予約権を行使することができる期間 
  2022 年 10 月３日から 2046 年７月 27 日までとする。 
 
５．新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権者は、当社、株式会社愛知銀行又は株式会社中京銀行の取締役及
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び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から 10 日間以内（10 日目

が休日に当たる場合には翌営業日）に限り、新株予約権を行使することがで

きる。 
② 上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分

割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社とな

る株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承

認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた

場合）、当該承認日の翌日から 30 日間に限り新株予約権を行使できるもの

とする。ただし、９．に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合

を除くものとする。 
③ その他の条件については、株式会社中京銀行と新株予約権者との間で締結済

みの「株式会社中京銀行第４回新株予約権（株式報酬型ストックオプショ

ン）割当契約書」に定めるところによる。この場合において、当該契約書の

うち、「株式会社中京銀行」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャル

グループ」と読み替え、「株式会社中京銀行 第４回新株予約権（株式報酬

型ストックオプション）」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャルグ

ループ第 14 回新株予約権」と読み替えるものとする。 
 

６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

に関する事項 
 ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額

は、会社計算規則第 17 条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分
の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り上

げるものとする。 
 ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の

額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金

の額を減じた額とする。 
 

７．新株予約権の取得条項 
 当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合

（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会

が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。 
 ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 
 ② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案 
 ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案 
 ④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について
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当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 
 ⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式

の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が

株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定

款の変更承認の議案 
 

８．譲渡による新株予約権の取得の制限 
 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するも

のとする。 
 
９．組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 
 当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割

（それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（それぞ

れ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以下「組織再編行為」とい

う。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がそ

の効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸

収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交

換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社

の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新

株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法

第 236 条第 1 項第 8 号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編

対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、

新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。 
 ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数 
 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するも

のとする。 
 ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 
 再編対象会社の普通株式とする。 
 ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 
 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、２．に準じて決定する。 
 ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定め

る再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である

再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交

付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対

象会社の株式１株当たり１円とする。 
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 ⑤ 新株予約権を行使することができる期間 
 ４．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為

の効力発生日のうちいずれか遅い日から、４．に定める新株予約権を行使する

ことができる期間の満了日までとする。 
 ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資

本準備金に関する事項 
 ６．に準じて決定する 
 ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限 
 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議によ

る承認を要するものとする。 
 ⑧ 新株予約権の行使の条件 
 ５．に準じて決定する。 
 ⑨ 新株予約権の取得条項 
 ７．に準じて決定する。 

 
１０．新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取決め 
 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある

場合には、これを切り捨てるものとする。 
 

１１．新株予約権を割り当てる日 
 2022 年 10 月３日 

 
以上 
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別紙3-⑤-1 

株式会社中京銀行第５回新株予約権の内容 
 

１．新株予約権の名称 
  株式会社中京銀行 第５回 新株予約権 
 
２．新株予約権の総数 

    339 個とする。 
    上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当て

る新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する

新株予約権の総数とする。 
 
３．新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 
  当行取締役  ８名  212 個 
  当行執行役員 ９名  127 個 
 
４．新株予約権の目的である株式の種類及び数 

    新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、各新株予約権の目的である

株式の数（以下、「付与株式数」という。）は 100 株とする。 
    なお、下記１４．に定める新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）

後、当行が当行普通株式につき、株式分割（当行普通株式の株式無償割当てを含む。以

下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式

数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使

されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる１株
未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

   調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率 
 調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定

めないときは、その効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これ

を適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当行株

主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会

の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当

該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。 
 また、上記の他、割当日後、当行が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその

他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当行は、当行取締役会に

おいて必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。 
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５．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使する

ことにより交付を受けることができる株式１株あたりの行使価額を１円とし、これに付

与株式数を乗じた金額とする。 
 
６．新株予約権の払込金額の算定方法 
 各新株予約権の払込金額は、以下の算式及び②から⑦の基礎数値に基づき算出した 
1 株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額（１円未満の端数は切り上げ）

とする。 
    21 dXNedNSeC rtt     
 ここで、 
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① １株当たりのオプション価格（C ） 
② 株価（ S ）：平成 29 年７⽉ 26 日の東京証券取引所における当行普通株式

の   
普通取引の終値（終値がない場合は、翌取引日の基準値段） 

③ 行使価格（ X ）：上記５のとおり 
④ 予想残存期間（ t ）：3.4 年 
⑤  ボラティリティ（ ）：3.4 年間（平成 26 年３⽉３⽇から平成 29 年７⽉

26 日まで）の各取引日における当行普通株式の普通取引の終値に基づき算

出 
⑥  無リスクの利子率（ r ）：残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子

率 
⑦  配当利回り（）：直近年度の１株当りの配当金÷上記②で定める株価 
⑧  標準正規分布の累積分布関数（  N ） 

なお、上記により算出される金額は新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当

しない。また、割当てを受ける者が、当行に対して有する報酬請求権と新株予約権の

払込金額の債務とを相殺する。 
 
７．新株予約権を行使することができる期間 
  平成 29 年７⽉ 27 日から平成 59 年７⽉ 26 日までとする。 
 
８．新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権者は、当行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日

の翌日から 10 日間以内（10 日目が休日に当たる場合には翌営業日）に限

り、新株予約権を行使することができる。 
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② 上記①にかかわらず、当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、当行が分

割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当行が完全子会社とな

る株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当行株主総会で承

認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当行取締役会決議または会社

法第 416 条第４項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合）、

当該承認日の翌日から 30 日間に限り新株予約権を行使できるものとする。

ただし、１２．に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事

項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除

くものとする。 
③ その他の条件については、当行と新株予約権者との間で締結する「新株予約

権割当契約」に定めるところによる。 
 

９．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

に関する事項 
 ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額

は、会社計算規則第 17 条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分
の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り上

げるものとする。 
 ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の

額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金

の額を減じた額とする。 
 

１０．新株予約権の取得条項 
 当行は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当行株主総会で承認された場合

（株主総会決議が不要の場合は、当行取締役会決議又は会社法第 416 条第４項の規定に

従い委任された執行役の決定がなされた場合）は、当行取締役会が別途定める日に、新

株予約権を無償で取得することができる。 
 ① 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案 
 ② 当行が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案 
 ③ 当行が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案 
 ④ 当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について

当行の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 
 ⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式

の取得について当行の承認を要すること又は当該種類の株式について当行が

株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定

款の変更承認の議案 
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１１．譲渡による新株予約権の取得の制限 
 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要するも

のとする。 
 
１２．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 
 当行が合併（当行が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割

（それぞれ当行が分割会社となる場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（それぞ

れ当行が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以下「組織再編行為」とい

う。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がそ

の効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸

収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交

換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社

の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新

株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法

第 236 条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編

対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、

新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。 
 ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数 
 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するも

のとする。 
 ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 
 再編対象会社の普通株式とする。 
 ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 
 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、４．に準じて決定する。 
 ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定め

る再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である

再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交

付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対

象会社の株式１株当たり１円とする。 
 ⑤ 新株予約権を行使することができる期間 
 ７．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為

の効力発生日のうちいずれか遅い日から、７．に定める新株予約権を行使する

ことができる期間の満了日までとする。 
 ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資

本準備金に関する事項 
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 ９．に準じて決定する 
 ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限 
 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議によ

る承認を要するものとする。 
 ⑧ 新株予約権の行使の条件 
 ８．に準じて決定する。 
 ⑨ 新株予約権の取得条項 
 １０．に準じて決定する。 

 
１３．新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取決め 
 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある

場合には、これを切り捨てるものとする。 
 

１４．新株予約権を割り当てる日 
 平成 29 年７⽉ 26 日  

 
１５．新株予約権の行使請求及び払込みの方法 

 ① 新株予約権を行使する場合には、当行が定める様式による「新株予約権行使

請求書」に必要事項を記入し、記名押印又は署名のうえ、これを１６．に定

める新株予約権の行使請求受付場所に提出するものとする。 
 ② 前①の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各新株予約権の行使に際

して出資される財産の価額に行使に係る新株予約権数を乗じた金額の全額

を、会社法第 281 条第１項の規定に従い、現金にて１７．に定める払込取扱

場所の当行の指定する口座に当行の指定する日時までに振り込むものとす

る。 
 
１６．新株予約権の行使請求受付場所 
 当行人事部（又はその時々における当該業務担当部署） 
 

１７．新株予約権の行使に際して出資される金銭の払込取扱場所 
 当行本店営業部（又はその時々における当該銀行の承継銀行若しくは当該支店の承継

支店） 
 

１８．新株予約権の行使後の取扱い 
 当行は、行使手続終了後速やかに、新株予約権者が予め当行の指定する金融商品取引

業者等に開設した新株予約権者名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が

取得する株式について記載又は記録をするために必要な手続を行なう。 
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１９．本要項の規定の読み替えその他の措置に伴う取扱い 

 本要項の規定の読み替えその他の措置が必要となるときは、会社法の規定及び新株予

約権の趣旨に従い、これに関連する事項の取扱いについて、当行が適切と考える方法に

より、本要項を変更できるものとし、かかる変更は本要項と一体をなすものとする。 
 
２０．発行要項の公示 
 当行は、その本店に新株予約権の発行要項の謄本を備え置き、その営業時間中、新株

予約権者の閲覧に供するものとする。 
 

２１．その他 
 新株予約権の発行及び割当てに関する細目の決定、並びに新株予約権の発行に必要な

諸手続の履行等、新株予約権の発行のために必要な事務については、当行人事部に一任

する。 
 

以上 
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別紙3-⑤-2 

株式会社あいちフィナンシャルグループ第15回新株予約権の内容 
 

１．新株予約権の名称 
  株式会社あいちフィナンシャルグループ 第 15 回 新株予約権 
 
２．新株予約権の目的である株式の種類及び数 

    新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である

株式の数（以下、「付与株式数」という。）は 100 株とする。 
    なお、下記 11．に定める新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）

後、当社が当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以

下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式

数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使

されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる１株
未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

   調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率 
 調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定

めないときは、その効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これ

を適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株

主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会

の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当

該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。 
 また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその

他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会に

おいて必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。 
  
３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使する

ことにより交付を受けることができる株式１株あたりの行使価額を１円とし、これに付

与株式数を乗じた金額とする。 
 
４．新株予約権を行使することができる期間 
  2022 年 10 月３日から 2047 年７月 26 日までとする。 
 
５．新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権者は、当社、株式会社愛知銀行又は株式会社中京銀行の取締役及



155 
 

び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から 10 日間以内（10 日目

が休日に当たる場合には翌営業日）に限り、新株予約権を行使することがで

きる。 
② 上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分

割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社とな

る株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承

認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた

場合）、当該承認日の翌日から 30 日間に限り新株予約権を行使できるもの

とする。ただし、９．に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合

を除くものとする。 
③ その他の条件については、株式会社中京銀行と新株予約権者との間で締結済

みの「株式会社中京銀行第５回新株予約権（株式報酬型ストックオプショ

ン）割当契約書」に定めるところによる。この場合において、当該契約書の

うち、「株式会社中京銀行」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャル

グループ」と読み替え、「株式会社中京銀行 第５回新株予約権（株式報酬

型ストックオプション）」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャルグ

ループ第 15 回新株予約権」と読み替えるものとする。 
 

６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

に関する事項 
 ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額

は、会社計算規則第 17 条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分
の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り上

げるものとする。 
 ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の

額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金

の額を減じた額とする。 
 

７．新株予約権の取得条項 
 当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合

（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会

が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。 
 ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 
 ② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案 
 ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案 
 ④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について
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当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 
 ⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式

の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が

株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定

款の変更承認の議案 
 

８．譲渡による新株予約権の取得の制限 
 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するも

のとする。 
 
９．組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 
 当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割

（それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（それぞ

れ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以下「組織再編行為」とい

う。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がそ

の効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸

収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交

換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社

の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新

株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法

第 236 条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編

対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、

新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。 
 ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数 
 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するも

のとする。 
 ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 
 再編対象会社の普通株式とする。 
 ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 
 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、２．に準じて決定する。 
 ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定め

る再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である

再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交

付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対

象会社の株式１株当たり１円とする。 
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 ⑤ 新株予約権を行使することができる期間 
 ４．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為

の効力発生日のうちいずれか遅い日から、４．に定める新株予約権を行使する

ことができる期間の満了日までとする。 
 ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資

本準備金に関する事項 
 ６．に準じて決定する 
 ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限 
 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議によ

る承認を要するものとする。 
 ⑧ 新株予約権の行使の条件 
 ５．に準じて決定する。 
 ⑨ 新株予約権の取得条項 
 ７．に準じて決定する。 

 
１０．新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取決め 
 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある

場合には、これを切り捨てるものとする。 
 

１１．新株予約権を割り当てる日 
 2022 年 10 月３日 

 
以上 
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別紙3-⑥-1 

株式会社中京銀行第６回新株予約権の内容 
 

１．新株予約権の名称 
  株式会社中京銀行 第６回 新株予約権 
 
２．新株予約権の総数 

    328 個とする。 
    上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当て

る新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する

新株予約権の総数とする。 
 
３．新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 
  当行取締役   ７名  194 個 
  当行執行役員  10 名  134 個 
 
４．新株予約権の目的である株式の種類及び数 

    新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、各新株予約権の目的である

株式の数（以下、「付与株式数」という。）は 100 株とする。 
    なお、下記１４．に定める新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）

後、当行が当行普通株式につき、株式分割（当行普通株式の株式無償割当てを含む。以

下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式

数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使

されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる１株
未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

   調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率 
 調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定

めないときは、その効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これ

を適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当行株

主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会

の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当

該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。 
 また、上記の他、割当日後、当行が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその

他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当行は、当行取締役会に

おいて必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。 
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５．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使する

ことにより交付を受けることができる株式１株あたりの行使価額を１円とし、これに付

与株式数を乗じた金額とする。 
 
６．新株予約権の払込金額の算定方法 
 各新株予約権の払込金額は、以下の算式及び②から⑦の基礎数値に基づき算出した 
１株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額（１円未満の端数は切り上げ）

とする。 
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① １株当たりのオプション価格（C ） 
② 株価（ S ）：平成 30 年８⽉１日の東京証券取引所における当行普通株式の   

普通取引の終値（終値がない場合は、翌取引日の基準値段） 
③ 行使価格（ X ）：上記５のとおり 
④ 予想残存期間（ t ）：3.4 年 
⑤  ボラティリティ（ ）：3.4 年間（平成 27 年３⽉９⽇から平成 30 年８⽉

１日まで）の各取引日における当行普通株式の普通取引の終値に基づき算出 
⑥  無リスクの利子率（ r ）：残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子

率 
⑦  配当利回り（）：直近年度の１株当りの配当金÷上記②で定める株価 
⑧  標準正規分布の累積分布関数（  N ） 

なお、上記により算出される金額は新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当

しない。また、割当てを受ける者が、当行に対して有する報酬請求権と新株予約権の

払込金額の債務とを相殺する。 
 
７．新株予約権を行使することができる期間 
  平成 30 年８⽉２⽇から平成 60 年８⽉１⽇までとする。 
 
８．新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権者は、当行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日

の翌日から 10 日間以内（10 日目が休日に当たる場合には翌営業日）に限

り、新株予約権を行使することができる。 
② 上記①にかかわらず、当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、当行が分
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割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当行が完全子会社とな

る株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当行株主総会で承

認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当行取締役会決議または会社

法第 416 条第４項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合）、

当該承認日の翌日から 30 日間に限り新株予約権を行使できるものとする。

ただし、１２．に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事

項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除

くものとする。 
③ その他の条件については、当行と新株予約権者との間で締結する「新株予約

権割当契約」に定めるところによる。 
 

９．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

に関する事項 
 ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額

は、会社計算規則第 17 条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分
の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り上

げるものとする。 
 ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の

額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金

の額を減じた額とする。 
 

１０．新株予約権の取得条項 
 当行は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当行株主総会で承認された場合

（株主総会決議が不要の場合は、当行取締役会決議又は会社法第 416 条第４項の規定に

従い委任された執行役の決定がなされた場合）は、当行取締役会が別途定める日に、新

株予約権を無償で取得することができる。 
 ① 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案 
 ② 当行が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案 
 ③ 当行が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案 
 ④ 当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について

当行の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 
 ⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式

の取得について当行の承認を要すること又は当該種類の株式について当行が

株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定

款の変更承認の議案 
 

１１．譲渡による新株予約権の取得の制限 
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 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要するも

のとする。 
 
１２．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 
 当行が合併（当行が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割

（それぞれ当行が分割会社となる場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（それぞ

れ当行が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以下「組織再編行為」とい

う。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がそ

の効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸

収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交

換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社

の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新

株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法

第 236 条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編

対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、

新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。 
 ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数 
 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するも

のとする。 
 ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 
 再編対象会社の普通株式とする。 
 ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 
 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、４．に準じて決定する。 
 ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定め

る再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である

再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交

付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対

象会社の株式１株当たり１円とする。 
 ⑤ 新株予約権を行使することができる期間 
 ７．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為

の効力発生日のうちいずれか遅い日から、７．に定める新株予約権を行使する

ことができる期間の満了日までとする。 
 ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資

本準備金に関する事項 
 ９．に準じて決定する 
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 ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限 
 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議によ

る承認を要するものとする。 
 ⑧ 新株予約権の行使の条件 
 ８．に準じて決定する。 
 ⑨ 新株予約権の取得条項 
 １０．に準じて決定する。 

 
１３．新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取決め 
 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある

場合には、これを切り捨てるものとする。 
 

１４．新株予約権を割り当てる日 
 平成 30 年８⽉１⽇  

 
１５．新株予約権の行使請求及び払込みの方法 

 ① 新株予約権を行使する場合には、当行が定める様式による「新株予約権行使

請求書」に必要事項を記入し、記名押印又は署名のうえ、これを１６．に定

める新株予約権の行使請求受付場所に提出するものとする。 
 ② 前①の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各新株予約権の行使に際

して出資される財産の価額に行使に係る新株予約権数を乗じた金額の全額

を、会社法第 281 条第１項の規定に従い、現金にて１７．に定める払込取扱

場所の当行の指定する口座に当行の指定する日時までに振り込むものとす

る。 
 
１６．新株予約権の行使請求受付場所 
 当行人事部（又はその時々における当該業務担当部署） 
 

１７．新株予約権の行使に際して出資される金銭の払込取扱場所 
 当行本店営業部（又はその時々における当該銀行の承継銀行若しくは当該支店の承継

支店） 
 

１８．新株予約権の行使後の取扱い 
 当行は、行使手続終了後速やかに、新株予約権者が予め当行の指定する金融商品取引

業者等に開設した新株予約権者名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が

取得する株式について記載又は記録をするために必要な手続を行なう。 
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１９．本要項の規定の読み替えその他の措置に伴う取扱い 
 本要項の規定の読み替えその他の措置が必要となるときは、会社法の規定及び新株予

約権の趣旨に従い、これに関連する事項の取扱いについて、当行が適切と考える方法に

より、本要項を変更できるものとし、かかる変更は本要項と一体をなすものとする。 
 
２０．発行要項の公示 
 当行は、その本店に新株予約権の発行要項の謄本を備え置き、その営業時間中、新株

予約権者の閲覧に供するものとする。 
 

２１．その他 
 新株予約権の発行及び割当てに関する細目の決定、並びに新株予約権の発行に必要な諸

手続の履行等、新株予約権の発行のために必要な事務については、当行人事部に一任する

以上 
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別紙3-⑥-2 

株式会社あいちフィナンシャルグループ第16回新株予約権の内容 
 

１．新株予約権の名称 
  株式会社あいちフィナンシャルグループ 第 16 回 新株予約権 
 
２．新株予約権の目的である株式の種類及び数 

    新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である

株式の数（以下、「付与株式数」という。）は 100 株とする。 
    なお、下記 11．に定める新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）

後、当社が当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以

下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式

数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使

されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる１株

未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 
   調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率 

 調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定

めないときは、その効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これ

を適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株

主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会

の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当

該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。 
 また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその

他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会に

おいて必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。 
  
３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使する

ことにより交付を受けることができる株式１株あたりの行使価額を１円とし、これに付

与株式数を乗じた金額とする。 
 
４．新株予約権を行使することができる期間 
  2022 年 10 月３日から 2048 年８月１⽇までとする。 
 
５．新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権者は、当社、株式会社愛知銀行又は株式会社中京銀行の取締役及
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び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から 10 日間以内（10 日目

が休日に当たる場合には翌営業日）に限り、新株予約権を行使することがで

きる。 
② 上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分

割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社とな

る株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承

認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた

場合）、当該承認日の翌日から 30 日間に限り新株予約権を行使できるもの

とする。ただし、９．に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関

する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場

合を除くものとする。 
③ その他の条件については、株式会社中京銀行と新株予約権者との間で締結済

みの「株式会社中京銀行第６回新株予約権（株式報酬型ストックオプショ

ン）割当契約書」に定めるところによる。この場合において、当該契約書の

うち、「株式会社中京銀行」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャル

グループ」と読み替え、「株式会社中京銀行 第６回新株予約権（株式報酬

型ストックオプション）」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャルグ

ループ第 16 回新株予約権」と読み替えるものとする。 
 

６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

に関する事項 
 ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額

は、会社計算規則第 17 条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分
の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り上

げるものとする。 
 ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の

額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金

の額を減じた額とする。 
 

７．新株予約権の取得条項 
 当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合

（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会

が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。 
 ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 
 ② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案 
 ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案 
 ④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について



166 
 

当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 
 ⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式

の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が

株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定

款の変更承認の議案 
 

８．譲渡による新株予約権の取得の制限 
 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するも

のとする。 
 
９．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 
 当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割

（それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（それぞ

れ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以下「組織再編行為」とい

う。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がそ

の効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸

収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交

換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社

の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新

株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法

第 236 条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編

対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、

新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。 
 ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数 
 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するも

のとする。 
 ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 
 再編対象会社の普通株式とする。 
 ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 
 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、２．に準じて決定する。 
 ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定め

る再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である

再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交

付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対

象会社の株式１株当たり１円とする。 
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 ⑤ 新株予約権を行使することができる期間 
 ４．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為

の効力発生日のうちいずれか遅い日から、４．に定める新株予約権を行使する

ことができる期間の満了日までとする。 
 ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資

本準備金に関する事項 
 ６．に準じて決定する 
 ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限 
 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議によ

る承認を要するものとする。 
 ⑧ 新株予約権の行使の条件 
 ５．に準じて決定する。 
 ⑨ 新株予約権の取得条項 
 ７．に準じて決定する。 

 
１０．新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取決め 
 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある

場合には、これを切り捨てるものとする。 
 

１１．新株予約権を割り当てる日 
 2022 年 10 月３日 

 
以上 
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別紙3-⑦-1 

株式会社中京銀行第７回新株予約権の内容 
 
１．新株予約権の名称 
  株式会社中京銀行 第７回 新株予約権 
 
２．新株予約権の総数 

    376 個とする。 
    上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当て

る新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する

新株予約権の総数とする。 
 
３．新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 
  当行取締役   ８名  227 個 
  当行執行役員 10 名  149 個 
 
４．新株予約権の目的である株式の種類及び数 

    新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、各新株予約権の目的である

株式の数（以下、「付与株式数」という。）は 100 株とする。 
    なお、下記１４．に定める新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）

後、当行が当行普通株式につき、株式分割（当行普通株式の株式無償割当てを含む。以

下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式

数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使

されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる１株
未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

   調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率 
 調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定

めないときは、その効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これ

を適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当行株

主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会

の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当

該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。 
 また、上記の他、割当日後、当行が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその

他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当行は、当行取締役会に

おいて必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。 
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５．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使する

ことにより交付を受けることができる株式１株あたりの行使価額を１円とし、これに付

与株式数を乗じた金額とする。 
 
６．新株予約権の払込金額の算定方法 
 各新株予約権の払込金額は、以下の算式及び②から⑦の基礎数値に基づき算出した 
１株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額（１円未満の端数は切り上げ）

とする。 
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① １株当たりのオプション価格（C ） 
② 株価（ S ）：2019 年７⽉ 31 日の東京証券取引所における当行普通株式の   

普通取引の終値（終値がない場合は、翌取引日の基準値段） 
③ 行使価格（ X ）：上記５のとおり 
④ 予想残存期間（ t ）：3.2 年 
⑤  ボラティリティ（ ）：3.2 年間（2016 年５⽉ 19 日から 2019 年７⽉ 31

日まで）の各取引日における当行普通株式の普通取引の終値に基づき算出 
⑥  無リスクの利子率（ r ）：残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子

率 
⑦  配当利回り（）：直近年度の１株当りの配当金÷上記②で定める株価 
⑧  標準正規分布の累積分布関数（  N ） 

なお、上記により算出される金額は新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当

しない。また、割当てを受ける者が、当行に対して有する報酬請求権と新株予約権の

払込金額の債務とを相殺する。 
 
７．新株予約権を行使することができる期間 
  2019 年８⽉１⽇から 2049 年７⽉ 31 日までとする。 
 
８．新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権者は、当行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日

の翌日から 10 日間以内（10 日目が休日に当たる場合には翌営業日）に限

り、新株予約権を行使することができる。 
② 上記①にかかわらず、当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、当行が分

割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当行が完全子会社とな
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る株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当行株主総会で承

認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当行取締役会決議または会社

法第 416 条第４項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合）、

当該承認日の翌日から 30 日間に限り新株予約権を行使できるものとする。

ただし、１２．に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事

項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除

くものとする。 
③ その他の条件については、当行と新株予約権者との間で締結する「新株予約

権割当契約」に定めるところによる。 
 

９．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

に関する事項 
 ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額

は、会社計算規則第 17 条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分
の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り上

げるものとする。 
 ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の

額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金

の額を減じた額とする。 
 

１０．新株予約権の取得条項 
 当行は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当行株主総会で承認された場合

（株主総会決議が不要の場合は、当行取締役会決議又は会社法第 416 条第４項の規定に

従い委任された執行役の決定がなされた場合）は、当行取締役会が別途定める日に、新

株予約権を無償で取得することができる。 
 ① 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案 
 ② 当行が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案 
 ③ 当行が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案 
 ④ 当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について

当行の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 
 ⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式

の取得について当行の承認を要すること又は当該種類の株式について当行が

株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定

款の変更承認の議案 
 

１１．譲渡による新株予約権の取得の制限 
 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要するも
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のとする。 
 
１２．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 

 当行が合併（当行が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割

（それぞれ当行が分割会社となる場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（それぞ

れ当行が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以下「組織再編行為」とい

う。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がそ

の効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸

収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交

換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社

の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新

株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法

第 236 条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編

対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、

新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。 
 ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数 
 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するも

のとする。 
 ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 
 再編対象会社の普通株式とする。 
 ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 
 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、４．に準じて決定する。 
 ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定め

る再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である

再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交

付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対

象会社の株式１株当たり１円とする。 
 ⑤ 新株予約権を行使することができる期間 
 ７．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為

の効力発生日のうちいずれか遅い日から、７．に定める新株予約権を行使する

ことができる期間の満了日までとする。 
 ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資

本準備金に関する事項 
 ９．に準じて決定する 
 ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限 
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 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議によ

る承認を要するものとする。 
 ⑧ 新株予約権の行使の条件 
 ８．に準じて決定する。 
 ⑨ 新株予約権の取得条項 
 １０．に準じて決定する。 

 
１３．新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取決め 
 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある

場合には、これを切り捨てるものとする。 
 

１４．新株予約権を割り当てる日 
 2019 年７⽉ 31 日  

 
１５．新株予約権の行使請求及び払込みの方法 

 ① 新株予約権を行使する場合には、当行が定める様式による「新株予約権行使

請求書」に必要事項を記入し、記名押印又は署名のうえ、これを１６．に定

める新株予約権の行使請求受付場所に提出するものとする。 
 ② 前①の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各新株予約権の行使に際

して出資される財産の価額に行使に係る新株予約権数を乗じた金額の全額

を、会社法第 281 条第１項の規定に従い、現金にて１７．に定める払込取扱

場所の当行の指定する口座に当行の指定する日時までに振り込むものとす

る。 
 
１６．新株予約権の行使請求受付場所 
 当行人事部（又はその時々における当該業務担当部署） 
 

１７．新株予約権の行使に際して出資される金銭の払込取扱場所 
 当行本店営業部（又はその時々における当該銀行の承継銀行若しくは当該支店の承継

支店） 
 

１８．新株予約権の行使後の取扱い 
 当行は、行使手続終了後速やかに、新株予約権者が予め当行の指定する金融商品取引

業者等に開設した新株予約権者名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が

取得する株式について記載又は記録をするために必要な手続を行なう。 
 
１９．本要項の規定の読み替えその他の措置に伴う取扱い 
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 本要項の規定の読み替えその他の措置が必要となるときは、会社法の規定及び新株予

約権の趣旨に従い、これに関連する事項の取扱いについて、当行が適切と考える方法に

より、本要項を変更できるものとし、かかる変更は本要項と一体をなすものとする。 
 
２０．発行要項の公示 
 当行は、その本店に新株予約権の発行要項の謄本を備え置き、その営業時間中、新株

予約権者の閲覧に供するものとする。 
 

２１．その他 
 新株予約権の発行及び割当てに関する細目の決定、並びに新株予約権の発行に必要な

諸手続の履行等、新株予約権の発行のために必要な事務については、当行人事部に一任

する。 
 

以上 
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別紙3-⑦-2 

株式会社あいちフィナンシャルグループ第17回新株予約権の内容 
 
１．新株予約権の名称 
  株式会社あいちフィナンシャルグループ 第 17 回 新株予約権 
 
２．新株予約権の目的である株式の種類及び数 

    新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である

株式の数（以下、「付与株式数」という。）は 100 株とする。 
    なお、下記 11．に定める新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）

後、当社が当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以

下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式

数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使

されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる１株
未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

   調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率 
 調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定

めないときは、その効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これ

を適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株

主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会

の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当

該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。 
 また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその

他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会に

おいて必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。 
  
３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使する

ことにより交付を受けることができる株式１株あたりの行使価額を１円とし、これに付

与株式数を乗じた金額とする。 
 
４．新株予約権を行使することができる期間 
  2022 年 10 月３日から 2049 年７月 31 日までとする。 
 
５．新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権者は、当社、株式会社愛知銀行又は株式会社中京銀行の取締役及
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び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から 10 日間以内（10 日目

が休日に当たる場合には翌営業日）に限り、新株予約権を行使することがで

きる。 
 上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割

会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる

株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認

された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場

合）、当該承認日の翌日から 30 日間に限り新株予約権を行使できるものと

する。ただし、９．に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合

を除くものとする。 
③ その他の条件については、株式会社中京銀行と新株予約権者との間で締結済

みの「株式会社中京銀行第７回新株予約権（株式報酬型ストックオプショ

ン）割当契約書」に定めるところによる。この場合において、当該契約書の

うち、「株式会社中京銀行」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャル

グループ」と読み替え、「株式会社中京銀行 第７回新株予約権（株式報酬

型ストックオプション）」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャルグ

ループ第 17 回新株予約権」と読み替えるものとする。 
 

６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

に関する事項 
 ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額

は、会社計算規則第 17 条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分
の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り上

げるものとする。 
 ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の

額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金

の額を減じた額とする。 
 

７．新株予約権の取得条項 
 当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合

（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会

が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。 
 ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 
 ② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案 
 ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案 
 ④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について
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当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 
 ⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式

の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が

株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定

款の変更承認の議案 
 

８．譲渡による新株予約権の取得の制限 
 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するも

のとする。 
 
９．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 
 当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割

（それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（それぞ

れ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以下「組織再編行為」とい

う。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がそ

の効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸

収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交

換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社

の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新

株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法

第 236 条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編

対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、

新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。 
 ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数 
 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するも

のとする。 
 ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 
 再編対象会社の普通株式とする。 
 ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 
 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、２．に準じて決定する。 
 ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定め

る再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である

再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交

付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対

象会社の株式１株当たり１円とする。 
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 ⑤ 新株予約権を行使することができる期間 
 ４．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為

の効力発生日のうちいずれか遅い日から、４．に定める新株予約権を行使する

ことができる期間の満了日までとする。 
 ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資

本準備金に関する事項 
 ６．に準じて決定する 
 ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限 
 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議によ

る承認を要するものとする。 
 ⑧ 新株予約権の行使の条件 
 ５．に準じて決定する。 
 ⑨ 新株予約権の取得条項 
 ７．に準じて決定する。 

 
１０．新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取決め 
 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある

場合には、これを切り捨てるものとする。 
 

１１．新株予約権を割り当てる日 
 2022 年 10 月３日 

 
 

以上 
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別紙3-⑧-1 

株式会社中京銀行第８回新株予約権の内容 
 
１．新株予約権の名称 
  株式会社中京銀行 第８回 新株予約権 
 
２．新株予約権の総数 

    396 個とする。 
    上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当て

る新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する

新株予約権の総数とする。 
 
３．新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 
  当行取締役   ８名  237 個 
  当行執行役員 10 名  159 個 
 
４．新株予約権の目的である株式の種類及び数 

    新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、各新株予約権の目的である

株式の数（以下、「付与株式数」という。）は 100 株とする。 
    なお、下記１４．に定める新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）

後、当行が当行普通株式につき、株式分割（当行普通株式の株式無償割当てを含む。以

下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式

数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使

されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる 1 株

未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 
   調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率 

 調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定

めないときは、その効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これ

を適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当行株

主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会

の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当

該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。 
 また、上記の他、割当日後、当行が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその

他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当行は、当行取締役会に

おいて必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。 
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５．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使する

ことにより交付を受けることができる株式１株あたりの行使価額を１円とし、これに付

与株式数を乗じた金額とする。 
 
６．新株予約権の払込金額の算定方法 
 各新株予約権の払込金額は、以下の算式及び②から⑦の基礎数値に基づき算出した 
1 株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額（１円未満の端数は切り上げ）

とする。 
    21 dXNedNSeC rtt     
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① １株当たりのオプション価格（C ） 
② 株価（ S ）：2020 年７⽉ 29 日の東京証券取引所における当行普通株式の   

普通取引の終値（終値がない場合は、翌取引日の基準値段） 
③ 行使価格（ X ）：上記５のとおり 
④ 予想残存期間（ t）：2.9 年 
⑤  ボラティリティ（ ）：2.9 年間（2017 年９⽉４⽇から 2020 年７⽉ 29

日まで）の各取引日における当行普通株式の普通取引の終値に基づき算出 
⑥  無リスクの利子率（ r ）：残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子

率 
⑦  配当利回り（）：直近年度の１株当りの配当金÷上記②で定める株価 
⑧  標準正規分布の累積分布関数（  N ） 

なお、上記により算出される金額は新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当

しない。また、割当てを受ける者が、当行に対して有する報酬請求権と新株予約権の

払込金額の債務とを相殺する。 
 
７．新株予約権を行使することができる期間 
  2020 年７⽉ 30 日から 2050 年７⽉ 29 日までとする。 
 
８．新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権者は、当行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日

の翌日から 10 日間以内（10 日目が休日に当たる場合には翌営業日）に限

り、新株予約権を行使することができる。 
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② 上記①にかかわらず、当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、当行が分

割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当行が完全子会社とな

る株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当行株主総会で承

認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当行取締役会決議または会社

法第 416 条第４項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合）、

当該承認日の翌日から 30 日間に限り新株予約権を行使できるものとする。

ただし、１２．に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事

項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除

くものとする。 
③ その他の条件については、当行と新株予約権者との間で締結する「新株予約

権割当契約」に定めるところによる。 
 
９．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

に関する事項 
 ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額

は、会社計算規則第 17 条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分
の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り上

げるものとする。 
 ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の

額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金

の額を減じた額とする。 
 

１０．新株予約権の取得条項 
 当行は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当行株主総会で承認された場合

（株主総会決議が不要の場合は、当行取締役会決議又は会社法第 416 条第４項の規定に

従い委任された執行役の決定がなされた場合）は、当行取締役会が別途定める日に、新

株予約権を無償で取得することができる。 
 ① 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案 
 ② 当行が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案 
 ③ 当行が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案 
 ④ 当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について

当行の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 
 ⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式

の取得について当行の承認を要すること又は当該種類の株式について当行が

株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定

款の変更承認の議案 
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１１．譲渡による新株予約権の取得の制限 
 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要するもの

とする。 
 
１２．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 
 当行が合併（当行が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割

（それぞれ当行が分割会社となる場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（それぞ

れ当行が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以下「組織再編行為」とい

う。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がそ

の効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸

収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交

換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社

の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新

株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法

第 236 条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編

対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、

新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。 
 ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数 
 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するも

のとする。 
 ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 
 再編対象会社の普通株式とする。 
 ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 
 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、４．に準じて決定する。 
 ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定め

る再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である

再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交

付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対

象会社の株式１株当たり１円とする。 
 ⑤ 新株予約権を行使することができる期間 
 ７．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為

の効力発生日のうちいずれか遅い日から、７．に定める新株予約権を行使する

ことができる期間の満了日までとする。 
 ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資

本準備金に関する事項 
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 ９．に準じて決定する 
 ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限 
 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議によ

る承認を要するものとする。 
 ⑧ 新株予約権の行使の条件 
 ８．に準じて決定する。 
 ⑨ 新株予約権の取得条項 
 １０．に準じて決定する。 

 
１３．新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取決め 
 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある

場合には、これを切り捨てるものとする。 
 

１４．新株予約権を割り当てる日 
 2020 年７⽉ 29 日  

 
１５．新株予約権の行使請求及び払込みの方法 

 ① 新株予約権を行使する場合には、当行が定める様式による「新株予約権行使

請求書」に必要事項を記入し、記名押印又は署名のうえ、これを１６．に定

める新株予約権の行使請求受付場所に提出するものとする。 
 ② 前①の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各新株予約権の行使に際

して出資される財産の価額に行使に係る新株予約権数を乗じた金額の全額

を、会社法第 281 条第１項の規定に従い、現金にて１７．に定める払込取扱

場所の当行の指定する口座に当行の指定する日時までに振り込むものとす

る。 
 
１６．新株予約権の行使請求受付場所 
 当行人事部（又はその時々における当該業務担当部署） 
 

１７．新株予約権の行使に際して出資される金銭の払込取扱場所 
 当行本店営業部（又はその時々における当該銀行の承継銀行若しくは当該支店の承継

支店） 
 

１８．新株予約権の行使後の取扱い 
 当行は、行使手続終了後速やかに、新株予約権者が予め当行の指定する金融商品取引

業者等に開設した新株予約権者名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が

取得する株式について記載又は記録をするために必要な手続を行なう。 
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１９．本要項の規定の読み替えその他の措置に伴う取扱い 

 本要項の規定の読み替えその他の措置が必要となるときは、会社法の規定及び新株予

約権の趣旨に従い、これに関連する事項の取扱いについて、当行が適切と考える方法に

より、本要項を変更できるものとし、かかる変更は本要項と一体をなすものとする。 
 
２０．発行要項の公示 
 当行は、その本店に新株予約権の発行要項の謄本を備え置き、その営業時間中、新株

予約権者の閲覧に供するものとする。 
 

２１．その他 
 新株予約権の発行及び割当てに関する細目の決定、並びに新株予約権の発行に必要な

諸手続の履行等、新株予約権の発行のために必要な事務については、当行人事部に一任

する。 
以 上 
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別紙3-⑧-2 

株式会社あいちフィナンシャルグループ第18回新株予約権の内容 
 
１．新株予約権の名称 
  株式会社あいちフィナンシャルグループ 第 18 回 新株予約権 
 
２．新株予約権の目的である株式の種類及び数 

    新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である

株式の数（以下、「付与株式数」という。）は 100 株とする。 
    なお、下記 11．に定める新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）

後、当社が当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以

下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式

数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使

されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる１株
未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

   調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率 
 調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定

めないときは、その効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これ

を適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株

主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会

の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当

該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。 
 また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその

他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会に

おいて必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。 
 
３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使する

ことにより交付を受けることができる株式１株あたりの行使価額を１円とし、これに付

与株式数を乗じた金額とする。 
 
４．新株予約権を行使することができる期間 
  2022 年 10 月３日から 2050 年７月 29 日までとする。 
 
５．新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権者は、当社、株式会社愛知銀行又は株式会社中京銀行の取締役及
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び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から 10 日間以内（10 日目

が休日に当たる場合には翌営業日）に限り、新株予約権を行使することがで

きる。 
② 上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分

割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社とな

る株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承

認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた

場合）、当該承認日の翌日から 30 日間に限り新株予約権を行使できるもの

とする。ただし、９．に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関

する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場

合を除くものとする。 
③ その他の条件については、株式会社中京銀行と新株予約権者との間で締結済

みの「株式会社中京銀行第８回新株予約権（株式報酬型ストックオプショ

ン）割当契約書」に定めるところによる。この場合において、当該契約書の

うち、「株式会社中京銀行」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャル

グループ」と読み替え、「株式会社中京銀行 第８回新株予約権（株式報酬

型ストックオプション）」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャルグ

ループ第 18 回新株予約権」と読み替えるものとする。 
 
６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

に関する事項 
 ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額

は、会社計算規則第 17 条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分
の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り上

げるものとする。 
 ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の

額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金

の額を減じた額とする。 
 

７．新株予約権の取得条項 
 当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合

（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会

が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。 
 ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 
 ② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案 
 ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案 
 ④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について
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当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 
 ⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式

の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が

株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定

款の変更承認の議案 
 

８．譲渡による新株予約権の取得の制限 
 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するも

のとする。 
 
９．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 
 当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割

（それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（それぞ

れ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以下「組織再編行為」とい

う。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がそ

の効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸

収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交

換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社

の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新

株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法

第 236 条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編

対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、

新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。 
 ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数 
 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するも

のとする。 
 ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 
 再編対象会社の普通株式とする。 
 ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 
 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、２．に準じて決定する。 
 ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定め

る再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である

再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交

付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対

象会社の株式１株当たり１円とする。 
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 ⑤ 新株予約権を行使することができる期間 
 ４．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為

の効力発生日のうちいずれか遅い日から、４．に定める新株予約権を行使する

ことができる期間の満了日までとする。 
 ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資

本準備金に関する事項 
 ６．に準じて決定する 
 ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限 
 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議によ

る承認を要するものとする。 
 ⑧ 新株予約権の行使の条件 
 ５．に準じて決定する。 
 ⑨ 新株予約権の取得条項 
 ７．に準じて決定する。 

 
１０．新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取決め 
 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある

場合には、これを切り捨てるものとする。 
 

１１．新株予約権を割り当てる日 
 2022 年 10 月３日 

 
以 上 
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別紙3-⑨-1 

株式会社中京銀行第９回新株予約権の内容 
 
１．新株予約権の名称 
  株式会社中京銀行 第９回新株予約権 
 
２．新株予約権の総数 

    410 個とする。 
    上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当て

る新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する

新株予約権の総数とする。 
 
３．新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 
  当行取締役   ６名  283 個 
  当行執行役員  ５名  127 個 
 
４．新株予約権の目的である株式の種類及び数 

    新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、各新株予約権の目的である

株式の数（以下、「付与株式数」という。）は 100 株とする。 
    なお、下記１４．に定める新株予約権を割り当てる⽇（以下、「割当⽇」という。）

後、当⾏が当⾏普通株式につき、株式分割（当⾏普通株式の株式無償割当てを含む。以
下、株式分割の記載につき同じ。）⼜は株式併合を⾏う場合、次の算式により付与株式
数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で⾏使
されていない新株予約権の⽬的である株式の数について⾏われ、調整の結果⽣じる１株
未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

   調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率 
 調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定

めないときは、その効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これ

を適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当行株

主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会

の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当

該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。 
 また、上記の他、割当日後、当行が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその

他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当行は、当行取締役会に

おいて必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。 
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５．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使する

ことにより交付を受けることができる株式１株あたりの行使価額を１円とし、これに付

与株式数を乗じた金額とする。 
 
６．新株予約権の払込金額の算定方法 
 各新株予約権の払込金額は、以下の算式及び②から⑦の基礎数値に基づき算出した 
1 株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額（１円未満の端数は切り上げ）

とする。 
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① 1 株当たりのオプション価格（C ） 
② 株価（ S ）：2021 年７⽉ 28 日の東京証券取引所における当行普通株式の   

普通取引の終値（終値がない場合は、翌取引日の基準値段） 
③ 行使価格（ X ）：上記５のとおり 
④ 予想残存期間（ t）：3.0 年 
⑤  ボラティリティ（ ）：3.0 年間（2018 年７⽉ 29 日から 2021 年７⽉ 28

日まで）の各取引日における当行普通株式の普通取引の終値に基づき算出 
⑥  無リスクの利子率（ r ）：残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子

率 
⑦  配当利回り（）：直近年度の１株当りの配当金÷上記②で定める株価 
⑧  標準正規分布の累積分布関数（  N ） 

なお、上記により算出される金額は新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当

しない。また、割当てを受ける者が、当行に対して有する報酬請求権と新株予約権の

払込金額の債務とを相殺する。 
 
７．新株予約権を行使することができる期間 
  2021 年７⽉ 29 日から 2051 年７⽉ 28 日までとする。 
 
８．新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権者は、当行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日

の翌日から 10 日間以内（10 日目が休日に当たる場合には翌営業日）に限

り、新株予約権を行使することができる。 
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② 上記①にかかわらず、当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、当行が分

割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当行が完全子会社とな

る株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当行株主総会で承

認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当行取締役会決議または会社

法第 416 条第４項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合）、

当該承認日の翌日から 30 日間に限り新株予約権を行使できるものとする。

ただし、１２．に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事

項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除

くものとする。 
③ その他の条件については、当行と新株予約権者との間で締結する「新株予約

権割当契約」に定めるところによる。 
 
９．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

に関する事項 
 ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額

は、会社計算規則第 17 条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分
の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り上

げるものとする。 
 ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の

額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金

の額を減じた額とする。 
 

１０．新株予約権の取得条項 
 当行は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当行株主総会で承認された場合

（株主総会決議が不要の場合は、当行取締役会決議又は会社法第 416 条第４項の規定に

従い委任された執行役の決定がなされた場合）は、当行取締役会が別途定める日に、新

株予約権を無償で取得することができる。 
 ① 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案 
 ② 当行が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案 
 ③ 当行が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案 
 ④ 当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について

当行の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 
 ⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式

の取得について当行の承認を要すること又は当該種類の株式について当行が

株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定

款の変更承認の議案 
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１１．譲渡による新株予約権の取得の制限 
 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要するも

のとする。 
 
１２．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 
 当行が合併（当行が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割

（それぞれ当行が分割会社となる場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（それぞ

れ当行が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以下「組織再編行為」とい

う。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がそ

の効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸

収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交

換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社

の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新

株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法

第 236 条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編

対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、

新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。 
 ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数 
 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するも

のとする。 
 ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 
 再編対象会社の普通株式とする。 
 ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 
 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、４．に準じて決定する。 
 ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定め

る再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である

再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交

付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対

象会社の株式１株当たり１円とする。 
 ⑤ 新株予約権を行使することができる期間 
 ７．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為

の効力発生日のうちいずれか遅い日から、７．に定める新株予約権を行使する

ことができる期間の満了日までとする。 
 ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資

本準備金に関する事項 
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 ９．に準じて決定する 
 ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限 
 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議によ

る承認を要するものとする。 
 ⑧ 新株予約権の行使の条件 
 ８．に準じて決定する。 
 ⑨ 新株予約権の取得条項 
 １０．に準じて決定する。 

 
１３．新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取決め 
 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある

場合には、これを切り捨てるものとする。 
 

１４．新株予約権を割り当てる日 
 2021 年７⽉ 28 日  

 
１５．新株予約権の行使請求及び払込みの方法 

 ① 新株予約権を行使する場合には、当行が定める様式による「新株予約権行使

請求書」に必要事項を記入し、記名押印又は署名のうえ、これを１６．に定

める新株予約権の行使請求受付場所に提出するものとする。 
 ② 前①の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各新株予約権の行使に際

して出資される財産の価額に行使に係る新株予約権数を乗じた金額の全額

を、会社法第 281 条第１項の規定に従い、現金にて１７．に定める払込取扱

場所の当行の指定する口座に当行の指定する日時までに振り込むものとす

る。 
 
１６．新株予約権の行使請求受付場所 
 当行人事部（又はその時々における当該業務担当部署） 
 

１７．新株予約権の行使に際して出資される金銭の払込取扱場所 
 当行本店営業部（又はその時々における当該銀行の承継銀行若しくは当該支店の承継

支店） 
 

１８．新株予約権の行使後の取扱い 
 当行は、行使手続終了後速やかに、新株予約権者が予め当行の指定する金融商品取引

業者等に開設した新株予約権者名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が

取得する株式について記載又は記録をするために必要な手続を行なう。 
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１９．本要項の規定の読み替えその他の措置に伴う取扱い 

 本要項の規定の読み替えその他の措置が必要となるときは、会社法の規定及び新株予

約権の趣旨に従い、これに関連する事項の取扱いについて、当行が適切と考える方法に

より、本要項を変更できるものとし、かかる変更は本要項と一体をなすものとする。 
 
２０．発行要項の公示 
 当行は、その本店に新株予約権の発行要項の謄本を備え置き、その営業時間中、新株

予約権者の閲覧に供するものとする。 
 

２１．その他 
 新株予約権の発行及び割当てに関する細目の決定、並びに新株予約権の発行に必要な

諸手続の履行等、新株予約権の発行のために必要な事務については、当行人事部に一任

する。 
以 上 
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別紙3-⑨-2 

株式会社あいちフィナンシャルグループ第19回新株予約権の内容 
 
１．新株予約権の名称 
  株式会社あいちフィナンシャルグループ 第 19 回新株予約権 
 
２．新株予約権の目的である株式の種類及び数 

    新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である

株式の数（以下、「付与株式数」という。）は 100 株とする。 
    なお、下記 11．に定める新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）

後、当社が当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以

下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式

数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使

されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる１株
未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

   調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率 
 調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定

めないときは、その効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これ

を適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株

主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会

の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当

該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。 
 また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその

他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会に

おいて必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。 
 
３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使する

ことにより交付を受けることができる株式１株あたりの行使価額を１円とし、これに付

与株式数を乗じた金額とする。 
 
４．新株予約権を行使することができる期間 
  2022 年 10 月３日から 2051 年７⽉ 28 日までとする。 
 
５．新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権者は、当社、株式会社愛知銀行又は株式会社中京銀行の取締役及
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び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から 10 日間以内（10 日目

が休日に当たる場合には翌営業日）に限り、新株予約権を行使することがで

きる。 
② 上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分

割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社とな

る株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承

認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた

場合）、当該承認日の翌日から 30 日間に限り新株予約権を行使できるもの

とする。ただし、９．に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関

する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場

合を除くものとする。 
③ その他の条件については、株式会社中京銀行と新株予約権者との間で締結済

みの「株式会社中京銀行第９回新株予約権（株式報酬型ストックオプショ

ン）割当契約書」に定めるところによる。この場合において、当該契約書の

うち、「株式会社中京銀行」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャル

グループ」と読み替え、「株式会社中京銀行 第９回新株予約権（株式報酬

型ストックオプション）」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャルグ

ループ第 19 回新株予約権」と読み替えるものとする。 
 
６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

に関する事項 
 ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額

は、会社計算規則第 17 条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分
の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り上

げるものとする。 
 ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の

額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金

の額を減じた額とする。 
 

７．新株予約権の取得条項 
 当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合

（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会

が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。 
 ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 
 ② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案 
 ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案 
 ④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について
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当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 
 ⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式

の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が

株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定

款の変更承認の議案 
 

８．譲渡による新株予約権の取得の制限 
 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するも

のとする。 
 
９．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 
 当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割

（それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（それぞ

れ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以下「組織再編行為」とい

う。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がそ

の効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸

収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交

換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社

の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新

株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法

第 236 条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編

対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、

新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。 
 ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数 
 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するも

のとする。 
 ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 
 再編対象会社の普通株式とする。 
 ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 
 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、２．に準じて決定する。 
 ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定め

る再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である

再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交

付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対

象会社の株式１株当たり１円とする。 
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 ⑤ 新株予約権を行使することができる期間 
 ４．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為

の効力発生日のうちいずれか遅い日から、４．に定める新株予約権を行使する

ことができる期間の満了日までとする。 
 ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資

本準備金に関する事項 
 ６．に準じて決定する 
 ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限 
 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議によ

る承認を要するものとする。 
 ⑧ 新株予約権の行使の条件 
 ５．に準じて決定する。 
 ⑨ 新株予約権の取得条項 
 ７．に準じて決定する。 

 
１０．新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取決め 
 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある

場合には、これを切り捨てるものとする。 
 

１１．新株予約権を割り当てる日 
 2022 年 10 月３日 

以 上 
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別添 2 

 

みずほ証券によるフェアネス・オピニオンに関する前提条件等 

 

 みずほ証券は、2022 年 5 月 10 日に愛知銀行及び中京銀行で合意された株式移転比率

（以下、「本株式移転比率」といいます。）が、愛知銀行の普通株主にとって財務的見地

から妥当である旨の意見書（以下、「本書」といいます。）を出状しておりますが、その

出状にあたっては、以下の点を前提条件としております。 

 

 みずほ証券は、本書における意見表明にあたり、みずほ証券が検討した全ての公開情報

及び各行からみずほ証券に提供され、又はみずほ証券が各行と協議した財務その他の情報

で本書における分析の実質的な根拠となった情報（以下、「本件情報」といいます。）の

全てが、正確かつ完全であることに依拠し、それを前提としております。みずほ証券は、

本件情報の正確性若しくは完全性につき独自に検証は行っておらず、また、これらを独自

に検証する義務を負いません。従って、本書で表明される結論は、本件情報について、か

かる情報を重大な誤りとする事項があった場合、又は本書交付時点で開示されていない事

実や状況若しくは本書交付時点以降に発生した事実や状況（本書交付時点において潜在的

に存在した事実で、その後明らかになった事実を含む。）があった場合には、異なる可能

性があります。なお、みずほ証券は愛知銀行の経営陣が、各行からみずほ証券に提供さ

れ、又はみずほ証券が愛知銀行と協議した財務その他の情報について、不完全若しくは誤

解を招くようなものとするような事実を一切認識していないことを前提としています。 

 みずほ証券が提供を受けた財務予測その他の将来に関する情報（将来の収益及び費用に

関する予想、費用節減の見通し並びに各行の事業計画を含みます。）については、各行及

び各行の関係会社の将来の経営成績及び財務状況に関し現時点で得られる 善の予測及び

判断に基づき、各行の経営陣によって合理的に準備、作成されたことを前提とし、かつ、

みずほ証券は、かかる財務予測及び事業計画の実現可能性について独自に検証することな

く、これらの財務予測及び事業計画に依拠し、本書で言及される分析若しくは予想又はそ

れらの基礎となる仮定に関して何らの見解も表明しておりません。なお、本株式移転によ

る両行のシナジー効果については、みずほ証券は本書の交付時点において意見表明に重要

な影響を及ぼす可能性を定量的に評価できる事項は認識しておらず、本書における検討で

はこれを盛り込んでおりません。 

 本書作成にあたってみずほ証券が要求した情報のうち、各行から情報の提供又は開示を

受けられず、又は提供若しくは開示を受けたもののそれが各行の株式価値に及ぼす影響が

現時点においては不確定なもの、又はその他の方法によってもみずほ証券が評価の基礎と

して使用できなかったものについては、みずほ証券は、愛知銀行の同意の下で、みずほ証

券が合理的及び適切と考える仮定を用いています。みずほ証券のかかる仮定が重要な点に

おいて事実と異なることが明らかになった場合に、評価結果が異なる可能性があります。 
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本株式移転は、日本の法人税法上、両行につき課税されない取引であること、及び本株式

移転に関するその他の課税関係が本株式移転比率に影響を及ぼさないことを前提としてい

ます。また、みずほ証券は、独自に検証を行うことなく、本株式移転が適時に完了するこ

と、並びに両行又は本株式移転で期待される利益に何らの悪影響を及ぼすことなく、本株

式移転の完了に必要なすべての重要な、政府、規制当局その他の同意及び承認（法令又は

契約に基づくものであるか否かを問わない。）を得ることができること、また、かかる同

意及び承認の内容が本株式移転比率に影響を及ぼさないこと、各行に対し規制当局その他

により発令若しくは課された命令、措置その他の処分がある場合には、各行から開示を受

けたものを除き、それが各行の今後の業績に与える影響が存在しないか、又は今後も発生

しないことを前提としています。みずほ証券は、法律、規制又は税務関連の専門家ではな

く、かかる事項については、両行の外部専門家が行った評価に依拠しております。 

 また、みずほ証券は、各行又はその関係会社の資産・負債（デリバティブ取引、簿外資

産・負債その他の偶発債務を含む。）又は引当につき独自に評価・査定を行っておらず、

その会計上・税務上の評価額の妥当性ないし会計処理・税務処理の適正性について分析し

ておらず、いかなる評価、査定又は分析についても、独自に第三者から提供を受けたこと

はなく、第三者に要求しておりません。みずほ証券は、各行又はその関係会社の財産又は

施設を検査する義務を負っておらず、倒産、破産等に関する法律に基づいて各行又はその

関係会社の株主資本又は支払能力についての評価を行っておりません。尚、中京銀行が本

株式移転に先立ち実施する予定の自社株公開買付けについては、本株式移転の実行時点に

おいてこれが実行されることを前提として、又中京銀行が 2022 年 9 月 30 日を基準日とし

て実施する予定の特別配当が予定通り実行されることを前提として価値算定を行っており

ます。 

 各行並びにその関係会社のいずれも、本株式移転比率に重大な影響を及ぼすような契

約、合意その他一切の書面を過去に締結しておらず、かつこのような決定を行っていない

こと、また、将来も締結若しくは決定を行わないこと、及び本株式移転の実行により、将

来、各行又はその関係会社が当事者として拘束される重要な合意に違反することとなら

ず、かつ、かかる重要な合意を解除する権利又はかかる合意に基づき不履行を宣言し若し

くは救済手段を行使する権利を生じさせないことを前提としています。みずほ証券は、本

件情報において開示を受けたものを除き、各行及びその関係会社の訴訟若しくは紛争その

他に関する偶発債務又は環境、税務若しくは知的財産権等に関する簿外債務は存在しない

こと、並びに各行の事業に関する現在の保険加入額が事業運営上十分であることを前提と

しています。 

 本書は、本書の日付現在存在し、評価できる財務、経済、市場その他の状況を前提とし

ており、かつ、本書の日付現在みずほ証券が入手している情報に依拠しています。なお、

本書の日付現在みずほ証券が入手している情報若しくはかかる情報に潜在的に含まれてい

る事実についても、本書の日付現在においてかかる情報・事実が各行の株式価値に及ぼす

影響が必ずしも明らかではないものについては、みずほ証券は検討の対象としていませ
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ん。また、現在及び将来において、各行が現在想定している事業・財務等の見通しに著し

く影響を与える可能性のある技術革新、その他の事象は存在しないことを前提としていま

す。従って、本書の日付以降に本書における検討の前提とした事実に変更若しくは影響が

発生した場合、又は前記のような潜在的な事実が判明したことによる株式価値への影響が

明らかになった場合等において、みずほ証券の意見が影響を受ける可能性がありますが、

みずほ証券は本書を変更、更新、補足又は再確認する責任を一切負いません。 

 みずほ証券は、本株式移転に関連し愛知銀行のフィナンシャル・アドバイザーとして、

そのサービスの対価である手数料（本株式移転の完了を条件とする成功報酬を含みま

す。）を愛知銀行から受領する予定です。みずほ証券及びその関係会社には、過去に愛知

銀行並びに愛知銀行の関係会社に対してフィナンシャル・アドバイス、資金調達等に関す

るサービスを提供し、その対価として手数料を受取っているものがあります。愛知銀行

は、本書の提出に関連するものを含め、みずほ証券の関与によりみずほ証券に生じる一定

の債務について、みずほ証券に対し補償することに合意しています。さらに、通常の業務

過程において、又は、本株式移転に関連して、みずほ証券及びみずほ証券を構成員とする

みずほフィナンシャルグループ各社は、自己の勘定又は顧客の勘定で、両行のいずれか又

はその関係会社の発行する一定の株式、債券その他の証券を含む各種の金融商品を引き受

け、保有し又は売却することがあり、随時これらの金融商品のポジションを保有する可能

性、並びに両行のいずれか若しくはその関係会社又はこれらの会社の発行する各種の金融

商品に係るデリバティブ取引を行う可能性があります。また、みずほ証券及びみずほ証券

を構成員とするみずほフィナンシャルグループ各社は、通常の業務過程において、又は、

本株式移転に関連して両行のいずれか又はその関係会社と融資その他の取引関係を有し、

かかる行為について対価を受領する可能性があります。 

 みずほ証券は、本株式移転を進め、又はこれを実行することの前提となる愛知銀行の経

営上の意思決定に関し意見を提出することは要請されておらず、みずほ証券の意見はいか

なる面においてもかかる事項を対象としていません。本株式移転比率は、両行間の交渉を

経て決定され、愛知銀行の取締役会により承認されるものであり、みずほ証券の意見は、

愛知銀行が本株式移転を検討するに際して考慮された多くの要因の一つにすぎません。し

たがって、愛知銀行の取締役会の本株式移転又は本株式移転比率についての見解を決定付

ける要因と捉えることはできません。また、みずほ証券は、本株式移転以外の取引又は本

株式移転と他の取引との優劣に関し意見を提出することを依頼されておらず、本書におい

てかかる意見を表明しておりません。みずほ証券は、愛知銀行又は愛知銀行取締役会に対

し、本株式移転に関連して第三者による関心を募るよう勧誘する義務を負っておらず、か

つかかる勧誘を行っておりません。 

 みずほ証券の意見は、本株式移転比率が本書の日付現在の愛知銀行の普通株主にとって

財務的見地から妥当であるか否かに限定されており、愛知銀行の他の種類の証券保有者、

債権者その他の関係者にとっての本株式移転比率の妥当性について意見を表明するもので

はありません。また、愛知銀行普通株主が本株式移転に関し、議決権行使その他の行為を
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いかに行うべきかについて意見を表明するものではありません。みずほ証券は、本株式移

転の形態、ストラクチャー等を含む本株式移転の諸条件（本株式移転比率を除きます。）

について意見を表明しておらず、また、両行のいずれかの取締役、執行役員若しくは従業

員又はそれらに相当する者に対する、本株式移転に関連する報酬の額若しくはその性質、

又はかかる報酬の妥当性に関する意見も表明しておりません。 
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終事業年度（2021 年 4 月 1 日から 2022 年 3 月 31 日まで）に係
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第 116 期 (2021 年 4 月 1 日から 
2022 年 3 月 31 日まで ) 事 業 報 告

 
１ 当行の現況に関する事項 
(1) 事業の経過および成果等 
（主要な事業内容） 
 当行は本店等 87 ヵ店（店舗内店舗 25 ヵ店、インターネット支店１ヵ店を含む）
において、預金、貸出、内国為替、外国為替、有価証券投資等の業務、および国
債、投資信託、保険等の窓口販売業務、ならびにそれらに付随する業務を行ってお
ります。 

 
（金融経済環境） 
 当期における国内経済を振り返りますと、景気は持ち直しの動きが続いているも
のの、新型コロナウイルス感染症による影響により、一部の非製造業などにおいて
厳しい状況となりました。また、経済社会活動が正常化に向かう中で、各種政策や
海外経済の改善もあり、設備投資や生産を中心に持ち直しましたが、個人消費や非
製造業の弱さが続きました。 
 当地区におきましては、年度を通じて持ち直しの動きがみられましたが、足許で
は輸出や生産が足踏みの状況となっており、持ち直しの動きが一服しました。 
 こうした中、金融情勢につきましては、企業等への資金繰り支援と金融市場の安
定を維持するため、日本銀行が長短金利操作付き量的・質的金融緩和の継続など金
融緩和を強化しており、長期金利は 0.00％～プラス 0.25％の範囲で推移しました。
また、翌日物金利は、マイナス 0.06％～0.00％の範囲で推移しました。株式市場にお
きましては、ＦＲＢの政策転換に伴う米国株の不安定な動きや、ウクライナ情勢な
どの外部環境に左右される展開もあり、年度末の終値は前年度末比 1,357 円下落の
27,821 円となりました。 
 
 

 
（事業の経過および成果） 
 このような金融経済情勢の下、当行は 2021 年４月から第 18 次中期経営計画＜Ｃ
Ｘプラン＞をスタートさせました。＜ＣＸプラン＞では、地域社会の成長に貢献す
るため、お客さまのライフステージに応じた総合的なコンサルティングを、金融仲
介機能とともに包括的かつタイムリーに提供する企業へ転換するべく、“金融機能
を有する地域貢献型コンサルティング会社”を目指して諸施策を推進してまいりま
した。 
 事業を営むお客さまに対しましては、新型コロナウイルス感染症の影響による資
金面のご支援に加え、お客さまへのヒアリング調査を定期的に実施することで、お
客さまが抱えるさまざまな経営課題に対して、ソリューション提案活動などのコン
サルティング機能を通じた伴走型支援を実践し、地域経済の活性化および社会課題
の解決に貢献する取り組みを行いました。また、事業承継や人材確保などを中心
に、質・量の伴ったソリューションメニューを充実させた結果、期末のソリューシ
ョンメニュー数は 157 件となり、お客さまの本業支援、事業価値向上のサポートに
努めてまいりました。 
 個人のお客さまに対しましては、対面とオンラインを融合させた、ハイブリッド
型の投資一任サービス「＜中京＞おまかせＮａｖｉ」の取扱いを開始するなど、お
客さまの資産形成をサポートする取り組みを行いました。また、非対面チャネルの
充実を目的として、スマホによるＷＥＢ受付サービス「ＷＥＢ口座開設」や、スマ
ホ決済サービス「Ｂａｎｋ Ｐａｙ」との口座連携を開始するなど、多様なニーズに
お応えしてまいりました。 
 
 店舗につきましては、経営資源を凝縮し、重要拠点や施策に戦略的に再配分する
ことを目的として、2021 年４月から 2022 年２月にかけて、計 22 ヵ店を店舗内店舗
方式で移転いたしました。また、2021 年 11 月には柴田支店と店舗内店舗の東海支店
を、新店舗に新築移転いたしました。 
 期末現在の店舗数は、店舗内店舗 25 ヵ店、インターネット支店１ヵ店を含め 87
ヵ店、拠点数としては 61 ヵ所、店舗外ＡＴＭは 26 ヵ所となっております。 
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 また、当行では、2019 年 10 月に行った「中京銀行ＳＤＧｓ宣言」により、地域金
融機関として本業を通じた持続可能な社会の実現を目指しており、中京ＳＤＧｓ私
募債「みらいエール」の取り組み促進や、「グローバルＥＳＧバランスファンド
（愛称：ブルー・アース）」の信託報酬の一部を「愛知県まち・ひと・しごと創生
総合戦略」に寄付するなどの活動を行っております。また、2021 年 10 月にはサステ
ナビリティ課題への取り組みとともに、ＴＣＦＤ（気候関連財務情報開示タスクフ
ォース）提言への対応方針を公表し、本店ビルおよび愛知県下の全店舗においてＣ
Ｏ₂フリー電力を導入するなど、環境配慮型設備や再生可能エネルギーの活用を通じ
て、脱炭素社会の実現に向けて取り組んでおります。 
 当行は、今後もＳＤＧｓに取り組む地域のお客さまのご支援も行うことで、持続
可能な地域社会の実現に貢献してまいります。 
 このような取り組みの結果、当行の業績は次のとおりとなりました。 
 預金につきましては、計 22 ヵ店の店舗を店舗内店舗方式で移転させたことで一部
のお客さまの利便性が低下したことから、期中 372 億円減少し、期末残高は１兆
8,602 億円となりました。 
 貸出金につきましては、国内外の情勢変化や資源価格の上昇などの影響を受けら
れた企業のお客さまへの資金面でのご支援に加え、住宅ローンを中心に個人のお客
さまの資金需要にも積極的にお応えした結果、期中 135 億円増加し、期末残高は１
兆 5,491 億円となりました。 
 有価証券につきましては、国内債券や株式などの減少により、期末残高は期中 255
億円減少し 4,060 億円となりました。 
 経常収益につきましては、貸出金利息の増加や経営支援に関する提案を積極的に
行うことで法人関連の役務取引等収益は増加しましたが、有価証券利息配当金や国
債等債券売却益の減少などにより、前期比 536 百万円減少し 31,459 百万円となりま
した。経常費用は、物件費を主体とした経費削減と国債等債券売却損の減少などに
より、前期比 2,243 百万円減少し 24,932 百万円となりました。以上の結果、経常利
益は前期比 1,706 百万円増加し 6,526 百万円、当期純利益は前期比 794 百万円増加し
4,246 百万円となりました。 
 自己資本比率につきましては、前期比 0.38 ポイント上昇し、8.71％となりまし
た。 

 
（当行が対処すべき課題） 
 我が国経済および当行の主要な営業地域である愛知県では、各種政策の効果や海
外経済の改善もあって、景気が持ち直していくことが期待されるものの、ウクライ
ナ情勢などによる不透明感がみられる中で、資源価格の上昇や金融資本市場の変
動、供給面での制約等による下振れリスクがあることを認識しております。 
 更に、中長期的には、人口減少による国内市場の縮小やコロナ禍で加速したデジ
タライゼーションによる新たな競争の進展、お客さまのライフステージに応じた多
様なニーズの高まりや、預貸利益や有価証券利息配当金の収益性低下など、急速な
環境変化に対応しうるビジネスモデルへの抜本的な変革の必要性を認識しておりま
す。 
 
 このような厳しい経営環境のもと、第 18 次中期経営計画＜ＣＸプラン＞におい
て、諸施策を具体化しております。 
 
 ＜ＣＸプラン＞では、①事業変革、②基盤変革、③企業文化変革の３つの基本戦
略を掲げて諸施策を推進しております。①事業変革では、地区Ｎｏ．１のソリュー
ション提案力を実現し、お客さまの課題解決や持続的な成長をサポートすること
で、地域社会のＳＤＧｓも同時に実現することを目指しており、お客さまとの対話
や伴走型支援により成果を上げ始めております。②基盤変革では、店舗網の 適化
や本部機能の充実、本部・営業店の業務効率化、ＩＴデジタル化を積極的に進める
ことで、ローコスト経営の実現に一定の目途が立ちました。③企業文化変革では、
新しいビジネスモデルを支える人材の育成・配置と、貢献度や能力に応じた評価で
報いることができ、かつ多様な働き方も受け入れられる新人事制度を、2022 年４月
にスタートさせました。また、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた地域経済
を支えるため、各種新型コロナウイルス対応融資や条件変更などに積極的に取り組
んでいることから、将来的な引当不足を回避するため、フォワードルッキング手法
を用いた引当金の算出を導入いたしました。 



205 
 

 
 また、愛知銀行との経営統合につきましては、2021 年 12 月 10 日の基本合意後、
両行による協議・検討を進めた結果、本年５月 11 日に経営統合契約書を締結し、株
式移転計画書を作成いたしました。 
 本株主総会でのご承認や関係当局の許認可等が得られることを前提として、共同
株式移転の方式により、2022 年 10 月３日に両行の完全親会社となる「株式会社あい
ちフィナンシャルグループ」を設立いたします。 
 当金融グループは、経営統合によりマーケットシェアの拡大やリソースの追加投
入が可能となることを活かし、安定した営業基盤の拡充や収益力の向上により経営
環境の変化に対応するとともに、将来にわたり持続可能なビジネスモデルを構築す
ることで、当金融グループの企業価値を高め、ステークホルダーの期待に応えるこ
とを目指しております。 
 
 株主の皆さまにおかれましては、今後とも一層のご理解とご支援を賜りますよう
お願い申しあげます。 
 

(2)財産および損益の状況 
     （単位：百万円） 

 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

預 金 1,774,106 1,775,409 1,897,423 1,860,209 

 定 期 性 預 金 749,219 727,165 680,511 659,363 

 そ の 他 1,024,886 1,048,244 1,216,912 1,200,845 

社 債 5,000 5,000 5,000 5,000 

貸 出 金 1,312,658 1,363,390 1,535,569 1,549,149 

 個 人 向 け 312,572 319,714 326,062 331,191 

 中 小 企 業 向 け 785,993 803,308 914,160 894,834 

 そ の 他 214,092 240,366 295,346 323,122 

商 品 有 価 証 券 - - - - 

有 価 証 券 514,909 493,296 431,557 406,056 

 国 債 160,026 132,266 112,714 106,489 

 そ の 他 354,882 361,029 318,842 299,566 

総 資 産 1,953,617 1,972,239 2,103,286 2,345,171 

内 国 為 替 取 扱 高 7,486,121 7,386,441 6,713,349 7,253,359 

外 国 為 替 取 扱 高 
百万ドル 
836 

百万ドル 
763 

百万ドル 
801 

百万ドル 
731 

経 常 利 益 4,109 3,938 4,820 6,526 

当 期 純 利 益 3,474 3,127 3,452 4,246 

１ 株 当た り当期 純 利 益 
円   銭 

160 19 
円   銭 

144 14 
円   銭 

159 05 
円   銭 

195 13 

 
（注）1. 記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。 

2. 中小企業向け貸出金は、「中小企業基本法」第２条に定める中小企業者に対する貸出金であります。 
3. １株当たり当期純利益は、当期純利益を期中の平均発行済株式数（自己株式数を控除した株式数）で除して算出

しております。 

 

(3) 使用人の状況 
 

 当 年 度 末 

使 用 人 数 882 人 

平 均 年 齢 40 年   4 月 

平 均 勤 続 年 数 16 年 11 月 

平 均 給 与 月 額 384 千円 
 

（注）1. 使用人数には、臨時雇員および嘱託を含んでおりません。 
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2. 平均年齢、平均勤続年数および平均給与月額は、それぞれ単位未満を切り捨てて表示しております。 
3. 平均給与月額は、３月の時間外手当を含む平均給与月額であり、賞与および通勤手当は含んでおりません。 
 

(4)営業所等の状況 

イ 営業所数 
 

 当 年 度 末 

 店 うち出張所 
愛 知 県 67 (1) 

三 重 県 15 (0) 

静 岡 県 1 (0) 

大 阪 府 3 (0) 

東 京 都 1 (0) 

合 計 87 (1) 
 

（注）上記のほか、当年度末において店舗外現金自動設備を 26 ヵ所設置しております。 

 

ロ 当年度新設、廃止、種類変更営業所は以下のとおりであります。 

〇新設営業所 

 該当ありません。 

〇廃止営業所 

 該当ありません。 

〇種類変更営業所 

 該当ありません。 

 

また、当年度において、店舗外現金自動設備の新設・廃止は以下のとおりでありま

す。 

〇店舗外現金自動設備の新設 

 柴田支店東海出張所     鳴海支店桶狭間出張所 

 笠寺支店大江出張所     四日市支店富田出張所 

 四日市支店名張出張所    松阪支店伊勢出張所 

 桑名支店西桑名出張所    桑名支店大安出張所 

〇店舗外現金自動設備の廃止 

 該当ありません。 

 
ハ 銀行代理業者の一覧 
 該当する事項はありません。 

 
ニ 銀行が営む銀行代理業等の状況 
 該当する事項はありません。 
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(5)設備投資の状況 
イ 設備投資の総額 

 （単位：百万円） 

設備投資の総額 2,115 
 

 
ロ 重要な設備の新設等 

 （単位：百万円） 

内    容 金   額 

（新設）  

中村支店土地・建物購入 650 

サブシステム仮想化基盤更改 119 

柴田支店土地・建物購入 114 

  

（売却）  

旧中村支店 138 

  
 

 
(6) 重要な親会社および子会社等の状況 
イ 親会社の状況 
 該当する事項はありません。 

 
ロ 子会社等の状況  

会 社 名 所 在 地 主 要 業 務 内 容 資 本 金 
当 行 が 有 す る 
子 会 社 等 の 
議 決 権 比 率 

そ の 他 

株式会社中京カード 
名古屋市東区代官町 

20 番５号 
クレジットカード業務 
信用保証業務 

百万円 
60 

％ 
100.00 － 

中京ファイナンス 
株式会社 

名古屋市中区栄 
三丁目 33 番 13 号 

集金代行業務 50 100.00 － 

 
（注）当行の子会社および関連法人等は、上記の２社であります。 

なお、当期の連結経常収益は 31,528 百万円、連結当期純利益（親会社株主に帰属）は 3,728 百万円となりました。 
 

重要な業務提携の概況 

1. 第二地銀協地銀 37 行の提携により、現金自動設備の相互利用による現金自動引

出しのサービス（略称 SCS）を行っております。 

2. 第二地銀協地銀 37 行、都市銀行５行、信託銀行３行、地方銀行 62 行、信用金庫

255 金庫（信金中央金庫を含む）、信用組合 141 組合（全信組連を含む）、系統農

協・信漁連 613（農林中金、信連を含む）、労働金庫 14 金庫（労金連を含む）と

の提携により、現金自動設備の相互利用による現金自動引出しのサービス（略称

MICS）を行っております。 

3. 第二地銀協地銀 37 行の提携により、ISDN 回線交換網を利用したデータ伝送の

方法による取引先企業との間の総合振込等のデータの授受のサービスおよび入出金

取引明細等のマルチバンクレポートサービス（略称 SDS）を行っております。 

4. 三菱 UFJ 銀行、愛知銀行、名古屋銀行、百五銀行、十六銀行、三十三銀行、イ

オン銀行との現金自動設備の相互利用提携において、現金自動引出しに伴う他行利

用手数料を相互に無料とするサービスを行っております。 

5. ゆうちょ銀行との提携により、現金自動設備の相互利用による現金自動引出し・
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入金のサービスを行っております。 

6. セブン銀行、イーネット、ローソン銀行との提携により、コンビニエンスストア

の店舗内等に設置した現金自動設備で現金自動引出し・入金のサービスを行ってお

ります。 

 

(7) 事業譲渡等の状況 

 該当する事項はありません。 

 

(8) その他銀行の現況に関する重要な事項 

 株式会社愛知銀行との経営統合につきましては、（１）事業の経過および成果等の

（当行が対処すべき課題）に記載のとおりです。 
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２ 会社役員（取締役および監査役）に関する事項 

(1) 会社役員の状況 
  （年度末現在） 

氏 名 地位および担当 重要な兼職 その他 

徳 岡 重 信 取締役会長（代表取締役）   

小 林 秀 夫 
取締役頭取（代表取締役） 
（執行役員兼務) 
内部監査部 

  

小 島 教 彰 

取締役専務執行役員 
（代表取締役） 
総合企画部 
資金部 
営業推進部 
営業企画部 
経営企画室 
東京事務所 

  

若 尾 俊 之 
取締役常務執行役員 
人事部 
融資統括部 

  

川 井 博 史 
取締役執行役員 
リスク統括部 
事務統括部 

  

平 塚 順 子 
取締役執行役員 
営業企画部長 

  

柴 田 雄 己 取締役（社外取締役）   

野 口 裕 幸 取締役（社外取締役） 
日本住宅無尽株式会社 取締役会長 
新東昭不動産株式会社 監査役 

 

前 田 明 宏 常勤監査役   

木 村 和 彦 監査役（社外監査役） 日本トムソン株式会社 社外監査役  

栗 本 幸 子 監査役（社外監査役） 
公益財団法人愛知県国際交流協会 評議員 
社会福祉法人愛知県厚生事業団 理事 

 

 
（注）1. 常勤監査役前田明宏氏、監査役木村和彦氏および監査役栗本幸子氏は、以下のとおり、財務および会計に関する相

当程度の知見を有しております。 
・常勤監査役前田明宏氏は、当行での長年の業務経験により、財務および会計に関する相当程度の知見を有するも

のであります。 
・監査役木村和彦氏は、金融機関での長年の業務経験により、財務および会計に関する相当程度の知見を有するも

のであります。 
・監査役栗本幸子氏は、愛知県庁入庁後、監査委員事務局長等の経験を有し、財務および会計に関する相当程度の

知見を有するものであります。 
2. 当行は、社外取締役・社外監査役全員を東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指

定し、両取引所に届け出ております。 
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(2) 会社役員に対する報酬等 

 

①役員の報酬等の総額 
   

区 分 
報酬等の総額 
（百万円） 

報酬等の種類別の総額（百万円） 

支給人数（人） 固定報酬 
（金銭報酬） 

変動報酬 
（金銭報酬） 

株式報酬型 
ストック・ 
オプション 

取 締 役 
（社外取締役を除く） 

151 105 8 36 7 

監 査 役 
（社外監査役を除く） 

16 15 0 － 2 

社 外 取 締 役 11 10 0 － 3 

社 外 監 査 役 9 9 0 － 2 

計 188 140 11 36 14 

 
（注）1. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

2. 上記には、2021 年６月 25 日開催の第 115 期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役２名（うち社外取締

役１名）、監査役１名を含んでおります。 
3. 変動報酬の額は、2022 年６月支給予定の役員賞与金であります。 
4. 株式報酬型ストック・オプションは非金銭報酬であり、割当ての際の方針は「③報酬等に関する方針について」

のとおりであります。 

 

②取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項 

 2006 年６月 29 日開催の第 100 期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額

200 百万円以内、監査役の報酬限度額は年額 50 百万円以内と決議しております。当該

株主総会終結時点の取締役の員数は６名（うち社外取締役０名）、監査役の員数は４

名（うち社外監査役２名）です。 

 なお、取締役に対するストック・オプションの報酬額は、2013 年６月 21 日開催の第

107 期定時株主総会において、取締役の報酬額とは別枠で年額 50 百万円以内と決議し

ております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は７名（社外取締役を除く）で

す。 

 

③報酬等に関する方針について 

 当行は、中長期的な企業価値の向上を目指して、下記を役員報酬等の決定方針とし

ております。 

（ア）固定報酬は役員としての職務内容・人物評価・業務実績等を勘案しておりま

す。 

（イ）変動報酬（役員賞与金）は、当行の業績等を勘案して決定しております。 

（ウ）株式報酬型ストック・オプションは、業務執行から独立した立場である社外取

締役および監査役を対象外 

としたうえで、中長期の企業価値向上、株価上昇への意欲や士気を一層高めるた
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め、一定の権利行使期間を設定し、役員の職位に応じた新株予約権を付与してお

ります。 

 

 当行は、2015 年６月 26 日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容

にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ

決議する内容について社外取締役を委員長とする報酬委員会へ諮問し答申を受けてお

ります。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について報酬

等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針

と整合していることや、報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認してお

り、当該決定方針に沿うものであると判断しております。 

 また、監査役の個人別の報酬等は、2006 年６月 29 日開催の第 100 期定時株主総会で

決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。 

 

(3) 責任限定契約  
氏 名 責任限定契約の内容の概要 

柴 田 雄 己 
（社外取締役） 

当行の定款第 31 条に基づき、社外取締役と責任限定契約を締結。 
［社外取締役との責任限定契約の内容］ 
社外取締役が、本契約締結日以降当行の社外取締役として職務を行うにつき、善意かつ重
大な過失がないにもかかわらず法令または定款に違反し、当行に損害を与えた場合、会社
法第 423 条第１項の責任については、損害賠償金額の限度額が、会社法第 425 条で定めら
れている 低責任限度額とする。 

野 口 裕 幸 
（社外取締役） 

木 村 和 彦 
（社外監査役） 

当行の定款第 43 条に基づき、社外監査役と責任限定契約を締結。 
［社外監査役との責任限定契約の内容］ 
社外監査役が、本契約締結日以降当行の社外監査役として職務を行うにつき、善意かつ重
大な過失がないにもかかわらず法令または定款に違反し、当行に損害を与えた場合、会社
法第 423 条第１項の責任については、損害賠償金額の限度額が、会社法第 425 条で定めら
れている 低責任限度額とする。 

栗 本 幸 子 
（社外監査役） 

 

 

(4) 補償契約 

該当する事項はありません。 

 

(5) 役員等賠償責任保険契約に関する事項 

 当行は、会社法第 430 条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社

との間で締結しています。当該契約の内容の概要は以下のとおりです。 

被保険者の範囲 役員等賠償責任保険契約の内容の概要 

当行のすべての取締役、監査役および執
行役員 

被保険者が当行の役員としての業務につき行
った行為（不作為を含む。）に起因して損害
賠償請求がなされたことにより、被保険者が
被る損害賠償金や訴訟費用等を補償するもの
です。ただし、贈収賄などの犯罪行為や意図
的に違法行為を行った役員自身の損害等は補
償対象外とすることにより、役員等の職務の
執行の適正性が損なわれないように措置を講
じています。保険料は全額当行が負担してお
ります。 
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３ 社外役員に関する事項 

(1) 社外役員の兼職その他の状況 
 

氏 名 兼 職 そ の 他 の 状 況 

野 口 裕 幸 
（社外取締役） 

取締役 野口裕幸氏は日本住宅無尽株式会社の取締役会長、新東昭不動産株式会社の監査
役を兼務しております。当行と日本住宅無尽株式会社と新東昭不動産株式会社との間に重
要な取引関係はありません。 

木 村 和 彦 
（社外監査役） 

監査役 木村和彦氏は日本トムソン株式会社の社外監査役を兼務しております。当行と日
本トムソン株式会社との間に重要な取引関係はありません。 

栗 本 幸 子 
（社外監査役） 

監査役 栗本幸子氏は公益財団法人愛知県国際交流協会の評議員、社会福祉法人愛知県厚
生事業団の理事を兼務しております。当行と公益財団法人愛知県国際交流協会、社会福祉
法人愛知県厚生事業団との間に重要な取引関係はありません。 

 
(2) 社外役員の主な活動状況 

 

氏 名 在任期間 取 締 役 会 へ の 出 席 状 況 取締役会における発言その他の活動状況 

柴 田 雄 己 
（社外取締役） 

２年９ヵ月 
当事業年度開催の取締役会 16 回中 16
回に出席。 

取締役会においては、長年にわたり企業の中枢
部門に携わった豊富な経験に基づき、実践的な
視点から、議案・審議等につき、助言提言を適
宜行い、実効性の高い経営監督機能を発揮し
た。 
また、人事委員会の委員長を務め、2021 年度
中の５回の人事委員会において、取締役および
執行役員の人事に関する事項の審議をとりまと
めた。さらに、報酬委員会の委員を務め、取締
役・執行役員の月額報酬額、役員賞与の支給に
関する事項の審議を行った。 

野 口 裕 幸 
（社外取締役） 

９ヵ月 
社外取締役就任以降、当事業年度開催
の取締役会 14 回中 14 回に出席。 

取締役会においては、銀行業務経験者としての
専門的見地に加え、幅広い分野での経験に基づ
き、議案・審議等につき必要に応じ、助言提言
を適宜行い、実効性の高い経営監督機能を発揮
した。 
また、報酬委員会の委員長を務め、2021 年度
中の１回の報酬委員会において、取締役の月額
報酬額に関する事項の審議をとりまとめた。さ
らに、人事委員会の委員を務め、取締役および
執行役員の人事に関する事項の審議を行った。 

 

氏 名 在任期間 取締役会・監査役会への出席状況 
取締役会・監査役会における発言その他の活動
状況 

木 村 和 彦 
（社外監査役） 

６年９ヵ月 
当事業年度開催の取締役会 16 回中 15
回および監査役会 16 回中 15 回に出
席。 

銀行業務経験者としての専門的見地に加え、幅
広い分野における監査業務に携わってきた豊富
な経験から、議案・審議等につき必要に応じ、
助言提言を適宜行った。 

栗 本 幸 子 
（社外監査役） 

１年９ヵ月 
当事業年度開催の取締役会 16 回中 16
回および監査役会 16 回中 16 回に出
席。 

長年にわたり愛知県行政の中枢部門に携わった
経験に基づく幅広い見地から、議案・審議等に
つき必要に応じ、助言提言を適宜行った。 

  
(3) 社外役員に対する報酬等 
   （単位：百万円） 

 支給人数 銀行からの報酬等 銀行の親会社等からの報酬等 

報酬等の合計 ５名 ２１ － 
 

（注）1. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
2. 上記報酬等の額には、2022 年６月支給予定の役員賞与金１百万円（社外取締役０百万円、社外監査役０百万円）

が含まれております。  
(4) 社外役員の意見 
 該当する事項はありません。
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４ 当行の株式に関する事項 

(1) 株式数 発行可能株式総数 普通株式 50,000 千株

 発行済株式の総数 普通株式 21,780 千株
（注）株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。 

 

(2) 当年度末株主数   6,476 名

 

(3) 大株主 
 

株 主 の 氏 名 又 は 名 称 
当 行 へ の 出 資 状 況 

持 株 数 持 株 比 率 

 千株 ％ 
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 8,534 39.19 

ミ ソ ノ サ ー ビ ス 株 式 会 社 2,174 9.98 

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 ( 信 託 口 ４ ) 992 4.55 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 912 4.18 

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 ( 信 託 口 ) 620 2.85 

株 式 会 社 Ｋ Ｔ キ ャ ピ タ ル 610 2.80 

中 京 銀 行 従 業 員 持 株 会 417 1.91 

大 同 生 命 保 険 株 式 会 社 329 1.51 

大 和 製 罐 株 式 会 社 296 1.36 

中 京 テ レ ビ 放 送 株 式 会 社 263 1.21 
 

（注）1. 持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。 
2. 持株比率は、当行所有自己株式（５千株）を控除して計算し、小数点第３位以下を切り捨てて表示しておりま

す。 

 
５ 会計監査人に関する事項 
(1) 会計監査人の状況 
  （単位：百万円） 

氏 名 又 は 名 称 当該事業年度に係る報酬等 そ の 他 

有限責任監査法人 トーマツ 
指定有限責任社員   岸野 勝 
指定有限責任社員   神野敦生 

59 

（報酬等について監査役会が同意した理
由） 
監査役会は、会計監査人の監査計画の内
容、会計監査の職務遂行状況および報酬
見積りについて、当行の事業内容等に照
らして検証を行ったうえで、会計監査人
が所要の監査体制・監査時間を確保し、
適正な監査を実施するために本監査報酬
額が妥当な水準であると認められること
から、会計監査人の報酬等の額について
同意いたしました。 
（非監査業務の内容） 
当行は、会計監査人に対して、公認会計
士法第２条第１項の業務以外の業務（非
監査業務）である貸倒引当金見直しに関
する助言指導業務および当行と株式会社
愛知銀行との経営統合に係る業務等を委
託し対価を支払っております。 

 
（注）1. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

2. 当行および子法人等が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額は 108 百万円であります。 
3. 当行と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等

の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当該事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合

計額を記載しております。 

 
(2) 責任限定契約 
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 該当する事項はありません。 
 
(3) 補償契約 
 該当する事項はありません。 
 

(4) 会計監査人に関するその他の事項 
イ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針 
 監査役会は、会計監査人の独立性、品質管理、総合的能力等を会計監査人評価基準
に基づき審査し、解任または不再任の必要があると判断した場合は、株主総会に提出
する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。 
 また、会計監査人が会社法第 340 条第１項各号に定める項目に該当すると判断した
場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査
役会が選定した監査役は、解任後 初に招集される株主総会において、会計監査人を
解任した旨およびその理由を報告いたします。 
 
ロ 当行の会計監査人以外の監査法人が監査を行っている重要な子会社 
 該当する事項はありません。 

 
６ 財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 
 該当する事項はありません。 
 

７ 特定完全子会社に関する事項 
 該当する事項はありません。 

 
８ 親会社等との間の取引に関する事項 
 該当する事項はありません。 

 
９ 会計参与に関する事項 
 該当する事項はありません。 
 

10  その他 
 該当する事項はありません。
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第 116 期末 (2022 年 3月 31 日現在) 貸借対照表  

（単位：百万円） 
科 目 金 額 科 目 金 額  

（ 資 産 の 部 ） 

現 金 預 け 金 

現 金 

預 け 金 

有 価 証 券 

国 債 

地 方 債 

社 債 

株 式 

そ の 他 の 証 券 

貸 出 金 

割 引 手 形 

手 形 貸 付 

証 書 貸 付 

当 座 貸 越 

外 国 為 替 

外 国 他 店 預 け 

買 入 外 国 為 替 

取 立 外 国 為 替 

そ の 他 資 産 

未 決 済 為 替 貸 

前 払 費 用 

未 収 収 益 

金 融 派 生 商 品 

金 融 商 品 等 差 入 担 保 金 

そ の 他 の 資 産 

有 形 固 定 資 産 

建 物 

土 地 

リ ー ス 資 産 

建 設 仮 勘 定 

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 

無 形 固 定 資 産 

ソ フ ト ウ ェ ア 

リ ー ス 資 産 

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 

前 払 年 金 費 用 

支 払 承 諾 見 返 

貸 倒 引 当 金   

 
 

350,631 

14,428 

336,203 

406,056 

106,489 

85,585 

90,505 

28,124 

95,351 

1,549,149 

5,341 

31,811 

1,298,165 

213,830 

6,589 

4,692 

3 

1,893 

17,948 

218 

10 

1,189 

4,922 

10,190 

1,417 

17,923 

3,289 

13,327 

274 

397 

634 

1,647 

1,345 

169 

131 

3,234 

2,457 

△10,467   

（ 負 債 の 部 ）  
預 金 1,860,209 

当 座 預 金 108,386 
普 通 預 金 1,067,907 
貯 蓄 預 金 11,227 
通 知 預 金 5,424 
定 期 預 金 645,009 
定 期 積 金 12,878 
そ の 他 の 預 金 9,374 

譲 渡 性 預 金 5,310 
コ ー ル マ ネ ー 45,000 
債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金 9,001 
借 用 金 291,500 

借 入 金 291,500 
外 国 為 替 57 

外 国 他 店 借 12 
未 払 外 国 為 替 44 

社 債 5,000 
そ の 他 負 債 15,844 

未 決 済 為 替 借 542 
未 払 法 人 税 等 558 
未 払 費 用 799 
前 受 収 益 1,044 
給 付 補 て ん 備 金 0 
金 融 派 生 商 品 4,827 
リ ー ス 債 務 512 
資 産 除 去 債 務 334 
そ の 他 の 負 債 7,224 

賞 与 引 当 金 519 
睡 眠 預 金 払 戻 損 失 引 当 金 122 
偶 発 損 失 引 当 金 562 
繰 延 税 金 負 債 1,081 
再評価に係る繰延税金負債 2,298 
支 払 承 諾 2,457 
負 債 の 部 合 計 2,238,964 
（ 純 資 産 の 部 ）  
資 本 金 31,879 
資 本 剰 余 金 23,219 

資 本 準 備 金 23,219 
利 益 剰 余 金 37,441 

利 益 準 備 金 3,683 
そ の 他 利 益 剰 余 金 33,758 

固定資産圧縮積立金 340 
別 途 積 立 金 11,000 
繰 越 利 益 剰 余 金 22,418 

自 己 株 式 △11 
株 主 資 本 合 計 92,528 
その他有価証券評価差額金 8,109 
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 472 
土 地 再 評 価 差 額 金 4,864 
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 13,446 
新 株 予 約 権 230 
純 資 産 の 部 合 計 106,206 

資 産 の 部 合 計 2,345,171 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 2,345,171 



216 
 

  

第 116 期(2021 年 4 月 1 日から 
2022 年 3 月 31 日まで ) 損益計算書  

（単位：百万円） 
科 目 金 額 

経 常 収 益    31,459  

資 金 運 用 収 益  19,716    

貸 出 金 利 息  13,421    
有 価 証 券 利 息 配 当 金  5,900    
預 け 金 利 息  375    
そ の 他 の 受 入 利 息  19    

役 務 取 引 等 収 益  5,470    

受 入 為 替 手 数 料  1,281    
そ の 他 の 役 務 収 益  4,189    

そ の 他 業 務 収 益  1,227    

外 国 為 替 売 買 益  93    
国 債 等 債 券 売 却 益  1,133    

そ の 他 経 常 収 益  5,045    

償 却 債 権 取 立 益  0    
株 式 等 売 却 益  4,477    
そ の 他 の 経 常 収 益  567    

経 常 費 用    24,932  

資 金 調 達 費 用  820    
預 金 利 息  149    
譲 渡 性 預 金 利 息  8    
コ ー ル マ ネ ー 利 息  △1    
債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息  6    
社 債 利 息  56    
金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息  581    
そ の 他 の 支 払 利 息  20    

役 務 取 引 等 費 用  2,164    
支 払 為 替 手 数 料  209    
そ の 他 の 役 務 費 用  1,954    

そ の 他 業 務 費 用  1,404    
国 債 等 債 券 売 却 損  1,391    
金 融 派 生 商 品 費 用  12    

営 業 経 費  16,374    
そ の 他 経 常 費 用  4,169    

貸 倒 引 当 金 繰 入 額  2,439    
株 式 等 売 却 損  320    
株 式 等 償 却  4    
そ の 他 の 経 常 費 用  1,405    

経 常 利 益    6,526  
特 別 利 益    584  

固 定 資 産 処 分 益  584    
特 別 損 失    2,141  

固 定 資 産 処 分 損  13    
減 損 損 失  1,250    
そ の 他 の 特 別 損 失  876    

税 引 前 当 期 純 利 益    4,969  
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税  1,493    
法 人 税 等 調 整 額  △771    
法 人 税 等 合 計    722  
当 期 純 利 益    4,246  
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第 116 期末（2022 年３月 31 日現在） 連結貸借対照表 

（単位：百万円） 
科 目 金 額 科 目 金 額 

 
（ 資 産 の 部 ） 

現 金 預 け 金 

有 価 証 券 

貸 出 金 

外 国 為 替 

そ の 他 資 産 

有 形 固 定 資 産 

建 物 

土 地 

リ ー ス 資 産 

建 設 仮 勘 定 

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 

無 形 固 定 資 産 

ソ フ ト ウ ェ ア 

リ ー ス 資 産 

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 

退 職 給 付 に 係 る 資 産 

繰 延 税 金 資 産 

支 払 承 諾 見 返 

貸 倒 引 当 金   

 
 

350,633 

405,263 

1,549,464 

6,589 

21,757 

17,802 

3,409 

13,060 

291 

397 

642 

1,724 

1,361 

228 

133 

3,251 

341 

2,462 

△11,093   

（ 負 債 の 部 ）  

預 金 1,854,796 

譲 渡 性 預 金 5,310 

コールマネー及び売渡手形 45,000 

債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金 9,001 

借 用 金 291,500 

外 国 為 替 57 

社 債 5,000 

そ の 他 負 債 22,374 

賞 与 引 当 金 534 

睡 眠 預 金 払 戻 損 失 引 当 金 122 

偶 発 損 失 引 当 金 562 

繰 延 税 金 負 債 1,030 

再評価に係る繰延税金負債 2,298 

支 払 承 諾 2,462 

負 債 の 部 合 計 2,240,049 

（ 純 資 産 の 部 ）  

資 本 金 31,879 

資 本 剰 余 金 24,029 

利 益 剰 余 金 38,551 

自 己 株 式 △11 

株 主 資 本 合 計 94,448 

その他有価証券評価差額金 8,110 

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 472 

土 地 再 評 価 差 額 金 4,864 

退職給付に係る調整累計額 18 

その他の包括利益累計額合計 13,466 

新 株 予 約 権 230 

純 資 産 の 部 合 計 108,146 

資 産 の 部 合 計 2,348,196 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 2,348,196 
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第 116 期 (2021 年 4 月 1 日から 
2022 年 3 月 31 日まで ) 連結損益計算書 

（単位：百万円） 
科 目 金 額 

経 常 収 益    31,528  

資 金 運 用 収 益  19,085    

貸 出 金 利 息  13,459    

有 価 証 券 利 息 配 当 金  5,231    

預 け 金 利 息  375    

そ の 他 の 受 入 利 息  19    

役 務 取 引 等 収 益  5,985    

そ の 他 業 務 収 益  1,415    

そ の 他 経 常 収 益  5,042    

償 却 債 権 取 立 益  1    

株 式 等 売 却 益  4,477    

そ の 他 の 経 常 収 益  563    

経 常 費 用    25,461  

資 金 調 達 費 用  821    

預 金 利 息  149    

譲 渡 性 預 金 利 息  8    

コ ー ル マ ネ ー 利 息 及 び 売 渡 手 形 利 息  △1    

債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息  6    

社 債 利 息  56    

そ の 他 の 支 払 利 息  602    

役 務 取 引 等 費 用  1,993    

そ の 他 業 務 費 用  1,404    

営 業 経 費  17,025    

そ の 他 経 常 費 用  4,216    

貸 倒 引 当 金 繰 入 額  2,475    

そ の 他 の 経 常 費 用  1,740    

経 常 利 益    6,067  

特 別 利 益    584  

固 定 資 産 処 分 益  584    

特 別 損 失    2,141  

固 定 資 産 処 分 損  13    

減 損 損 失  1,250    

そ の 他 の 特 別 損 失  876    

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益    4,509  

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税  1,506    

法 人 税 等 調 整 額  △725    

法 人 税 等 合 計    781  

当 期 純 利 益    3,728  

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益    3,728  
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会計監査人の監査報告書 謄本 

 
  

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
 

2022 年５月 11 日

株式会社  中 京 銀 行 

取締役会  御 中 
有限責任監査法人 ト ー マ ツ 
     名 古 屋 事 務 所  

指定有限責任社
員 

業務執行社
員 

 公認会計士 岸野 勝 ㊞

指定有限責任社
員 

業務執行社
員 

 公認会計士 神野敦生 ㊞

  

 

 監査意見 

 当監査法人は、会社法第 436 条第 2 項第 1 号の規定に基づき、株式会社中京銀行の 2021 年 4 月 1 日から 2022 年 3 月 31 日ま

での第 116 期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属

明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。 

 当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類

等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 

監査意見の根拠 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査

法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関す

る規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表

明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 

強調事項 

1.重要な後発事象に記載されているとおり、会社と株式会社愛知銀行は、2022 年 5 月 11 日に開催したそれぞれの取締役会にお

いて、両行の株主総会の承認及び関係当局の許認可等が得られること並びに株式会社三菱 UFJ 銀行が保有する会社株式の全

てについて自己株公開買付けの決済が適法に完了していること等を前提として、共同株式移転の方式による経営統合を行うこ

とを決議し、同日、両行間で経営統合契約書を締結するとともに、株式移転計画書を共同で作成している。 

2.重要な後発事象に記載されているとおり、2022 年 5 月 11 日において、会社が株式会社三菱 UFJ 銀行からその所有する会社の

普通株式全部を取得する取引に係る応募契約を株式会社三菱 UFJ 銀行との間で締結している。 

 当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。 

 

その他の記載内容 

 その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにあ

る。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視

することにある。 

 当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に

対して意見を表明するものではない。 

 計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算

書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違

以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。 
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  当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告すること

が求められている。 

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 

 

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示する

ことにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判

断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

 計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価

し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合に

は当該事項を開示する責任がある。 

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 

 

計算書類等の監査における監査人の責任 

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないか

どうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽

表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると

合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判

断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案

し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠

を入手する。 

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実

施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。 

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連

する注記事項の妥当性を評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継

続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。

継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起す

ること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を

表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象

や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか

とともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象

を適正に表示しているかどうかを評価する。 

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場

合はその内容について報告を行う。 

 

利害関係 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本 

 
  

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
 

2022 年５月 11 日

株式会社  中 京 銀 行 

取締役会  御 中 
有限責任監査法人 ト ー マ ツ 
     名 古 屋 事 務 所  

指定有限責任社
員 

業務執行社
員 

 公認会計士 岸野 勝 ㊞

指定有限責任社
員 

業務執行社
員 

 公認会計士 神野敦生 ㊞

  

 

 監査意見 
 当監査法人は、会社法第 444 条第 4 項の規定に基づき、株式会社中京銀行の 2021 年 4 月 1 日から 2022 年 3 月 31 日までの連

結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について

監査を行った。 
 当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社中

京銀行及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正

に表示しているものと認める。 
 
監査意見の根拠 
 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査

法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関

する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監

査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 
 
強調事項 
1.重要な後発事象に記載されているとおり、会社と株式会社愛知銀行は、2022 年 5 月 11 日に開催したそれぞれの取締役会にお

いて、両行の株主総会の承認及び関係当局の許認可等が得られること並びに株式会社三菱 UFJ 銀行が保有する会社株式の全

てについて自己株公開買付けの決済が適法に完了していること等を前提として、共同株式移転の方式による経営統合を行うこ

とを決議し、同日、両行間で経営統合契約書を締結するとともに、株式移転計画書を共同で作成している。 
2.重要な後発事象に記載されているとおり、2022 年 5 月 11 日において、会社が株式会社三菱 UFJ 銀行からその所有する会社の

普通株式全部を取得する取引に係る応募契約を株式会社三菱 UFJ 銀行との間で締結している。 
 当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。 
 
その他の記載内容 
 その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにあ

る。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視

することにある。 
 当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容

に対して意見を表明するものではない。 
 連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連

結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な

相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。 
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  当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告すること

が求められている。 
 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 
 
連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 
 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示す

ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要

と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 
 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場

合には当該事項を開示する責任がある。 
 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 
 
連結計算書類の監査における監査人の責任 
 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない

かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。

虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与

えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 
 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判

断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案

し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠

を入手する。 
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。 
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連

する注記事項の妥当性を評価する。 
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け

る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を

喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事

項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、

将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう

かとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会

計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手す

る。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対し

て責任を負う。 
 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 
 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場

合はその内容について報告を行う。 
 
利害関係 
 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上
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監 査 報 告 書 
 

  当監査役会は、2021 年４月１日から 2022 年３月 31 日までの第 116 期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成

した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。 
１．監査役および監査役会の監査の方法およびその内容 

(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況および結果について報告を受けるほか､取締役

等および会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 
(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、執行役員、内部監査部

門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しまし

た。 
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役、執行役員および使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に
応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本部および主要な営業店において業務および財産の状況を調査いたしまし
た。また、子会社については、子会社の取締役および監査役等と意思疎通および情報の交換を図り、必要に応じて子会社から
事業の報告を受けました。 

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他株式会社および
その子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第 100 条第 1 項および第 3 項に
定める体制の整備に関する取締役会決議の内容および当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、
取締役、執行役員、および使用人等からその構築および運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、
意見を表明いたしました。 

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証するとともに、会計監査人からその
職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われる
ことを確保するための体制」（会社計算規則第 131 条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005 年 10 月 28
日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。 

 
 以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告およびその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変

動計算書および個別注記表）およびその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動

計算書および連結注記表）について検討いたしました。 
 

２．監査の結果 
(1) 事業報告等の監査結果 
①事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。 
②取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。 
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記
載内容および取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。 

(2) 計算書類およびその附属明細書の監査結果 
 会計監査人 有限責任監査法人トーマツの監査の方法および結果は相当であると認めます。 

(3) 連結計算書類の監査結果 
 会計監査人 有限責任監査法人トーマツの監査の方法および結果は相当であると認めます。 

 

 

 2022 年５月 11 日  

 
株式会社 中 京 銀 行 監 査 役 会 

 

 
 

常勤監査
役 前 田 明 宏 ㊞

社外監査
役 木 村 和 彦 ㊞

社外監査
役 栗 本 幸 子 ㊞
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